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はいがみね

相原酒造
仁方本町に位置する、白壁と大屋根が美しい酒蔵です。

明治8年に酒造りを始め、明治33年、小説の一節からとったと言われる──
「雨後の月」の銘柄が誕生しました。
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消費税期限内納付I N D E X

題 字　 大之木 伸一郎 （元）会長

　　　  　 わたなべ きくこ
表 紙　 渡邉 紀久子 氏 　　「相原酒造」

広 報 委 員 会

　コロナ禍が落ち着きつつある現在、私たちの暮らしは「コロナ禍前」というより
「コロナを前提とした」に変化しているように思います。以前の生活や経済活動が形
を変えながらも、あらゆる分野で始動しはじめているようです。時、奇しくも春。
【啓蟄（けいちつ）=土中で冬ごもりをしていた生き物たちが目覚める頃のこと】
その啓蟄のごとく、新たな暮らしの息吹がそこかしこで聞こえてくるようです。

しかしながら地域経済の動きや歪（いびつ）な物価高、世界に目を転じれば国どうしのいさ
かいなど、いいことばかりとは言えません。地球の反対側で起こった出来事が直接私たちの
暮らしに影響してくることをこれほど如実に体験するとは想像していませんでした。それ
は、世界の「距離」がさまざまな意味で短くなってきたからなのかもしれません。この変化
に対応することが、私たち企業人の使命であり、従業員やその家族、地域経済を支えること
になるのでしょう。
　寒さに震えた冬を抜け出した今、小さくてもいいから新しいことを始めてみようと思います。
　呉法人会報「灰ヶ峰」に皆さまのご意見をお寄せください。

会　　　報 灰ヶ峰 173号
発　　　行 令和５年  ２月２８日
発　行　所 公益社団法人  呉 法 人会

発行責任者  担 当副会長 得 能  宏 一
編　　　集 広 報 委 員 会
編集責任者 中 原  康 治

委員長 中原 　康治　大幸産業㈱
副委員長 松本 　好生　松本ギフト㈲
　〃 海生 　知亮　海生建設㈱

委  員   神垣　和典　㈱神垣石油
  〃 三島　義弘　㈲ビジネスホテル三島
  〃 大之木隆一郎　呉貿倉庫運輸㈱

委  員 松岡　啓子　㈱松岡設計
  〃 石川　晃代　㈲プリンティング共和
  〃 和田　伸行　㈱ベテリナリーサイエンス

 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■親 会 ・ 支 部 ・ 部 会

2023年３月────────────────────

 1日（水） 正副会長会議（12：00～事務局）
 1日（水） 研修委員会（19：00～NISHIMAKI）
 6日（月） 調査課部会経営者研修会
  （17：00～呉阪急ホテル）
 17日（金） 第４回常任理事・理事合同会議
  （12：00～　呉阪急ホテル）

2023年４月────────────────────

 10日（月） 正副会長会議（12：00～事務局）
 19日（水） 第１回常任理事・理事合同会議
  （12：00～　クレイトンベイホテル）

（予定）　総務委員会

2023年５月────────────────────

 24日（水） 第12回通常総会・特別講演会・懇親会
  （呉阪急ホテル）

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■税務署 ・ 全法連 ・ 県法連

2023年３月────────────────────

 2日（木） 県法連 法人会広島県青年の集い
 3日（金） 県法連 第２回総務委員会（TKP広島駅前大橋）
 6日（月） 県法連 第２回組織委員会
 （TKP PREMIUM 広島駅前）
 10日（金） 県法連 第２回広報委員会（TKP広島駅前大橋）
 15日（水） 広島局連青年部会長サミット（リーガ）
 23日（木） 女性フォーラム実行委員会（グランヴィア）

2023年４月────────────────────
 13日（木） 第17回全国女性フォーラム（愛媛大会）
  （アイテム愛媛）

2023年６月─────────────────────
 　 1日（木） 県法連　第1回税制委員会
 27日（火） 県法連　第11回通常総会
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新年のご挨拶／呉法人会 小柴繁美会長 ‥‥‥‥ 1
トピッ
クス  新春特別講演会／新年互礼会 ‥‥‥‥‥‥‥ 2
トピッ
クス  令和4年度 会員増強表彰 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3
トピッ
クス  女性部会創立30周年記念 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 4
トピッ
クス  令和4年度 納税表彰式 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4
トピッ
クス  令和4年度 税に関する絵はがきコンクール表彰式 ‥‥ 5

親会だより‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6

支部だより‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10

部会だより（青年部会／女性部会／調査課部会） ‥ 12

ようこそ呉法人会へ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15

令和5年度税制改正に関する提言（要約）‥‥‥‥ 18

行動する法人会‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24
随
筆／軍鎮守府開設に伴う正圓寺・宮原村庄屋青盛家の関係と宮原
　　・海龍山正圓寺と海岸・鸚鵡山正圓寺に伝わる伝承の紹介⑳
　　　　　　　　　　　　　　／上河内 良平氏 ‥‥ 26
税務
の窓／インボイス制度・スマホ納付・国税専門官募集‥ 30

呉市からのお知らせ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 36

広島県立呉高等技術専門校からのお知らせ ‥‥‥ 41

経営のヒント ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 42
一枚の
写  真 ／中原弘二氏 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 44

事業予定／編集後記 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 45

渡邉 紀久子 氏 プロフィール
画歴／48年　　個展／25回
グループ展／96回　　その他展示／33回
新構造会広島支部所属（2021年～）

広島市を中心に作品を発表活動中

by KIKUKO Watanabe
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経営のHINT
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　新年あけましておめでとうございます。
　呉法人会会員の皆さま方におかれましては、健やかに新春をお迎えのことと
お喜び申し上げます。
　さて、新型コロナウィルス感染症が拡大し、とうとう３年を経過してしまい
ました。
　「第８波」は昨年１２月に入ってから急拡大し、コロナ陽性者・濃厚接触者の
自宅待機のため、営業時間短縮・生産調整せざるえない企業も多くでました。
しかしながら、国の給付金・助成金はほぼなくなりました。
　コロナウィルス感染症は従来のビジネスモデルを破壊し、企業は新たなビジ
ネスモデルの構築をしなければ生き残れない。そんな時代に入ったのです。
　日鉄撤退の影響も大きく、呉地域は非常事態と言えるのではないでしょうか？
　非常に厳しい３年間でありましたが、ワクチン接種も進み、政府の方針にも
変化が見られます。コロナ「２類相当」から「５類相当」への見直し議論も
本格化しています。
　コロナウィルス感染症が「５類相当」になれば、経済は動き始めます。そろ
そろ閉じこもりから脱却して、次の作戦を練る必要があります。
　刻々と変化する社会情勢下において企業の存続・発展を図るには何を行えば
良いか？
　呉法人会は昨年、企業の健全経営を支える税に関する研修会・説明会などを
行っただけでなく、広島東洋カープ元監督緒方孝市氏・女性南極調理隊員
渡貫淳子氏・広島東洋カープＯＢ高橋慶彦氏の講演会を開催し経営にちょっと
役に立つお話を聴きました。
　今年は昨年以上に、経営に役立つ事業を開催し、少しでも会員企業の経営の
プラスになれればと思っています。
　- 厳しく先の読めない時代ですが、今年は卯年。ぴょんぴょん跳ねて、会員の
皆様と一緒に飛躍していく所存ですので、引き続き法人会活動にご支援を賜り
ますよう、よろしくお願いいたします。
結びにあたり、皆様の輝かしい一年を心より祈念いたしまして、年頭のご挨拶
とさせていただきます。

新年のご挨拶新年のご挨拶

呉法人会長
小柴　繁美
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　新春特別講演会・新年互礼会は、多数のご来賓
をお迎えし、１月24日(火)午後４時より呉阪急ホテルで
開催しました。
　開会にあたり小柴会長が、「3年ぶりに国税局長
をお招きして開催することができました。コロナウイル
スの蔓延がこんなに続くとは思わず、未だに新入社
員の顔をマスクでまともに見れていないなど、いろい
ろな事がありましたが、これから5類相当になれば、も
とのように街に活気が戻ってくると思います。呉の街
を明るく楽しい街にしていきましょう。」と挨拶された
後、新春特別講演会を開催しました。
講演会の講師には、広島国税局長 細田　修一 様
をお迎えし、「税務行政とデジタル・トランスフォーメー
ション」というテーマで講話をいただきました。
　冒頭にご自身の略歴を交えて、財務省時代に行
われたG20サミットやG7サミットに伴う財務大臣会合
についてご自身の経験で感じたことなどを話されま
した。

　また、日本の財務状況
の解説から確定申告など
の業務をスムーズに進め
るための電子化への取り
組みについて、分かりやす
い説明をされ、約15０名の
聴衆は熱心に耳を傾けて
おられました。
　続いて、新年互礼会に先立ち会員増強表彰式を
行い、昨年９月から１２月に実施した会員増強運動
で優秀な成績をあげられた支部および地元金融機
関３行、中国税理士会呉支部、福利厚生制度取扱
会社の皆様の表彰を行いました。
　新年互礼会は、小柴会長の挨拶の後、佐藤呉税
務署長様および 江田呉市副市長様のご来賓挨拶
と続き、呉商工会議所 若本会頭様の乾杯のご発声
で幕を開け、出席者の皆さんは時間を忘れて楽しく
懇談され、盛会裏に幕を閉じることができました。

小柴会長

ご講演いただいた広島国税局長　細田 修一 様
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Kure トピックス

佐藤呉税務署長様のご祝辞 若本呉商工会議所会頭の乾杯のご発声 3年ぶりの互礼会

　さる令和5年1月24日（火）に、呉阪急ホテルにおいて、令和4年度会員増強表彰式が行われました。令
和4年度会員増強目標125社（9月1日～12月末）に対し、2,608社（令和4年12月末現在）で、獲得実績79
社、加入率62.56％（対6月末2.07ポイント増加）との成果があがりました。表彰された支部・組織は次のとお
りです。ご協力ありがとうございました。

敬称略

会員
増強目標達成支部表彰

令和4年度 会員増強表彰令和4年度 会員増強表彰

三 条 支 部
海 岸 支 部
蒲 刈 支 部
音 戸 支 部

会員
増強目標50％以上達成支部表彰

本通第1支部
中 通 支 部
東中央支部
仁 方 支 部

広中央支部
広 西 支 部
吉浦・天応支部

会員
増強努力支部表彰

特別表彰

本通第2支部
中 央 支 部
西中央支部
昭和南支部
昭和北・郷原支部

獲得実績79社、加入率62.56％　（6月末対比2.07ポイント増加）獲得実績79社、加入率62.56％　（6月末対比2.07ポイント増加）

（1）加入率80％以上達成支部表彰（1）加入率80％以上達成支部表彰
蒲刈支部 83.58%
音戸支部 80.24%

仁方支部 75.68％
海岸支部 74.87％
川尻支部 73.73％
倉橋支部 72.14％

（2）加入率70％以上達成支部表彰（2）加入率70％以上達成支部表彰

（4）中国税理士会呉支部（4）中国税理士会呉支部

倉 橋 支 部
川 尻 支 部
豊・豊浜支部

広 東 支 部
阿 賀 支 部
警固屋・宮原支部
安 浦 支 部

（5）福利厚生制度取扱保険会社（5）福利厚生制度取扱保険会社
大同生命保険㈱
AIG損害保険㈱
アフラック生命保険㈱

広島銀行
もみじ銀行

呉信用金庫
（3）地元金融機関（3）地元金融機関

R5
1／24
㊋

海岸支部（朝日支部長）

中国税理士会呉支部（親谷支部長）

大同生命保険㈱　河野部長

AIG損害保険㈱　小野課長 広島銀行（谷口執行
役員呉支店長）もみじ銀行（和田執行

役員呉営業部長）呉信用金庫（高営業推進部長）
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Kure トピックス

　令和４年１１月１５日呉税務署にて納税表彰式が開催
されました。多年にわたり申告納税制度の普及発展等を
通じて納税道義の向上に顕著な功績を挙げられた方々
が受賞され、呉法人会から２名の方が授与されました。

【税務署長表彰】
　　小柴　繁美（会長：有限会社小柴クリーニング）
【税務署長感謝状】
　　松岡　秀直（理事：株式会社松岡設計）

女性部会創立30周年記念特別講演会・懇親会女性部会創立30周年記念特別講演会・懇親会
R4
11／9
㊌

女性
部会

令和４年度 納税表彰式令和４年度 納税表彰式
R4

11／15
㊋

特別記念講演会 挨拶をする高橋部会長 弦楽四重奏の演奏

　呉法人会女性部会は部会創立30周年を記念して、令和4年11月9日、クレイトンベイ
ホテルにおいて、特別講演会を開催しました。講師は南極地域観測隊の元調理隊
員、渡貫淳子氏を迎えて、「無理なく楽しい食品ロス削減への取り組み」と題して講演いただきました。  来賓に呉
税務署、各関係団体、歴代の会長、女性部会長など多数お迎えし、来場者は100名以上の参加となりました。
　講演の中で渡貫氏は、環境保護のため、南極では、ごみは全て持ち帰る必要があったため、カレーライスの翌日
にカレーうどん、カレードリアにして、極力ごみを出さないようにしたり、限られた食材を全て無駄なく料理に使うことに
知恵を絞ったことなどを話されました。
　また、懇親会では、弦楽四重奏の演奏を聴きながらなごやかな時間を過ごすことができました。

講師の渡貫淳子氏
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　呉市内の小学6年生を対象として、平成21年に本通小学校からスタートした「税に関する絵はがきコンクール」も
今年で14回目を迎えました。毎年「税の大切さ」を表現した絵はがきを呉市内の小学6年生を対象に募集しており、
今年度も昨年度に引き続き、呉市内の全小学校（35校）より計1,673作品の応募をいただきました。
　審査は呉市立美術館の横山館長を審査委員長として、呉税務署長賞ほか特別賞8点、優秀賞45点、入選96
点を選出しました。
　表彰式は11月26日（土）に新日本造機ホールにて約200名の児童と保護者が参加して開催され、佐藤税務署
長、新原呉市長らから児童へ賞状が授与されました。また、優秀な作品は呉市役所や広まちづくりセンターなどで
展示し、多くの市民の方 に々も鑑賞していただくことができました。

令和4年度 税に関する絵はがきコンクール令和4年度 税に関する絵はがきコンクール
R4

11／26
㊏

女性
部会

呉税務署長賞受賞の肥田 多満葉さん 特別賞児童

呉税務署長賞
呉市立昭和西小学校　肥田 多満葉 さん

呉市長賞
呉市立横路小学校　梶本 明日香 さん

呉市教育委員会教育長賞
呉市立郷原小学校　岩原 凛 さん

呉商工会議所会頭賞
呉市立広小学校　重森 美優 さん

中国新聞呉支社長賞
呉市立郷原小学校　田中 美玖 さん

呉市租税教育推進協議会代表幹事賞
呉市立呉中央小学校　執行 咲妃 さん

呉法人会長賞
呉市立明立小学校　村岡 優花 さん

呉法人会女性部会長賞
呉市立呉中央小学校　川本 麻朝 さん



7

公益社団法人

呉法人会

6

Kure 親会だより

第４回　正副会長会議

第３回　常任理事・理事合同会

１　インボイス制度導入検討の件
２　支部外会員の支部役員選任の件
３　会員増強運動実施状況の件
４　支部活動状況の件
５　常任理事・理事合同会議開催の件
６　令和４年度９月末会計報告
７　新春特別講演会・新年互礼会開催の件
８　広島県立入検査の報告
９　事務局関連　その他

　（1）第３回　正副会長会議 
 11月16日 事務局

１　役員会

１　新春特別講演会・新年互礼会開催の件
２　令和５年度功労者表彰の件
３　会員増強運動実施状況の件
４　特別講演会（５月）講師選定の件
５　各規程改定の件
６　令和４年度会員増強運動表彰の件
７　各委員会・部会の活動状況報告

　（2）第４回　正副会長会議 
 1月11日 　ユニオンフォレスト㈱

１　会員増強運動の状況について　
２　会計報告（令和４年９月末）
３　女性部会３０周年記念事業について
４　税に関する絵はがきコンクールについて
５　令和４年度　租税教室について
６　新春特別講演会・新年互礼会について
７　各委員会・部会からの活動報告

　（3）第３回　常任理事・理事合同会 
 12月5日 出席者47名　　呉森沢ホテル
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１　県法連厚生委員会（８月２３日）の報告
２　福利厚生制度推進について
３　福利厚生制度取扱３社からの説明

　（1） 第1回 厚生委員会及び福利厚生制度推進連絡協議会
 11月22日 出席者36名　　呉阪急ホテル

１　県法連組織委員会（８月９日）の報告
２　会員増強運動および支部活動について
３　各支部からの情報および意見交換

　（2）第1回　組織委員会 
 11月24日 出席者26名　　クレイトンベイホテル

１　灰ヶ峰１７２号の発行を終えて
２　灰ヶ峰１７２号の編集（案）について
３　税務署から掲載記事の説明

　（3）第3回　広報委員会 
 1月13日 出席者12名　　クレイトンベイホテル

２　委員会

３　税を考える週間

税に関する作品の合同展示（作文、習字、絵はがき、標語）
当会は「絵はがきコンクール」特別賞・優秀賞５３点を展示

　（1）呉税務関係団体連絡協議会
 11月5日～16日 ゆめタウン呉

税団連構成団体による

　（2）呉税団連チラシ等配布
 11月11日 参加者24名

呉税務署長表彰　　　　　小柴　繁美
呉税務署長感謝状　　　　松岡　秀直

　（3）令和４年度　納税表彰式
 11月15日 呉税務署

第1回 厚生委員会及び
福利厚生制度推進連絡協議会

第1回　組織委員会

第2回　広報委員会

呉税団連チラシ等配布

令和4年度　納税表彰式
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４　租税教室

１２月９日　　明徳小学校
１クラス　１５名
講師　中能　伸悟

１月１７日　　三坂地小学校
２クラス　６７名

講師　門田 祐季　／　岡本　太

盛谷　　剛

石原　圭詞

小河　政彦
〇三津井　政孝（呉信支店長）

定森　健次朗

小河　政彦／橋本　博典
三津井　政孝

速水　京子／松岡　啓子
橋田　理一郎

松本　好生

志々田　裕介

岡本　　太

長行事　義人

山本　浩司（9日/2組）
　内野　静香（10日）
〇伊原　将仁（10日）

藤井　聖／藤井　啓
定森　斉彦／定森　健次朗

神田　大／宮田　修

對川　克彦

東　　忠昭

伊原　直昭

橋本　元気

大之木　小兵衛

内野　静香

北川　晋作

大塚　麻衣子

寺下　正博

森沢　一邦／〇槙岡　達也
〇小柴　義貴

門脇　　渉

三戸　初人

平井　和磨

中能　伸悟

門田　祐季
岡本　　太

111

54

27

28

58

106

90

24

72

31

134

137

78

22

51

17

34

69

22

22

37

23

96

28

56

37

15

67

1,546

3

2

1

1

2

3

3

1

2

1

4

4

2

1

2

1

1

2

1

1

1

1

3

1

2

1

1

2

5月9日

5月12日

5月26日

5月26日

5月27日

5月31日

6月3日

6月6日

6月6日

6月7日
　

6月9日
～　

6月10日

6月10日

6月13日

6月16日

6月16日

6月20日

6月21日

6月23日

6月24日

7月11日

7月11日

7月13日

7月14日

7月15日

9月6日

9月15日

12月9日

令和5年

1月17日

白　岳

川　尻

安　登　

本　通

安　浦　

広

呉中央

警固屋

昭和西

港　町

横　路

昭和北

昭和中央

音　戸

仁　方

両　城

昭和南

荘山田

長　迫

坪　内

和　庄

宮　原

阿　賀

天　応

郷　原

波多見

明　徳

三坂地

見学：門田祐季

見学：槙岡達也

見学：松本好生

見学：玉理省造

見学：高橋征司

呉税務署職員

小学校名 開催日 組 児童数 その他今年度講師（○印は新人）
令和4年

合計児童数
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５　税制改正要望提言活動

衆議院議員　　寺田　稔 氏
（11/26）

呉市議会議長　　北川　一清 氏
（12/1）

呉市長　　新原　芳明 氏
（12/1）

　　１　衆議院議員　　　寺田　　稔　（１１月２６日）寺田稔呉事務所

　　２　呉市長　　　　　新原　芳明　（１２月　１日）呉市長室

　　３　呉市議会議長　　北川　一清　（１２月　１日）呉市議会議長室

　　令和５年度税制改正要望提言 

６　全国法人会総連合

第37回法人会全国大会（千葉）

第１部　記念講演
　　　［演題］女性がテレビで働くということ
［講師］ニュースキャスター　ジャーナリスト
　安藤優子氏
第２部　式　　典
第３部　懇 親 会

　　第３７回法人会全国大会（千葉） 

税務セミナー

講　師　　中国税理士会呉支部　副支部長
　　　　　　　　　税理士　山下　敦史　氏
テーマ　 「インボイス制度と電子帳簿保存法について」

　　税務セミナー 
 １２月８日 　　参加者28名　　ビューポートくれ

７　研修会等

＊詳しくは18ページをご覧ください。



1　支部役員会
支 部 名 開 催 日 内 容 出席者

Kure 支部だより

本通第２支部 １０月１２日 ９名 呉森沢ホテル

１　会員増強について
２　支部研修会について
３　福利厚生制度について
３　情報・意見交換等

昭 和 南 支 部
昭和北・郷原
支 部 合 同

１０月１４日 ８名 光榮堂
１　会員増強について
２　支部研修会について
３　情報・意見交換等

音 戸 支 部 １０月１４日 ４名 山本造船
１　会員増強について
２　支部研修会について
３　情報・意見交換等

三 条 支 部 １０月２０日 ９名 千　勢

阿 賀 支 部 １０月２０日 １０名 呉森沢ホテル

東 中 央 支 部 １０月２１日 ８名 花　月

警固屋・宮原支部 １０月２５日 ７名 鳥　平

中 央 支 部 １０月２６日 ４名 クレイトンベイ
ホテル

１　会員増強について
２　福利厚生制度について
３　情報・意見交換等

豊・豊浜支部 １０月２９日 ６名 かつら亭蒲刈
本店

安 浦 支 部 １１月３日 ２名 橋本工業

１　会員増強について
２　租税教室講師選出について
３　次期役員改選について
４　情報・意見交換等

１　会員増強について
２　支部研修会について
３　福利厚生制度について
４　情報・意見交換等

１　会員増強について
２　支部研修会について
３　福利厚生制度について
４　情報・意見交換等

１　会員増強について
２　支部研修会について
３　福利厚生制度について
４　情報・意見交換等

１　会員増強について
２　支部研修会について
３　福利厚生制度について
４　情報・意見交換等

１　会員増強について
２　支部研修会について
３　福利厚生制度について
４　情報・意見交換等

川 尻 支 部
１２月２日

１月２０日

８名 宇田敬商店

７名 呉信用金庫
川尻支店

１　大同生命による保険説明
２　会員増強について
３　情報・意見交換等
１　研修会開催の打ち合わせ
２　情報・意見交換等

11
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２　支部研修会

講師の小原統括国税調査官

第１部研修　　講　師：呉税務署　法人課税第一部門
　　　　　　　　　　　統括国税調査官　小原　太一郎　様
　　　　　　　テーマ：「インボイス制度と
    電子帳簿保存法改正について」
第２部講演　　講　師：呉市産業部　観光振興課
　　　　　　　　　　　課長　瀧川　雅子　様
　　　　　　　テーマ：「呉市の観光について」

三条、海岸、吉浦・天応支部合同研修会 
10月14日 　　出席者39名　　二川まちづくりセンター

挨拶をする山本支部長

第１部研修　　講　師：呉税務署　法人課税第一部門
　　　　　　　　　　　統括国税調査官　小原　太一郎　様
　　　　　　　テーマ：「インボイス制度と
    電子帳簿保存法について」
第２部講演　　講　師：LUNA SEA真矢様
    ×元モーニング娘。石黒彩様
　　　　　　　テーマ：「全ての行いはドラムに帰ってくる」
　　　　　　　　　　　～音楽・企業経営・夫婦のカンケイ～

音戸、倉橋支部合同研修会 
10月19日 　　出席者40名　　おんど観光文化会館

講師の勝目純也氏

講　師：海軍・海上自衛隊史研究家
　　　　勝目　純也　氏
テーマ：「日本海軍、海上自衛隊にみる統率力の研究」

呉地区７支部合同研修会
10月26日 　　出席者48名　　クレイトンベイホテル
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Kure 部会だより

　　（1）第７回理事会 
 10月24日 　　出席者20名　　呉森沢ホテル

１　親善ボウリング大会の件
２　青年部会・女性部会合同税務研修会の件
３　女性部会３０周年記念講演会・懇親会の件
４　10/19青連協理事会
　　　　　及び広島青年の集い実行委員会の報告
５　福利厚生制度について

１　青年部会

青年
部会 第７回理事会

２　支部研修会（つづき）

講師の小原統括国税調査官

第１部研修　　講　師：呉税務署　法人課税第一部門
　　　　　　　　　　　統括国税調査官　小原　太一郎　様
　　　　　　　テーマ：「インボイス制度と
    電子帳簿保存法について」
第２部講演　　講　師：呉市環境部　環境施設課
　　　　　　　　　　　主任　上中　誠　　様
　　　　　　　　　　　主事　土屋　結菜　様
　　　　　　　テーマ：「今、知って欲しい！
    ごみを出す時・出した後」
　　　　　　　　　　　  ～地球にやさしく～

昭和南、昭和北・郷原支部合同研修会
12月7日 　　出席者28名　　昭和まちづくりセンター

川尻支部研修会のようす

講　師：中国税理士会　呉支部
　　　　支部長　親谷　順子　様
テーマ：「インボイス制度について」

川尻支部研修会
1月28日 　　出席者26名　　呉広域商工会川尻支所
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青年
部会 第８回理事会

青年
部会 全国青年の集い「沖縄大会」

青年
部会 全国青年の集い「沖縄大会」

青年
部会 税務諸団体親善ボウリング大会

青年
部会 第9回理事会及び忘年会

　（2）第８回理事会
 11月21日 　　出席者23名　　クレイトンベイホテル

１　親善ボウリング大会の件
２　広島青年の集い実行委員会の件
３　新春特別講演会・新年互礼会の件
４　福利厚生制度について

　（3）全国青年の集い「沖縄大会」
 11月25日 　　出席者2名　　沖縄アリーナ　他

１　租税教育活動プレゼンテーション
２　部会長サミット
３　会員交流分科会
４　記念講演
　　　講　師　　千葉大学医学部附属病院　特任教授
　　　　　　　　　　　吉村　健佑　氏
　　　演　題　　「財政健全化につなげる！
   　健康経営の実装と実践」

　（5）第９回理事会及び忘年会
 12月15日 　　居酒屋　利根本店

理事会（１９名）
１　広島県青年の集いの件
　　①　健康経営プロジェクトを含む
　　　　　　　　　　プレゼン資料の作成
　　②　「ご当地産品」の提供
２　親善ボウリング大会の報告

忘年会（２２名）

　（4）税務諸団体親善ボウリング大会
 11月29日

１　ボウリング大会（呉マリンボウル）
 　　参加者　３９名
（税務署１３名、税理士会９名、青年部会１７名）
２　懇親会　　　　（バル五十六）
 　　参加者　２７名
　　（税務署３名、税理士会９名、青年部会１５名）

１　青年部会（つづき）
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青年
部会 第１０回理事会

（6）１０回理事会
 1月24日 　　出席者14名　　呉阪急ホテル

１　広島県青年の集い活動報告発表の件
２　広島青年の集い実行委員会の件
３　福利厚生制度について

（2）女性部会創立30周年記念特別講演会・懇親会
 11月9日 　　出席者110名　　クレイトンベイホテル

１　特別講演会
　　　講師　女性南極調理隊員　渡貫　淳子　様
２　懇親会
　　　弦楽四重奏演奏　

（3）正副部会
 1月30日 　　出席者4名　　事務局

１　1/27女性フォーラム実行委員会の報告
２　2/9女性・青年合同経営研修会について
３　その他

１　青年部会（つづき）

女性
部会 税に関する絵はがきコンクール

（作品貼付作業）

女性
部会 税に関する絵はがきコンクール

（ゆめタウン呉展示）

女性
部会 女性部会創立30周年記念特別講演会

女性
部会 女性部会創立30周年記念懇親会

（1）税に関する絵はがきコンクール

10月25日　　　作品貼付け作業
  （広まちづくりセンター）
10月26～30日　作品展（広まちづくりセンター）
11月  5～16日　作品展
  （特別賞・優秀書のみ ゆめタウン呉）
11月25～29日　作品展（呉市役所）
11月26日　　　表彰式（新日本造機ホール）
　特別賞8点、優秀賞45点、入選96点

２　女性部会

広島県法連女性部会連絡協議会
税に関する絵はがきコンクール

1月19～24日　作品展　呉法人会より20点出品
　　　特別賞（祖推協代表幹事賞）1点、
 銀賞2点、銅賞2点

＊詳しくは『トピックス』をご覧ください。

＊詳しくは『トピックス』をご覧ください。



ようこそ  公　益　社団法人 呉法人会へようこそ  公　益　社団法人 呉法人会へ（新入会員
のご紹介）WELC

OME

WELC
OME

法　人　名 代　表　者 住      　　所 業      　　種

香川　俊介
弘中　一恵
平賀　　亮
山野　聡子

藤原　進吾
槇原　久紀
中原　　進

山井　浩司
得田真生子
久保　和哉

本告　省二
黒田　裕樹
城戸　宏彰

呉市本通２丁目８－１６
呉市清水１－８－１９
呉市和庄登町１３－３
呉市八幡町１１－３－８０３号

呉市本通５丁目８－１６
呉市本通５丁目４－３－２０１
呉市本通６丁目４－６－１Ｆ

呉市中通３丁目５－７
呉市中通２－７－１２
呉市中通3－2－15 Ｆビル2－AB

呉市西谷町２４－１２
呉市郷町６－３１
呉市畝原町８－２１

医療・介護
飲食業
無床診療所
鉄工・製缶業

建築金物販売
保険代理業
建設業

美容院
土木工事業
飲食業

土木建築工事業
歯科医院
卸売業

本通第1
（医）宗和会
マミーズキッチン㈱
（医）よつば
㈲堀工業
本通第2
㈱藤原金物
㈱ユーダブル保険事務所
㈱シン建設
中　通
㈱ブルーグロー・サロン
真成工業㈱
ZioN
東中央
㈲エムエス興業
（医社） くろだ歯科クリニック
㈱テンセイ

天田　　章
名越　　進
脇坂　幸司

向　　敏邦

森川　勝利

西村　淳子
松本　　仁
渡邉　康司
下中慎太郎

沖野　芳恵
渡邉　　聡

前田　充彦
岸槌健太郎
谷原　　繁
宮本　雄二

空本　　税

山田　毅美
小川　宏一
平松　　秀
市川　　進
三浦　　真

水野　清文
富田久美子
上田　裕之
滝口　竜太
工　　義和
国安　友喜
裏﨑　洋章

平岡　健治
正法地　修
保田　依里
栄谷　　太
石岡　幹朗
佐々木敏浩

呉市中央３－５－６－６０１
呉市中央３－３－１コープ

オオヤ２０２号
呉市中央３－６－１３

呉市西中央３－７－４０

呉市焼山西3丁目4－17－204号

呉市押込４丁目28番22号
呉市焼山宮ケ迫１－４－２１
呉市郷原野路の里１－34－18
東広島市鏡山３－１３－６０

呉市三条１－１１－１
呉市三条2丁目１５－２０－２０１

呉市海岸４－１２－８
呉市海岸２－１６－１２
呉市海岸１丁目９番１９号
呉市瀬戸見町７－９

呉市仁方桟橋通１４９３－１９６

呉市広白石１－１－６
呉市広白石４－１０－１５
呉市広中町１１－１７－３０２
呉市広白岳５－５－２９
呉市広小坪１－１６－２５

呉市広徳丸町１－５４セントラ
ルビル １F

呉市広中新開３丁目１６－４４
呉市広塩焼２－４－３
呉市広塩焼１－１４－１０
呉市広本町１丁目１３－３
呉市広本町1-8-18 ㈱中山設備工事内
呉市広塩焼1-11-22 ハイムE＆E203

呉市広多賀谷１－１－３0－１１０８
呉市広古新開８－３２－７
呉市広古新開７－４６－３４
呉市広多賀谷３－２－１
呉市広文化町12－5－1F
呉市広横路２－２９－３

サービス業
ソフトウエア開発
司法書士

商社

福祉事業

小売業
コンサルティング業
飲食店
製造業

製造業
WEBサイト制作

主に船舶造修業
内科診療所
船舶貸渡業
組立（治具）

卸売業

税理士業務
自動車販売、修理
管工事業
鉄鋼業
経営コンサルティング・マーケティング業

空調整備
不動産業
教材販売
設備業
不動産賃貸業
不動産売買
塗料販売業

建設業
建設業
不動産賃貸業
製造業
建設業
不動産賃貸業

中　央
㈱進栄コンサルタント
㈱キャムソフト
脇坂司法書士事務所
西中央
MASUYAトレーディング㈱
昭和南
（合）MAHALO
昭和北・郷原
呉模型・青葉㈱
松本経営企画（合）
鶏笑　東広島店
ANALYZER㈱
三　条
㈱ＵＰＬＡＵＳＥ
㈱COMPASS
海　岸
㈱Ｔ.Ｍ.Ｒ.アソシエーション
（医）TakuYu会  岸槌医院
谷原商海㈱
宮本機工
仁　方
㈲明徳産業
広　東
税理士法人  山田会計
アクティブオート
㈱シュウエイ
㈱イチカワターニング
㈱マイコンシェルジュ
広中央
㈲セントラル空調
㈲富田不動産管理事務所
㈲広島教友
㈱呉建材
㈱エステートタクミ
㈱ PLAN
㈱つばき総業
広　西
㈱平岡工業
㈱正法地工務店
ボーダーワールド㈱
（合）太栄
㈱シャインズ
（合）ストーンズ

坂井　俊也

吉田　隆之
池田　隆司
佐々木　宏

竹岡　健司
唐土　武士
院去　　裕

片本　雄三
椿　　　司

山﨑　正男
菅原　章治
實谷　　
渡邉　勝文
重森　　透

島原　　修

斉藤　紲男
中川　竜介

古谷　真吾
末原　敦仁
瀬戸　勝尋
川下　健太

橋本　裕司
野上　浩二

狭間　暢治
田村　信行
横手　伸穂

呉市広古新開3丁目２－１－２０７

呉市阿賀南１－８－３４
呉市阿賀北２－６－３１
呉市阿賀中央３－３－２６

呉市神原町７－１０
呉市宮原１丁目１１－７
呉市的場５－７－４１

呉市吉浦岩神町６－３
広島市南区松原町３－２－３５０８

呉市下蒲刈町下島３３９４番地
呉市下蒲刈町下島４４０番地の１
呉市下蒲刈町下島３２０６－７
呉市中央５－８－２２　KIビル１F
呉市下蒲刈町下島３２０６－２０

呉市音戸町高須１－４－１２

呉市倉橋町８８８番地
呉市倉橋町９４８４

呉市川尻町小仁方１－２－２１
呉市川尻町西５－６－１３
呉市川尻町上畑１０６８ー４
呉市川尻町西１－２１－１０

呉市安浦町大字三津口２１０２－３
呉市安浦町女子畑１３１０－１

呉市豊浜町豊島３９５２番地
呉市豊町久比２４３３－１
呉市豊町久比２４３１－３

機械・設計業

自動車整備
不動産仲介業、太陽光発電、賃貸経営
営業代行業

建設設備
船舶塗装・産業機器
便利屋

塗装業
不動産賃貸業

建設資材及び鉱材類の販売
プロパン販売
自動車一般整備業
海運業
内航船

建設業

協同組合
石材加工・販売

建築業
土木・コンクリート工事業
グループ会社の経営
板金・塗装

建設資材販売
機械塗装

小売業
自動車整備
建設業

㈱サカイエンジニアリング
阿　賀
㈲吉田板金
㈱一葉
（合）エスアイ
警固屋・宮原
㈲竹岡設備
兵庫総業㈱
院去　裕
吉浦・天応
㈱雄大
椿　司
蒲　刈
㈱FMS
菅原商店（合）
㈱Y.J
正昇海運㈲
ダイテン
音　戸
㈲MSサービス
倉　橋
倉橋西部漁業（協）
呉石材㈱
川　尻
㈲古谷工務店
㈱福仁工業
㈱瀬戸ホールディングス
K-Design
安　浦
㈱ブリッジ
㈱広葉
豊・豊浜
㈱狭間農園
万徳モータース
三恍建設㈱
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女性
部会 女性部会・青年部会合同税務研修会

　　女性部会・青年部会合同税務研修会
 11月16日 　　出席者32名　　クレイトンベイホテル

１　研修　講師　呉税務署長　佐藤　章寿　様
　　演題　「税務行政のﾃﾞｼﾞﾀﾙ・ﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ」
　　　　　　　～税務行政の将来像2.0～
2　懇親会

３　女性部会・青年部会合同

調査課
部会  実務者研修

　　調査課部会　実務者研修
 11月14日 　　出席者24名　　呉阪急ホテル

講　師　　広島国税局　調査査察部調査管理課
　　　　　　総括主査　中川　佳宏　様
テーマ　　「令和４年度税制改正について」
懇親会

４　調査課部会
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法　人　名 代　表　者 住      　　所 業      　　種

香川　俊介
弘中　一恵
平賀　　亮
山野　聡子

藤原　進吾
槇原　久紀
中原　　進

山井　浩司
得田真生子
久保　和哉

本告　省二
黒田　裕樹
城戸　宏彰

呉市本通２丁目８－１６
呉市清水１－８－１９
呉市和庄登町１３－３
呉市八幡町１１－３－８０３号

呉市本通５丁目８－１６
呉市本通５丁目４－３－２０１
呉市本通６丁目４－６－１Ｆ

呉市中通３丁目５－７
呉市中通２－７－１２
呉市中通3－2－15 Ｆビル2－AB

呉市西谷町２４－１２
呉市郷町６－３１
呉市畝原町８－２１

医療・介護
飲食業
無床診療所
鉄工・製缶業

建築金物販売
保険代理業
建設業

美容院
土木工事業
飲食業

土木建築工事業
歯科医院
卸売業

本通第1
（医）宗和会
マミーズキッチン㈱
（医）よつば
㈲堀工業
本通第2
㈱藤原金物
㈱ユーダブル保険事務所
㈱シン建設
中　通
㈱ブルーグロー・サロン
真成工業㈱
ZioN
東中央
㈲エムエス興業
（医社） くろだ歯科クリニック
㈱テンセイ

天田　　章
名越　　進
脇坂　幸司

向　　敏邦

森川　勝利

西村　淳子
松本　　仁
渡邉　康司
下中慎太郎

沖野　芳恵
渡邉　　聡

前田　充彦
岸槌健太郎
谷原　　繁
宮本　雄二

空本　　税

山田　毅美
小川　宏一
平松　　秀
市川　　進
三浦　　真

水野　清文
富田久美子
上田　裕之
滝口　竜太
工　　義和
国安　友喜
裏﨑　洋章

平岡　健治
正法地　修
保田　依里
栄谷　　太
石岡　幹朗
佐々木敏浩

呉市中央３－５－６－６０１
呉市中央３－３－１コープ

オオヤ２０２号
呉市中央３－６－１３

呉市西中央３－７－４０

呉市焼山西3丁目4－17－204号

呉市押込４丁目28番22号
呉市焼山宮ケ迫１－４－２１
呉市郷原野路の里１－34－18
東広島市鏡山３－１３－６０

呉市三条１－１１－１
呉市三条2丁目１５－２０－２０１

呉市海岸４－１２－８
呉市海岸２－１６－１２
呉市海岸１丁目９番１９号
呉市瀬戸見町７－９

呉市仁方桟橋通１４９３－１９６

呉市広白石１－１－６
呉市広白石４－１０－１５
呉市広中町１１－１７－３０２
呉市広白岳５－５－２９
呉市広小坪１－１６－２５

呉市広徳丸町１－５４セントラ
ルビル １F

呉市広中新開３丁目１６－４４
呉市広塩焼２－４－３
呉市広塩焼１－１４－１０
呉市広本町１丁目１３－３
呉市広本町1-8-18 ㈱中山設備工事内
呉市広塩焼1-11-22 ハイムE＆E203

呉市広多賀谷１－１－３0－１１０８
呉市広古新開８－３２－７
呉市広古新開７－４６－３４
呉市広多賀谷３－２－１
呉市広文化町12－5－1F
呉市広横路２－２９－３

サービス業
ソフトウエア開発
司法書士

商社

福祉事業

小売業
コンサルティング業
飲食店
製造業

製造業
WEBサイト制作

主に船舶造修業
内科診療所
船舶貸渡業
組立（治具）

卸売業

税理士業務
自動車販売、修理
管工事業
鉄鋼業
経営コンサルティング・マーケティング業

空調整備
不動産業
教材販売
設備業
不動産賃貸業
不動産売買
塗料販売業

建設業
建設業
不動産賃貸業
製造業
建設業
不動産賃貸業

中　央
㈱進栄コンサルタント
㈱キャムソフト
脇坂司法書士事務所
西中央
MASUYAトレーディング㈱
昭和南
（合）MAHALO
昭和北・郷原
呉模型・青葉㈱
松本経営企画（合）
鶏笑　東広島店
ANALYZER㈱
三　条
㈱ＵＰＬＡＵＳＥ
㈱COMPASS
海　岸
㈱Ｔ.Ｍ.Ｒ.アソシエーション
（医）TakuYu会  岸槌医院
谷原商海㈱
宮本機工
仁　方
㈲明徳産業
広　東
税理士法人  山田会計
アクティブオート
㈱シュウエイ
㈱イチカワターニング
㈱マイコンシェルジュ
広中央
㈲セントラル空調
㈲富田不動産管理事務所
㈲広島教友
㈱呉建材
㈱エステートタクミ
㈱ PLAN
㈱つばき総業
広　西
㈱平岡工業
㈱正法地工務店
ボーダーワールド㈱
（合）太栄
㈱シャインズ
（合）ストーンズ

坂井　俊也

吉田　隆之
池田　隆司
佐々木　宏

竹岡　健司
唐土　武士
院去　　裕

片本　雄三
椿　　　司

山﨑　正男
菅原　章治
實谷　　
渡邉　勝文
重森　　透

島原　　修

斉藤　紲男
中川　竜介

古谷　真吾
末原　敦仁
瀬戸　勝尋
川下　健太

橋本　裕司
野上　浩二

狭間　暢治
田村　信行
横手　伸穂

呉市広古新開3丁目２－１－２０７

呉市阿賀南１－８－３４
呉市阿賀北２－６－３１
呉市阿賀中央３－３－２６

呉市神原町７－１０
呉市宮原１丁目１１－７
呉市的場５－７－４１

呉市吉浦岩神町６－３
広島市南区松原町３－２－３５０８

呉市下蒲刈町下島３３９４番地
呉市下蒲刈町下島４４０番地の１
呉市下蒲刈町下島３２０６－７
呉市中央５－８－２２　KIビル１F
呉市下蒲刈町下島３２０６－２０

呉市音戸町高須１－４－１２

呉市倉橋町８８８番地
呉市倉橋町９４８４

呉市川尻町小仁方１－２－２１
呉市川尻町西５－６－１３
呉市川尻町上畑１０６８ー４
呉市川尻町西１－２１－１０

呉市安浦町大字三津口２１０２－３
呉市安浦町女子畑１３１０－１

呉市豊浜町豊島３９５２番地
呉市豊町久比２４３３－１
呉市豊町久比２４３１－３

機械・設計業

自動車整備
不動産仲介業、太陽光発電、賃貸経営
営業代行業

建設設備
船舶塗装・産業機器
便利屋

塗装業
不動産賃貸業

建設資材及び鉱材類の販売
プロパン販売
自動車一般整備業
海運業
内航船

建設業

協同組合
石材加工・販売

建築業
土木・コンクリート工事業
グループ会社の経営
板金・塗装

建設資材販売
機械塗装

小売業
自動車整備
建設業

㈱サカイエンジニアリング
阿　賀
㈲吉田板金
㈱一葉
（合）エスアイ
警固屋・宮原
㈲竹岡設備
兵庫総業㈱
院去　裕
吉浦・天応
㈱雄大
椿　司
蒲　刈
㈱FMS
菅原商店（合）
㈱Y.J
正昇海運㈲
ダイテン
音　戸
㈲MSサービス
倉　橋
倉橋西部漁業（協）
呉石材㈱
川　尻
㈲古谷工務店
㈱福仁工業
㈱瀬戸ホールディングス
K-Design
安　浦
㈱ブリッジ
㈱広葉
豊・豊浜
㈱狭間農園
万徳モータース
三恍建設㈱

法　人　名 代　表　者 住      　　所 業      　　種

香川　俊介
弘中　一恵
平賀　　亮
山野　聡子

藤原　進吾
槇原　久紀
中原　　進

山井　浩司
得田真生子
久保　和哉

本告　省二
黒田　裕樹
城戸　宏彰

呉市本通２丁目８－１６
呉市清水１－８－１９
呉市和庄登町１３－３
呉市八幡町１１－３－８０３号

呉市本通５丁目８－１６
呉市本通５丁目４－３－２０１
呉市本通６丁目４－６－１Ｆ

呉市中通３丁目５－７
呉市中通２－７－１２
呉市中通3－2－15 Ｆビル2－AB

呉市西谷町２４－１２
呉市郷町６－３１
呉市畝原町８－２１

医療・介護
飲食業
無床診療所
鉄工・製缶業

建築金物販売
保険代理業
建設業

美容院
土木工事業
飲食業

土木建築工事業
歯科医院
卸売業

本通第1
（医）宗和会
マミーズキッチン㈱
（医）よつば
㈲堀工業
本通第2
㈱藤原金物
㈱ユーダブル保険事務所
㈱シン建設
中　通
㈱ブルーグロー・サロン
真成工業㈱
ZioN
東中央
㈲エムエス興業
（医社） くろだ歯科クリニック
㈱テンセイ

天田　　章
名越　　進
脇坂　幸司

向　　敏邦

森川　勝利

西村　淳子
松本　　仁
渡邉　康司
下中慎太郎

沖野　芳恵
渡邉　　聡

前田　充彦
岸槌健太郎
谷原　　繁
宮本　雄二

空本　　税

山田　毅美
小川　宏一
平松　　秀
市川　　進
三浦　　真

水野　清文
富田久美子
上田　裕之
滝口　竜太
工　　義和
国安　友喜
裏﨑　洋章

平岡　健治
正法地　修
保田　依里
栄谷　　太
石岡　幹朗
佐々木敏浩

呉市中央３－５－６－６０１
呉市中央３－３－１コープ

オオヤ２０２号
呉市中央３－６－１３

呉市西中央３－７－４０

呉市焼山西3丁目4－17－204号

呉市押込４丁目28番22号
呉市焼山宮ケ迫１－４－２１
呉市郷原野路の里１－34－18
東広島市鏡山３－１３－６０

呉市三条１－１１－１
呉市三条2丁目１５－２０－２０１

呉市海岸４－１２－８
呉市海岸２－１６－１２
呉市海岸１丁目９番１９号
呉市瀬戸見町７－９

呉市仁方桟橋通１４９３－１９６

呉市広白石１－１－６
呉市広白石４－１０－１５
呉市広中町１１－１７－３０２
呉市広白岳５－５－２９
呉市広小坪１－１６－２５

呉市広徳丸町１－５４セントラ
ルビル １F

呉市広中新開３丁目１６－４４
呉市広塩焼２－４－３
呉市広塩焼１－１４－１０
呉市広本町１丁目１３－３
呉市広本町1-8-18 ㈱中山設備工事内
呉市広塩焼1-11-22 ハイムE＆E203

呉市広多賀谷１－１－３0－１１０８
呉市広古新開８－３２－７
呉市広古新開７－４６－３４
呉市広多賀谷３－２－１
呉市広文化町12－5－1F
呉市広横路２－２９－３

サービス業
ソフトウエア開発
司法書士

商社

福祉事業

小売業
コンサルティング業
飲食店
製造業

製造業
WEBサイト制作

主に船舶造修業
内科診療所
船舶貸渡業
組立（治具）

卸売業

税理士業務
自動車販売、修理
管工事業
鉄鋼業
経営コンサルティング・マーケティング業

空調整備
不動産業
教材販売
設備業
不動産賃貸業
不動産売買
塗料販売業

建設業
建設業
不動産賃貸業
製造業
建設業
不動産賃貸業

中　央
㈱進栄コンサルタント
㈱キャムソフト
脇坂司法書士事務所
西中央
MASUYAトレーディング㈱
昭和南
（合）MAHALO
昭和北・郷原
呉模型・青葉㈱
松本経営企画（合）
鶏笑　東広島店
ANALYZER㈱
三　条
㈱ＵＰＬＡＵＳＥ
㈱COMPASS
海　岸
㈱Ｔ.Ｍ.Ｒ.アソシエーション
（医）TakuYu会  岸槌医院
谷原商海㈱
宮本機工
仁　方
㈲明徳産業
広　東
税理士法人  山田会計
アクティブオート
㈱シュウエイ
㈱イチカワターニング
㈱マイコンシェルジュ
広中央
㈲セントラル空調
㈲富田不動産管理事務所
㈲広島教友
㈱呉建材
㈱エステートタクミ
㈱ PLAN
㈱つばき総業
広　西
㈱平岡工業
㈱正法地工務店
ボーダーワールド㈱
（合）太栄
㈱シャインズ
（合）ストーンズ

坂井　俊也

吉田　隆之
池田　隆司
佐々木　宏

竹岡　健司
唐土　武士
院去　　裕

片本　雄三
椿　　　司

山﨑　正男
菅原　章治
實谷　　
渡邉　勝文
重森　　透

島原　　修

斉藤　紲男
中川　竜介

古谷　真吾
末原　敦仁
瀬戸　勝尋
川下　健太

橋本　裕司
野上　浩二

狭間　暢治
田村　信行
横手　伸穂

呉市広古新開3丁目２－１－２０７

呉市阿賀南１－８－３４
呉市阿賀北２－６－３１
呉市阿賀中央３－３－２６

呉市神原町７－１０
呉市宮原１丁目１１－７
呉市的場５－７－４１

呉市吉浦岩神町６－３
広島市南区松原町３－２－３５０８

呉市下蒲刈町下島３３９４番地
呉市下蒲刈町下島４４０番地の１
呉市下蒲刈町下島３２０６－７
呉市中央５－８－２２　KIビル１F
呉市下蒲刈町下島３２０６－２０

呉市音戸町高須１－４－１２

呉市倉橋町８８８番地
呉市倉橋町９４８４

呉市川尻町小仁方１－２－２１
呉市川尻町西５－６－１３
呉市川尻町上畑１０６８ー４
呉市川尻町西１－２１－１０

呉市安浦町大字三津口２１０２－３
呉市安浦町女子畑１３１０－１

呉市豊浜町豊島３９５２番地
呉市豊町久比２４３３－１
呉市豊町久比２４３１－３

機械・設計業

自動車整備
不動産仲介業、太陽光発電、賃貸経営
営業代行業

建設設備
船舶塗装・産業機器
便利屋

塗装業
不動産賃貸業

建設資材及び鉱材類の販売
プロパン販売
自動車一般整備業
海運業
内航船

建設業

協同組合
石材加工・販売

建築業
土木・コンクリート工事業
グループ会社の経営
板金・塗装

建設資材販売
機械塗装

小売業
自動車整備
建設業

㈱サカイエンジニアリング
阿　賀
㈲吉田板金
㈱一葉
（合）エスアイ
警固屋・宮原
㈲竹岡設備
兵庫総業㈱
院去　裕
吉浦・天応
㈱雄大
椿　司
蒲　刈
㈱FMS
菅原商店（合）
㈱Y.J
正昇海運㈲
ダイテン
音　戸
㈲MSサービス
倉　橋
倉橋西部漁業（協）
呉石材㈱
川　尻
㈲古谷工務店
㈱福仁工業
㈱瀬戸ホールディングス
K-Design
安　浦
㈱ブリッジ
㈱広葉
豊・豊浜
㈱狭間農園
万徳モータース
三恍建設㈱
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法　人　名 代　表　者 住      　　所 業      　　種

香川　俊介
弘中　一恵
平賀　　亮
山野　聡子

藤原　進吾
槇原　久紀
中原　　進

山井　浩司
得田真生子
久保　和哉

本告　省二
黒田　裕樹
城戸　宏彰

呉市本通２丁目８－１６
呉市清水１－８－１９
呉市和庄登町１３－３
呉市八幡町１１－３－８０３号

呉市本通５丁目８－１６
呉市本通５丁目４－３－２０１
呉市本通６丁目４－６－１Ｆ

呉市中通３丁目５－７
呉市中通２－７－１２
呉市中通3－2－15 Ｆビル2－AB

呉市西谷町２４－１２
呉市郷町６－３１
呉市畝原町８－２１

医療・介護
飲食業
無床診療所
鉄工・製缶業

建築金物販売
保険代理業
建設業

美容院
土木工事業
飲食業

土木建築工事業
歯科医院
卸売業

本通第1
（医）宗和会
マミーズキッチン㈱
（医）よつば
㈲堀工業
本通第2
㈱藤原金物
㈱ユーダブル保険事務所
㈱シン建設
中　通
㈱ブルーグロー・サロン
真成工業㈱
ZioN
東中央
㈲エムエス興業
（医社） くろだ歯科クリニック
㈱テンセイ

天田　　章
名越　　進
脇坂　幸司

向　　敏邦

森川　勝利

西村　淳子
松本　　仁
渡邉　康司
下中慎太郎

沖野　芳恵
渡邉　　聡

前田　充彦
岸槌健太郎
谷原　　繁
宮本　雄二

空本　　税

山田　毅美
小川　宏一
平松　　秀
市川　　進
三浦　　真

水野　清文
富田久美子
上田　裕之
滝口　竜太
工　　義和
国安　友喜
裏﨑　洋章

平岡　健治
正法地　修
保田　依里
栄谷　　太
石岡　幹朗
佐々木敏浩

呉市中央３－５－６－６０１
呉市中央３－３－１コープ

オオヤ２０２号
呉市中央３－６－１３

呉市西中央３－７－４０

呉市焼山西3丁目4－17－204号

呉市押込４丁目28番22号
呉市焼山宮ケ迫１－４－２１
呉市郷原野路の里１－34－18
東広島市鏡山３－１３－６０

呉市三条１－１１－１
呉市三条2丁目１５－２０－２０１

呉市海岸４－１２－８
呉市海岸２－１６－１２
呉市海岸１丁目９番１９号
呉市瀬戸見町７－９

呉市仁方桟橋通１４９３－１９６

呉市広白石１－１－６
呉市広白石４－１０－１５
呉市広中町１１－１７－３０２
呉市広白岳５－５－２９
呉市広小坪１－１６－２５

呉市広徳丸町１－５４セントラ
ルビル １F

呉市広中新開３丁目１６－４４
呉市広塩焼２－４－３
呉市広塩焼１－１４－１０
呉市広本町１丁目１３－３
呉市広本町1-8-18 ㈱中山設備工事内
呉市広塩焼1-11-22 ハイムE＆E203

呉市広多賀谷１－１－３0－１１０８
呉市広古新開８－３２－７
呉市広古新開７－４６－３４
呉市広多賀谷３－２－１
呉市広文化町12－5－1F
呉市広横路２－２９－３

サービス業
ソフトウエア開発
司法書士

商社

福祉事業

小売業
コンサルティング業
飲食店
製造業

製造業
WEBサイト制作

主に船舶造修業
内科診療所
船舶貸渡業
組立（治具）

卸売業

税理士業務
自動車販売、修理
管工事業
鉄鋼業
経営コンサルティング・マーケティング業

空調整備
不動産業
教材販売
設備業
不動産賃貸業
不動産売買
塗料販売業

建設業
建設業
不動産賃貸業
製造業
建設業
不動産賃貸業

中　央
㈱進栄コンサルタント
㈱キャムソフト
脇坂司法書士事務所
西中央
MASUYAトレーディング㈱
昭和南
（合）MAHALO
昭和北・郷原
呉模型・青葉㈱
松本経営企画（合）
鶏笑　東広島店
ANALYZER㈱
三　条
㈱ＵＰＬＡＵＳＥ
㈱COMPASS
海　岸
㈱Ｔ.Ｍ.Ｒ.アソシエーション
（医）TakuYu会  岸槌医院
谷原商海㈱
宮本機工
仁　方
㈲明徳産業
広　東
税理士法人  山田会計
アクティブオート
㈱シュウエイ
㈱イチカワターニング
㈱マイコンシェルジュ
広中央
㈲セントラル空調
㈲富田不動産管理事務所
㈲広島教友
㈱呉建材
㈱エステートタクミ
㈱ PLAN
㈱つばき総業
広　西
㈱平岡工業
㈱正法地工務店
ボーダーワールド㈱
（合）太栄
㈱シャインズ
（合）ストーンズ

坂井　俊也

吉田　隆之
池田　隆司
佐々木　宏

竹岡　健司
唐土　武士
院去　　裕

片本　雄三
椿　　　司

山﨑　正男
菅原　章治
實谷　　
渡邉　勝文
重森　　透

島原　　修

斉藤　紲男
中川　竜介

古谷　真吾
末原　敦仁
瀬戸　勝尋
川下　健太

橋本　裕司
野上　浩二

狭間　暢治
田村　信行
横手　伸穂

呉市広古新開3丁目２－１－２０７

呉市阿賀南１－８－３４
呉市阿賀北２－６－３１
呉市阿賀中央３－３－２６

呉市神原町７－１０
呉市宮原１丁目１１－７
呉市的場５－７－４１

呉市吉浦岩神町６－３
広島市南区松原町３－２－３５０８

呉市下蒲刈町下島３３９４番地
呉市下蒲刈町下島４４０番地の１
呉市下蒲刈町下島３２０６－７
呉市中央５－８－２２　KIビル１F
呉市下蒲刈町下島３２０６－２０

呉市音戸町高須１－４－１２

呉市倉橋町８８８番地
呉市倉橋町９４８４

呉市川尻町小仁方１－２－２１
呉市川尻町西５－６－１３
呉市川尻町上畑１０６８ー４
呉市川尻町西１－２１－１０

呉市安浦町大字三津口２１０２－３
呉市安浦町女子畑１３１０－１

呉市豊浜町豊島３９５２番地
呉市豊町久比２４３３－１
呉市豊町久比２４３１－３

機械・設計業

自動車整備
不動産仲介業、太陽光発電、賃貸経営
営業代行業

建設設備
船舶塗装・産業機器
便利屋

塗装業
不動産賃貸業

建設資材及び鉱材類の販売
プロパン販売
自動車一般整備業
海運業
内航船

建設業

協同組合
石材加工・販売

建築業
土木・コンクリート工事業
グループ会社の経営
板金・塗装

建設資材販売
機械塗装

小売業
自動車整備
建設業

㈱サカイエンジニアリング
阿　賀
㈲吉田板金
㈱一葉
（合）エスアイ
警固屋・宮原
㈲竹岡設備
兵庫総業㈱
院去　裕
吉浦・天応
㈱雄大
椿　司
蒲　刈
㈱FMS
菅原商店（合）
㈱Y.J
正昇海運㈲
ダイテン
音　戸
㈲MSサービス
倉　橋
倉橋西部漁業（協）
呉石材㈱
川　尻
㈲古谷工務店
㈱福仁工業
㈱瀬戸ホールディングス
K-Design
安　浦
㈱ブリッジ
㈱広葉
豊・豊浜
㈱狭間農園
万徳モータース
三恍建設㈱

法　人　名 代　表　者 住      　　所 業      　　種

香川　俊介
弘中　一恵
平賀　　亮
山野　聡子

藤原　進吾
槇原　久紀
中原　　進

山井　浩司
得田真生子
久保　和哉

本告　省二
黒田　裕樹
城戸　宏彰

呉市本通２丁目８－１６
呉市清水１－８－１９
呉市和庄登町１３－３
呉市八幡町１１－３－８０３号

呉市本通５丁目８－１６
呉市本通５丁目４－３－２０１
呉市本通６丁目４－６－１Ｆ

呉市中通３丁目５－７
呉市中通２－７－１２
呉市中通3－2－15 Ｆビル2－AB

呉市西谷町２４－１２
呉市郷町６－３１
呉市畝原町８－２１

医療・介護
飲食業
無床診療所
鉄工・製缶業

建築金物販売
保険代理業
建設業

美容院
土木工事業
飲食業

土木建築工事業
歯科医院
卸売業

本通第1
（医）宗和会
マミーズキッチン㈱
（医）よつば
㈲堀工業
本通第2
㈱藤原金物
㈱ユーダブル保険事務所
㈱シン建設
中　通
㈱ブルーグロー・サロン
真成工業㈱
ZioN
東中央
㈲エムエス興業
（医社） くろだ歯科クリニック
㈱テンセイ

天田　　章
名越　　進
脇坂　幸司

向　　敏邦

森川　勝利

西村　淳子
松本　　仁
渡邉　康司
下中慎太郎

沖野　芳恵
渡邉　　聡

前田　充彦
岸槌健太郎
谷原　　繁
宮本　雄二

空本　　税

山田　毅美
小川　宏一
平松　　秀
市川　　進
三浦　　真

水野　清文
富田久美子
上田　裕之
滝口　竜太
工　　義和
国安　友喜
裏﨑　洋章

平岡　健治
正法地　修
保田　依里
栄谷　　太
石岡　幹朗
佐々木敏浩

呉市中央３－５－６－６０１
呉市中央３－３－１コープ

オオヤ２０２号
呉市中央３－６－１３

呉市西中央３－７－４０

呉市焼山西3丁目4－17－204号

呉市押込４丁目28番22号
呉市焼山宮ケ迫１－４－２１
呉市郷原野路の里１－34－18
東広島市鏡山３－１３－６０

呉市三条１－１１－１
呉市三条2丁目１５－２０－２０１

呉市海岸４－１２－８
呉市海岸２－１６－１２
呉市海岸１丁目９番１９号
呉市瀬戸見町７－９

呉市仁方桟橋通１４９３－１９６

呉市広白石１－１－６
呉市広白石４－１０－１５
呉市広中町１１－１７－３０２
呉市広白岳５－５－２９
呉市広小坪１－１６－２５

呉市広徳丸町１－５４セントラ
ルビル １F

呉市広中新開３丁目１６－４４
呉市広塩焼２－４－３
呉市広塩焼１－１４－１０
呉市広本町１丁目１３－３
呉市広本町1-8-18 ㈱中山設備工事内
呉市広塩焼1-11-22 ハイムE＆E203

呉市広多賀谷１－１－３0－１１０８
呉市広古新開８－３２－７
呉市広古新開７－４６－３４
呉市広多賀谷３－２－１
呉市広文化町12－5－1F
呉市広横路２－２９－３

サービス業
ソフトウエア開発
司法書士

商社

福祉事業

小売業
コンサルティング業
飲食店
製造業

製造業
WEBサイト制作

主に船舶造修業
内科診療所
船舶貸渡業
組立（治具）

卸売業

税理士業務
自動車販売、修理
管工事業
鉄鋼業
経営コンサルティング・マーケティング業

空調整備
不動産業
教材販売
設備業
不動産賃貸業
不動産売買
塗料販売業

建設業
建設業
不動産賃貸業
製造業
建設業
不動産賃貸業

中　央
㈱進栄コンサルタント
㈱キャムソフト
脇坂司法書士事務所
西中央
MASUYAトレーディング㈱
昭和南
（合）MAHALO
昭和北・郷原
呉模型・青葉㈱
松本経営企画（合）
鶏笑　東広島店
ANALYZER㈱
三　条
㈱ＵＰＬＡＵＳＥ
㈱COMPASS
海　岸
㈱Ｔ.Ｍ.Ｒ.アソシエーション
（医）TakuYu会  岸槌医院
谷原商海㈱
宮本機工
仁　方
㈲明徳産業
広　東
税理士法人  山田会計
アクティブオート
㈱シュウエイ
㈱イチカワターニング
㈱マイコンシェルジュ
広中央
㈲セントラル空調
㈲富田不動産管理事務所
㈲広島教友
㈱呉建材
㈱エステートタクミ
㈱ PLAN
㈱つばき総業
広　西
㈱平岡工業
㈱正法地工務店
ボーダーワールド㈱
（合）太栄
㈱シャインズ
（合）ストーンズ

坂井　俊也

吉田　隆之
池田　隆司
佐々木　宏

竹岡　健司
唐土　武士
院去　　裕

片本　雄三
椿　　　司

山﨑　正男
菅原　章治
實谷　　
渡邉　勝文
重森　　透

島原　　修

斉藤　紲男
中川　竜介

古谷　真吾
末原　敦仁
瀬戸　勝尋
川下　健太

橋本　裕司
野上　浩二

狭間　暢治
田村　信行
横手　伸穂

呉市広古新開3丁目２－１－２０７

呉市阿賀南１－８－３４
呉市阿賀北２－６－３１
呉市阿賀中央３－３－２６

呉市神原町７－１０
呉市宮原１丁目１１－７
呉市的場５－７－４１

呉市吉浦岩神町６－３
広島市南区松原町３－２－３５０８

呉市下蒲刈町下島３３９４番地
呉市下蒲刈町下島４４０番地の１
呉市下蒲刈町下島３２０６－７
呉市中央５－８－２２　KIビル１F
呉市下蒲刈町下島３２０６－２０

呉市音戸町高須１－４－１２

呉市倉橋町８８８番地
呉市倉橋町９４８４

呉市川尻町小仁方１－２－２１
呉市川尻町西５－６－１３
呉市川尻町上畑１０６８ー４
呉市川尻町西１－２１－１０

呉市安浦町大字三津口２１０２－３
呉市安浦町女子畑１３１０－１

呉市豊浜町豊島３９５２番地
呉市豊町久比２４３３－１
呉市豊町久比２４３１－３

機械・設計業

自動車整備
不動産仲介業、太陽光発電、賃貸経営
営業代行業

建設設備
船舶塗装・産業機器
便利屋

塗装業
不動産賃貸業

建設資材及び鉱材類の販売
プロパン販売
自動車一般整備業
海運業
内航船

建設業

協同組合
石材加工・販売

建築業
土木・コンクリート工事業
グループ会社の経営
板金・塗装

建設資材販売
機械塗装

小売業
自動車整備
建設業

㈱サカイエンジニアリング
阿　賀
㈲吉田板金
㈱一葉
（合）エスアイ
警固屋・宮原
㈲竹岡設備
兵庫総業㈱
院去　裕
吉浦・天応
㈱雄大
椿　司
蒲　刈
㈱FMS
菅原商店（合）
㈱Y.J
正昇海運㈲
ダイテン
音　戸
㈲MSサービス
倉　橋
倉橋西部漁業（協）
呉石材㈱
川　尻
㈲古谷工務店
㈱福仁工業
㈱瀬戸ホールディングス
K-Design
安　浦
㈱ブリッジ
㈱広葉
豊・豊浜
㈱狭間農園
万徳モータース
三恍建設㈱



　Ⅰ．税・財政改革のあり方

●コロナ禍が最悪期を脱しウイルスとの共生段
階に入ったとされる今、まずはこのコロナ対
策財源の借金返済をどう進めるかが最大の課
題である。

●すでに米国、イギリス、ドイツなどではコロ
ナ禍の真只中にあった時期から、増税などを
含めた大枠の返済計画を示し実行に移し始め
た。我が国においても、少なくとも国債で賄っ
たコロナ対策費の負担について、将来世代に
先送りせず現世代で解決するよう返済計画を
策定することが急務である。

　１．財政健全化に向けて　　　　　　　
●これまでも財政を左右すると指摘されてきた
団塊の世代が、ついに本年度から後期高齢者
に入り始めた。本来なら、それまでに少なく
ともＰＢ黒字化を達成しておかねばならな
かった。財政健全化が国家的課題であること
を政治家も国民も再確認し不退転の決意で臨
む必要がある。

（１）コロナ禍は最悪期を脱し社会経済活動は
平時に戻りつつあるが、その影響がなくなっ
たわけではない。このため、相応の需要喚起
を行うことも必要ではあるが、それがバラマ
キ政策とならないよう十分配慮すべきであ
る。

（２）財政健全化は国家的課題であり、コロナ
禍収束後には本格的な歳出・歳入の一体的改
革に入れるよう準備を進めることが重要であ
る。歳入では安易に税の自然増収を前提とす
ることなく、また歳出については聖域を設け

ずに分野別の具体的な削減・抑制の方策と工
程表を明示し、着実に改革を実行するよう求
める。

（３）国債の信認が揺らいだ場合、長期金利の
急上昇など金融資本市場に多大な影響を与
え、成長を阻害することが考えられる。すで
に日銀は政府による過剰な依存が主因とはい
え、国債保有が異常に高い水準に達している
ほか、株式市場でも市場機能を歪めかねない
存在となっている。いずれ金融政策は正常化
させねばならず、その際には政府と日銀が健
全な関係を構築し、副作用を最小限に抑える
よう細心の政策運営が求められる。

　２．社会保障制度に対する基本的考え方
●社会保障給付費は公費と保険料で構成されて
おり、財政のあり方と密接不可分の関係にあ
る。現状の「中福祉・低負担」という不均衡
を「中福祉・中負担」という正常な姿に改革
するには、適正な負担を確保するとともに、
給付を「重点化・効率化」により可能な限り
抑制するしか方法はない。

●社会保障のあり方では「自助」「公助」「共助」
の役割と範囲を改めて見直すほか、公平性の
視点が重要である。医療保険の窓口負担や介
護保険の利用者負担などの本人負担について
は、高齢者においても負担能力に応じた公平
な負担を原則とする必要がある。

（１）年金については、「マクロ経済スライドの
厳格対応」、「支給開始年齢の引き上げ」、「高
所得高齢者の基礎年金国庫負担相当分の年金
給付削減」等、抜本的な施策を実施すべきで
ある。

（２）医療は産業政策的に成長分野と位置付け、
デジタル化対応など大胆な規制改革を行う必
要がある。給付の急増抑制や都市と地方、診
療科間の公平性を確保するために診療報酬（本
体）の配分等を見直すとともに、政府の新目
標であるジェネリックの普及率「全ての都道
府県で８０％以上」を達成する必要がある。

（３）介護保険については、制度の持続性を高
めるために真に介護が必要な者とそうでない
者とにメリハリをつけ、公平性の視点から給
付及び負担のあり方を見直すべきである。 

（４）生活保護については、給付水準のあり方
などを見直すとともに、不正受給の防止など
さらなる厳格な運用が不可欠である。

（５）少子化対策では、現金給付より保育所や
学童保育等を整備するなどの現物給付に重点
を置くべきである。その際、企業も積極的に
子育て支援に関与できるよう、企業主導型保
育事業のさらなる活用に向けて検討する。

　　また、子ども・子育て支援等の取り組みを
着実に推進するためには安定財源を確保する
必要がある。

（６）中小企業の厳しい経営実態を踏まえ、企
業への過度な保険料負担を抑え、経済成長を
阻害しないような社会保障制度の確立が求め
られる。

　　また、配偶者控除等の税の問題や年金等の
社会保障の問題は就労調整が行われる一つの
要因となっており、人手不足で悩む中小企業
にとって深刻な問題である。女性の就労を支
援するためにも、税と社会保障の問題を一括
して議論すべきである。

　３．行政改革の徹底　　　　　　　　　
●行政改革を徹底するに当たっては、地方を含
めた政府・議会が「まず隗より始めよ」の精
神に基づき自ら身を削ることが重要である。
以下の諸施策について、直ちに明確な期限と
数値目標を定めて改革を断行するよう強く求
める。

（１）国･地方における議員定数の大胆な削減､
歳費の抑制。　　　

（２）厳しい財政状況を踏まえ、国・地方公務
員の人員削減と、能力を重視した賃金体系に
よる人件費の抑制。

（３）特別会計と独立行政法人の無駄の削減。
（４）積極的な民間活力導入を行い成長につなげ
る。的な民間活力導入を行い成長につなげる。

 
　４．マイナンバー制度について　　　　
●マイナンバー制度は、すでに運用を開始して
いるが、未だ国民や事業者が正しく制度を理
解しているとは言い難い。それはマイナン
バーカードの低い普及率などに表れている。
コロナ禍の混乱が同カードを利用したデジタ
ル対応をできなかった結果によるという点を
踏まえ、政府は制度の意義の周知に努め、そ
の定着に向け本腰を入れて取り組んでいく必
要がある。

　５．今後の税制改革のあり方　　　　　

　Ⅱ．経済活性化と中小企業対策

●我が国の社会経済活動はようやくコロナとの共
生段階に入ったが、欧米のように本格化はし
ていない。このため、業種によっては依然と
して苦境から脱出できないでいる企業も多い。
政府にはモラルハザードが生じないよう十分
に注意しつつ実効性ある対応が求められる。

　１．中小企業の活性化に資する税制措置
●中小企業は地域経済の担い手であるだけでは
なく、我が国経済の礎である。コロナ禍の影
響が依然残っているだけでなく、エネルギー
や原材料価格の上昇などが重なり、経営環境
は一段と厳しさを増している。中には廃業に
追い込まれる例も珍しくない。そうした中で
求められるのは、健全な経営に取り組んでい
る企業が、持てる能力を十分に発揮できるよ
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うな税制の確立である。
（１）法人税率の軽減措置
　　中小法人に適用される軽減税率の特例
15％を本則化すべきである。また、昭和５６
年以来、８００万円以下に据え置かれている
軽減税率の適用所得金額を、少なくとも
１，６００万円程度に引き上げる。なお、本
制度は令和５年３月末日が適用期限となって
いることから、直ちに本則化することが困難
な場合は適用期限を延長する。

（２）中小企業の技術革新など
　　　　　経済活性化に資する措置
　　租税特別措置については、公平性・簡素化
の観点から、政策目的を達したものは廃止を
含めて整理合理化を行う必要はあるが、中小
企業の技術革新など経済活性化に資する措置
は、以下のとおり制度を拡充したうえで本則
化すべきである。  

 ①中小企業投資促進税制については、
　　　　対象設備を拡充したうえ、「中古設備」
　　　　を含める。なお、それが直ちに困難な
　　　　場合は、令和５年３月末日となってい
　　　　る適用期限を延長する。
 ②少額減価償却資産の取得価額の損金
　　　　算入の特例措置については、損金算入
　　　　額の上限（合計３００万円）を撤廃し
　　　　全額を損金算入とする。
（３）中小企業等の設備投資支援措置
　　中小企業経営強化税制（中小企業等経営強
化法）や、中小企業が取得する償却資産に係
る固定資産税の特例（先端設備等導入制度）
等を適用するに当たっては、手続きを簡素化
するとともに、事業年度末（賦課期日）が迫っ
た申請や認定について弾力的に対処する。

　　 なお、「中小企業経営強化税制」「固定資
産税の特例」「中小企業防災・減災投資促進
税制」「デジタルトランスフォーメーション
投資促進税制」は、令和５年３月末日が適用
期限となっていることから、適用期限を延長
する。

　2．事業承継税制の拡充　　　　　　　
●我が国企業の大半を占める中小企業は、地域
経済の活性化や雇用の確保などに大きく貢献
している。中小企業が相続税の負担等によっ
て事業が承継できなくなれば、経済社会の根
幹が揺らぐことになる。

（１）事業用資産を一般資産と切り離した
　　　　　　　本格的な事業承継税制の創設
　　我が国の納税猶予制度は、欧州主要国と比
較すると限定的な措置にとどまっており、欧
州並みの本格的な事業承継税制が必要である。
とくに、事業継続に資する相続については、
事業従事を条件として他の一般資産と切り離
し、非上場株式を含めて事業用資産への課税
を軽減あるいは免除する制度の創設が求めら
れる。

（２）相続税、贈与税の納税猶予制度の充実
 ①猶予制度ではなく免除制度に改める。
 ②新型コロナの影響などを考慮すると、
　　　　より一層、平成２９年以前の制度適用
　　　　者に対しても要件を緩和するなど配慮
　　　　すべきである。
 ③国は円滑な事業承継が図られるよう、
　　　　経営者に向けた制度周知に努める 必要
　　　　がある。
（３）取引相場のない株式の評価の見直し　　

３．消費税への対応　　　　　　　　　　
●消費税は社会保障の安定財源確保と財政健全
化に欠かせないが、軽減税率制度は事業者の
事務負担が大きいうえ、税制の簡素化、税務
執行コストおよび税収確保などの観点から問
題が多い。このため、かねてから税率１０％
程度までは単一税率が望ましく、低所得者対
策は「簡素な給付措置」の見直しで対応する
のが適当であることを指摘してきた。政府は、
国民や事業者への影響、低所得者対策の効果
等を検証し、問題があれば同制度の是非を含

めて見直しが必要である。
（１）令和５年１０月から導入される「インボ
イス制度」について、すでに「インボイス発
行事業者」の登録申請がはじまっているもの
の、事業者のインボイス制度に対する理解が
十分に深まっているとは言い難い。さらに、
新型コロナは小規模事業者等の事業継続に大
きな困難をもたらした。これら事業者が事務
負担増や取引から排除等の理由により休廃業
に追い込まれることのないよう、当面は現行
の「区分記載請求書等保存方式」の維持、ま
たは免税事業者からの仕入税額相当額の８割
を控除できる経過措置を当分の間維持するな
ど、弾力的に対応すべきである。　　

（２）インボイス制度を実施するのであれば、
国は事業者に混乱が生じないよう制度の周知
を徹底するとともに、事務負担が軽減するよ
うな環境整備が必要である。また、課税事業
者が免税事業者と取引を行うに際し、取引価
格の引下げや取引の停止などの不利益を与え
ないよう、実効性の高い対策をとるべきであ
る。

（３） 消費税の滞納防止は税率の引き上げに
伴ってより重要な課題となっている。消費税
の制度、執行面においてさらなる対策を講じ
る必要がある。

（４）インボイス制度や電子帳簿保存法の改正
による電子データ保存の義務化に対応するな
ど、事業者の事務負担、納税協力コストは年々
増加している。特に電子データ保存の義務化
については、全ての事業者が対象となってお
り影響は大きい。システム改修や従業員教育
など、事務負担が増大する中小企業に対して
特段の配慮が求められる。

　Ⅲ．地方のあり方

●今般のコロナ禍は国と地方の役割分担の曖昧
さだけでなく、自治体と診療所を含む医療機
関の間での意思疎通不足を表面化させ、これ

による混乱は現在も尾をひいている。医療制
度の抜本改革の必要性については前述した
が、現行制度下でも病院間の役割分担や広域
的な救急医療など自治体のリーダーシップで
解決できる問題は少なくない。要は行政と医
療機関のやる気なのである。

●地方自身がそれぞれの特色や強みをいかした
活性化戦略を構築し、地域の民間の知恵と工
夫により、新たな地場技術やビジネス手法を
開発していくことが不可欠である。その際に
最も重要なのは、地方が自立・自助の精神を
理念とし、自らの責任で必要な安定財源の確
保や行政改革を企画・立案し実行していくこ
とである。

（１）地方創生では、さらなる税制上の施策に
よる本社機能移転の促進、地元の特性に根差
した技術の活用、地元大学との連携などによ
る技術集積づくりや人材の育成等、実効性の
ある改革を大胆に行う必要がある。また、中
小企業の事業承継の問題は地方創生戦略との
関係からも重要と認識すべきである。

（２）広域行政による効率化や危機対応につい
て早急かつ具体的な検討を行うべきである。
基礎自治体（人口３０万人程度）の拡充を図
るため、さらなる市町村合併を推進し、合併
メリットを追求する必要がある。

（３）国に比べて身近で小規模な事業が多い地
方の行財政改革には、「事業仕分け」のよう
な民間のチェック機能を活かした手法が有効
であり、各自治体においても広く導入すべき
である。

（４）地方公務員給与は近年、国家公務員給与
と比べたラスパイレス指数（全国平均ベース）
が改善せずに高止まりしており、適正な水準
に是正する必要がある。そのためには国家公
務員に準拠するのではなく、地域の民間企業
の実態に準拠した給与体系に見直すことが重
要である。

（５）地方議会は大胆にスリム化するとともに、
より納税者の視点に立って行政に対する

《基本的な課題》

チェック機能を果たすべきである。また、高
すぎる議員報酬の一層の削減と政務活動費の
適正化を求める。行政委員会委員の報酬につ
いても日当制を広く導入するなど見直すべき
である。

　Ⅳ．震災復興等

●これまでの効果を十分に検証し、予算の執行
を効率化するとともに、原発事故への対応を
含めて引き続き適切な支援を行う必要があ
る。とりわけ被災地における企業の定着、雇
用確保を図ることが重要であり、実効性のあ
る措置を講じるよう求める。

●また近年、熊本をはじめとした強い地震や台
風などによる大規模な自然災害が相次いで発
生している。東日本大震災の対応などを踏ま
え、被災者の立場に立った適切な支援と実効

性のある措置を講じ、被災地の確実な復旧・
復興等に向けて取り組まなければならない。
その際、被災者支援の観点から、災害による
損失を雑損控除と切り離した、新たな控除制
度の創設について検討すべきである。

　Ⅴ．その他

　１．納税環境の整備　　　　　　　　　

　２．環境問題に対する税制上の対応　　
●欧米などの制度や議論の動向を見極めつつ、
既存のエネルギー関係税制との調整を図り、
幅広い観点から十分な検討が行われるべきで
ある。

　３．租税教育の充実　　　　　　　　　

　Ⅰ．税・財政改革のあり方

●コロナ禍が最悪期を脱しウイルスとの共生段
階に入ったとされる今、まずはこのコロナ対
策財源の借金返済をどう進めるかが最大の課
題である。

●すでに米国、イギリス、ドイツなどではコロ
ナ禍の真只中にあった時期から、増税などを
含めた大枠の返済計画を示し実行に移し始め
た。我が国においても、少なくとも国債で賄っ
たコロナ対策費の負担について、将来世代に
先送りせず現世代で解決するよう返済計画を
策定することが急務である。

　１．財政健全化に向けて　　　　　　　
●これまでも財政を左右すると指摘されてきた
団塊の世代が、ついに本年度から後期高齢者
に入り始めた。本来なら、それまでに少なく
ともＰＢ黒字化を達成しておかねばならな
かった。財政健全化が国家的課題であること
を政治家も国民も再確認し不退転の決意で臨
む必要がある。

（１）コロナ禍は最悪期を脱し社会経済活動は
平時に戻りつつあるが、その影響がなくなっ
たわけではない。このため、相応の需要喚起
を行うことも必要ではあるが、それがバラマ
キ政策とならないよう十分配慮すべきであ
る。

（２）財政健全化は国家的課題であり、コロナ
禍収束後には本格的な歳出・歳入の一体的改
革に入れるよう準備を進めることが重要であ
る。歳入では安易に税の自然増収を前提とす
ることなく、また歳出については聖域を設け

ずに分野別の具体的な削減・抑制の方策と工
程表を明示し、着実に改革を実行するよう求
める。

（３）国債の信認が揺らいだ場合、長期金利の
急上昇など金融資本市場に多大な影響を与
え、成長を阻害することが考えられる。すで
に日銀は政府による過剰な依存が主因とはい
え、国債保有が異常に高い水準に達している
ほか、株式市場でも市場機能を歪めかねない
存在となっている。いずれ金融政策は正常化
させねばならず、その際には政府と日銀が健
全な関係を構築し、副作用を最小限に抑える
よう細心の政策運営が求められる。

　２．社会保障制度に対する基本的考え方
●社会保障給付費は公費と保険料で構成されて
おり、財政のあり方と密接不可分の関係にあ
る。現状の「中福祉・低負担」という不均衡
を「中福祉・中負担」という正常な姿に改革
するには、適正な負担を確保するとともに、
給付を「重点化・効率化」により可能な限り
抑制するしか方法はない。

●社会保障のあり方では「自助」「公助」「共助」
の役割と範囲を改めて見直すほか、公平性の
視点が重要である。医療保険の窓口負担や介
護保険の利用者負担などの本人負担について
は、高齢者においても負担能力に応じた公平
な負担を原則とする必要がある。

（１）年金については、「マクロ経済スライドの
厳格対応」、「支給開始年齢の引き上げ」、「高
所得高齢者の基礎年金国庫負担相当分の年金
給付削減」等、抜本的な施策を実施すべきで
ある。

（２）医療は産業政策的に成長分野と位置付け、
デジタル化対応など大胆な規制改革を行う必
要がある。給付の急増抑制や都市と地方、診
療科間の公平性を確保するために診療報酬（本
体）の配分等を見直すとともに、政府の新目
標であるジェネリックの普及率「全ての都道
府県で８０％以上」を達成する必要がある。

（３）介護保険については、制度の持続性を高
めるために真に介護が必要な者とそうでない
者とにメリハリをつけ、公平性の視点から給
付及び負担のあり方を見直すべきである。 

（４）生活保護については、給付水準のあり方
などを見直すとともに、不正受給の防止など
さらなる厳格な運用が不可欠である。

（５）少子化対策では、現金給付より保育所や
学童保育等を整備するなどの現物給付に重点
を置くべきである。その際、企業も積極的に
子育て支援に関与できるよう、企業主導型保
育事業のさらなる活用に向けて検討する。

　　また、子ども・子育て支援等の取り組みを
着実に推進するためには安定財源を確保する
必要がある。

（６）中小企業の厳しい経営実態を踏まえ、企
業への過度な保険料負担を抑え、経済成長を
阻害しないような社会保障制度の確立が求め
られる。

　　また、配偶者控除等の税の問題や年金等の
社会保障の問題は就労調整が行われる一つの
要因となっており、人手不足で悩む中小企業
にとって深刻な問題である。女性の就労を支
援するためにも、税と社会保障の問題を一括
して議論すべきである。

　３．行政改革の徹底　　　　　　　　　
●行政改革を徹底するに当たっては、地方を含
めた政府・議会が「まず隗より始めよ」の精
神に基づき自ら身を削ることが重要である。
以下の諸施策について、直ちに明確な期限と
数値目標を定めて改革を断行するよう強く求
める。

（１）国･地方における議員定数の大胆な削減､
歳費の抑制。　　　

（２）厳しい財政状況を踏まえ、国・地方公務
員の人員削減と、能力を重視した賃金体系に
よる人件費の抑制。

（３）特別会計と独立行政法人の無駄の削減。
（４）積極的な民間活力導入を行い成長につなげ
る。的な民間活力導入を行い成長につなげる。

 
　４．マイナンバー制度について　　　　
●マイナンバー制度は、すでに運用を開始して
いるが、未だ国民や事業者が正しく制度を理
解しているとは言い難い。それはマイナン
バーカードの低い普及率などに表れている。
コロナ禍の混乱が同カードを利用したデジタ
ル対応をできなかった結果によるという点を
踏まえ、政府は制度の意義の周知に努め、そ
の定着に向け本腰を入れて取り組んでいく必
要がある。

　５．今後の税制改革のあり方　　　　　

　Ⅱ．経済活性化と中小企業対策

●我が国の社会経済活動はようやくコロナとの共
生段階に入ったが、欧米のように本格化はし
ていない。このため、業種によっては依然と
して苦境から脱出できないでいる企業も多い。
政府にはモラルハザードが生じないよう十分
に注意しつつ実効性ある対応が求められる。

　１．中小企業の活性化に資する税制措置
●中小企業は地域経済の担い手であるだけでは
なく、我が国経済の礎である。コロナ禍の影
響が依然残っているだけでなく、エネルギー
や原材料価格の上昇などが重なり、経営環境
は一段と厳しさを増している。中には廃業に
追い込まれる例も珍しくない。そうした中で
求められるのは、健全な経営に取り組んでい
る企業が、持てる能力を十分に発揮できるよ

うな税制の確立である。
（１）法人税率の軽減措置
　　中小法人に適用される軽減税率の特例
15％を本則化すべきである。また、昭和５６
年以来、８００万円以下に据え置かれている
軽減税率の適用所得金額を、少なくとも
１，６００万円程度に引き上げる。なお、本
制度は令和５年３月末日が適用期限となって
いることから、直ちに本則化することが困難
な場合は適用期限を延長する。

（２）中小企業の技術革新など
　　　　　経済活性化に資する措置
　　租税特別措置については、公平性・簡素化
の観点から、政策目的を達したものは廃止を
含めて整理合理化を行う必要はあるが、中小
企業の技術革新など経済活性化に資する措置
は、以下のとおり制度を拡充したうえで本則
化すべきである。  

 ①中小企業投資促進税制については、
　　　　対象設備を拡充したうえ、「中古設備」
　　　　を含める。なお、それが直ちに困難な
　　　　場合は、令和５年３月末日となってい
　　　　る適用期限を延長する。
 ②少額減価償却資産の取得価額の損金
　　　　算入の特例措置については、損金算入
　　　　額の上限（合計３００万円）を撤廃し
　　　　全額を損金算入とする。
（３）中小企業等の設備投資支援措置
　　中小企業経営強化税制（中小企業等経営強
化法）や、中小企業が取得する償却資産に係
る固定資産税の特例（先端設備等導入制度）
等を適用するに当たっては、手続きを簡素化
するとともに、事業年度末（賦課期日）が迫っ
た申請や認定について弾力的に対処する。

　　 なお、「中小企業経営強化税制」「固定資
産税の特例」「中小企業防災・減災投資促進
税制」「デジタルトランスフォーメーション
投資促進税制」は、令和５年３月末日が適用
期限となっていることから、適用期限を延長
する。

　2．事業承継税制の拡充　　　　　　　
●我が国企業の大半を占める中小企業は、地域
経済の活性化や雇用の確保などに大きく貢献
している。中小企業が相続税の負担等によっ
て事業が承継できなくなれば、経済社会の根
幹が揺らぐことになる。

（１）事業用資産を一般資産と切り離した
　　　　　　　本格的な事業承継税制の創設
　　我が国の納税猶予制度は、欧州主要国と比
較すると限定的な措置にとどまっており、欧
州並みの本格的な事業承継税制が必要である。
とくに、事業継続に資する相続については、
事業従事を条件として他の一般資産と切り離
し、非上場株式を含めて事業用資産への課税
を軽減あるいは免除する制度の創設が求めら
れる。

（２）相続税、贈与税の納税猶予制度の充実
 ①猶予制度ではなく免除制度に改める。
 ②新型コロナの影響などを考慮すると、
　　　　より一層、平成２９年以前の制度適用
　　　　者に対しても要件を緩和するなど配慮
　　　　すべきである。
 ③国は円滑な事業承継が図られるよう、
　　　　経営者に向けた制度周知に努める 必要
　　　　がある。
（３）取引相場のない株式の評価の見直し　　

３．消費税への対応　　　　　　　　　　
●消費税は社会保障の安定財源確保と財政健全
化に欠かせないが、軽減税率制度は事業者の
事務負担が大きいうえ、税制の簡素化、税務
執行コストおよび税収確保などの観点から問
題が多い。このため、かねてから税率１０％
程度までは単一税率が望ましく、低所得者対
策は「簡素な給付措置」の見直しで対応する
のが適当であることを指摘してきた。政府は、
国民や事業者への影響、低所得者対策の効果
等を検証し、問題があれば同制度の是非を含

めて見直しが必要である。
（１）令和５年１０月から導入される「インボ
イス制度」について、すでに「インボイス発
行事業者」の登録申請がはじまっているもの
の、事業者のインボイス制度に対する理解が
十分に深まっているとは言い難い。さらに、
新型コロナは小規模事業者等の事業継続に大
きな困難をもたらした。これら事業者が事務
負担増や取引から排除等の理由により休廃業
に追い込まれることのないよう、当面は現行
の「区分記載請求書等保存方式」の維持、ま
たは免税事業者からの仕入税額相当額の８割
を控除できる経過措置を当分の間維持するな
ど、弾力的に対応すべきである。　　

（２）インボイス制度を実施するのであれば、
国は事業者に混乱が生じないよう制度の周知
を徹底するとともに、事務負担が軽減するよ
うな環境整備が必要である。また、課税事業
者が免税事業者と取引を行うに際し、取引価
格の引下げや取引の停止などの不利益を与え
ないよう、実効性の高い対策をとるべきであ
る。

（３） 消費税の滞納防止は税率の引き上げに
伴ってより重要な課題となっている。消費税
の制度、執行面においてさらなる対策を講じ
る必要がある。

（４）インボイス制度や電子帳簿保存法の改正
による電子データ保存の義務化に対応するな
ど、事業者の事務負担、納税協力コストは年々
増加している。特に電子データ保存の義務化
については、全ての事業者が対象となってお
り影響は大きい。システム改修や従業員教育
など、事務負担が増大する中小企業に対して
特段の配慮が求められる。

　Ⅲ．地方のあり方

●今般のコロナ禍は国と地方の役割分担の曖昧
さだけでなく、自治体と診療所を含む医療機
関の間での意思疎通不足を表面化させ、これ

による混乱は現在も尾をひいている。医療制
度の抜本改革の必要性については前述した
が、現行制度下でも病院間の役割分担や広域
的な救急医療など自治体のリーダーシップで
解決できる問題は少なくない。要は行政と医
療機関のやる気なのである。

●地方自身がそれぞれの特色や強みをいかした
活性化戦略を構築し、地域の民間の知恵と工
夫により、新たな地場技術やビジネス手法を
開発していくことが不可欠である。その際に
最も重要なのは、地方が自立・自助の精神を
理念とし、自らの責任で必要な安定財源の確
保や行政改革を企画・立案し実行していくこ
とである。

（１）地方創生では、さらなる税制上の施策に
よる本社機能移転の促進、地元の特性に根差
した技術の活用、地元大学との連携などによ
る技術集積づくりや人材の育成等、実効性の
ある改革を大胆に行う必要がある。また、中
小企業の事業承継の問題は地方創生戦略との
関係からも重要と認識すべきである。

（２）広域行政による効率化や危機対応につい
て早急かつ具体的な検討を行うべきである。
基礎自治体（人口３０万人程度）の拡充を図
るため、さらなる市町村合併を推進し、合併
メリットを追求する必要がある。

（３）国に比べて身近で小規模な事業が多い地
方の行財政改革には、「事業仕分け」のよう
な民間のチェック機能を活かした手法が有効
であり、各自治体においても広く導入すべき
である。

（４）地方公務員給与は近年、国家公務員給与
と比べたラスパイレス指数（全国平均ベース）
が改善せずに高止まりしており、適正な水準
に是正する必要がある。そのためには国家公
務員に準拠するのではなく、地域の民間企業
の実態に準拠した給与体系に見直すことが重
要である。

（５）地方議会は大胆にスリム化するとともに、
より納税者の視点に立って行政に対する

チェック機能を果たすべきである。また、高
すぎる議員報酬の一層の削減と政務活動費の
適正化を求める。行政委員会委員の報酬につ
いても日当制を広く導入するなど見直すべき
である。

　Ⅳ．震災復興等

●これまでの効果を十分に検証し、予算の執行
を効率化するとともに、原発事故への対応を
含めて引き続き適切な支援を行う必要があ
る。とりわけ被災地における企業の定着、雇
用確保を図ることが重要であり、実効性のあ
る措置を講じるよう求める。

●また近年、熊本をはじめとした強い地震や台
風などによる大規模な自然災害が相次いで発
生している。東日本大震災の対応などを踏ま
え、被災者の立場に立った適切な支援と実効

性のある措置を講じ、被災地の確実な復旧・
復興等に向けて取り組まなければならない。
その際、被災者支援の観点から、災害による
損失を雑損控除と切り離した、新たな控除制
度の創設について検討すべきである。

　Ⅴ．その他

　１．納税環境の整備　　　　　　　　　

　２．環境問題に対する税制上の対応　　
●欧米などの制度や議論の動向を見極めつつ、
既存のエネルギー関係税制との調整を図り、
幅広い観点から十分な検討が行われるべきで
ある。

　３．租税教育の充実　　　　　　　　　
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　Ⅰ．税・財政改革のあり方

●コロナ禍が最悪期を脱しウイルスとの共生段
階に入ったとされる今、まずはこのコロナ対
策財源の借金返済をどう進めるかが最大の課
題である。

●すでに米国、イギリス、ドイツなどではコロ
ナ禍の真只中にあった時期から、増税などを
含めた大枠の返済計画を示し実行に移し始め
た。我が国においても、少なくとも国債で賄っ
たコロナ対策費の負担について、将来世代に
先送りせず現世代で解決するよう返済計画を
策定することが急務である。

　１．財政健全化に向けて　　　　　　　
●これまでも財政を左右すると指摘されてきた
団塊の世代が、ついに本年度から後期高齢者
に入り始めた。本来なら、それまでに少なく
ともＰＢ黒字化を達成しておかねばならな
かった。財政健全化が国家的課題であること
を政治家も国民も再確認し不退転の決意で臨
む必要がある。

（１）コロナ禍は最悪期を脱し社会経済活動は
平時に戻りつつあるが、その影響がなくなっ
たわけではない。このため、相応の需要喚起
を行うことも必要ではあるが、それがバラマ
キ政策とならないよう十分配慮すべきであ
る。

（２）財政健全化は国家的課題であり、コロナ
禍収束後には本格的な歳出・歳入の一体的改
革に入れるよう準備を進めることが重要であ
る。歳入では安易に税の自然増収を前提とす
ることなく、また歳出については聖域を設け

ずに分野別の具体的な削減・抑制の方策と工
程表を明示し、着実に改革を実行するよう求
める。

（３）国債の信認が揺らいだ場合、長期金利の
急上昇など金融資本市場に多大な影響を与
え、成長を阻害することが考えられる。すで
に日銀は政府による過剰な依存が主因とはい
え、国債保有が異常に高い水準に達している
ほか、株式市場でも市場機能を歪めかねない
存在となっている。いずれ金融政策は正常化
させねばならず、その際には政府と日銀が健
全な関係を構築し、副作用を最小限に抑える
よう細心の政策運営が求められる。

　２．社会保障制度に対する基本的考え方
●社会保障給付費は公費と保険料で構成されて
おり、財政のあり方と密接不可分の関係にあ
る。現状の「中福祉・低負担」という不均衡
を「中福祉・中負担」という正常な姿に改革
するには、適正な負担を確保するとともに、
給付を「重点化・効率化」により可能な限り
抑制するしか方法はない。

●社会保障のあり方では「自助」「公助」「共助」
の役割と範囲を改めて見直すほか、公平性の
視点が重要である。医療保険の窓口負担や介
護保険の利用者負担などの本人負担について
は、高齢者においても負担能力に応じた公平
な負担を原則とする必要がある。

（１）年金については、「マクロ経済スライドの
厳格対応」、「支給開始年齢の引き上げ」、「高
所得高齢者の基礎年金国庫負担相当分の年金
給付削減」等、抜本的な施策を実施すべきで
ある。

（２）医療は産業政策的に成長分野と位置付け、
デジタル化対応など大胆な規制改革を行う必
要がある。給付の急増抑制や都市と地方、診
療科間の公平性を確保するために診療報酬（本
体）の配分等を見直すとともに、政府の新目
標であるジェネリックの普及率「全ての都道
府県で８０％以上」を達成する必要がある。

（３）介護保険については、制度の持続性を高
めるために真に介護が必要な者とそうでない
者とにメリハリをつけ、公平性の視点から給
付及び負担のあり方を見直すべきである。 

（４）生活保護については、給付水準のあり方
などを見直すとともに、不正受給の防止など
さらなる厳格な運用が不可欠である。

（５）少子化対策では、現金給付より保育所や
学童保育等を整備するなどの現物給付に重点
を置くべきである。その際、企業も積極的に
子育て支援に関与できるよう、企業主導型保
育事業のさらなる活用に向けて検討する。

　　また、子ども・子育て支援等の取り組みを
着実に推進するためには安定財源を確保する
必要がある。

（６）中小企業の厳しい経営実態を踏まえ、企
業への過度な保険料負担を抑え、経済成長を
阻害しないような社会保障制度の確立が求め
られる。

　　また、配偶者控除等の税の問題や年金等の
社会保障の問題は就労調整が行われる一つの
要因となっており、人手不足で悩む中小企業
にとって深刻な問題である。女性の就労を支
援するためにも、税と社会保障の問題を一括
して議論すべきである。

　３．行政改革の徹底　　　　　　　　　
●行政改革を徹底するに当たっては、地方を含
めた政府・議会が「まず隗より始めよ」の精
神に基づき自ら身を削ることが重要である。
以下の諸施策について、直ちに明確な期限と
数値目標を定めて改革を断行するよう強く求
める。

（１）国･地方における議員定数の大胆な削減､
歳費の抑制。　　　

（２）厳しい財政状況を踏まえ、国・地方公務
員の人員削減と、能力を重視した賃金体系に
よる人件費の抑制。

（３）特別会計と独立行政法人の無駄の削減。
（４）積極的な民間活力導入を行い成長につなげ
る。的な民間活力導入を行い成長につなげる。

 
　４．マイナンバー制度について　　　　
●マイナンバー制度は、すでに運用を開始して
いるが、未だ国民や事業者が正しく制度を理
解しているとは言い難い。それはマイナン
バーカードの低い普及率などに表れている。
コロナ禍の混乱が同カードを利用したデジタ
ル対応をできなかった結果によるという点を
踏まえ、政府は制度の意義の周知に努め、そ
の定着に向け本腰を入れて取り組んでいく必
要がある。

　５．今後の税制改革のあり方　　　　　

　Ⅱ．経済活性化と中小企業対策

●我が国の社会経済活動はようやくコロナとの共
生段階に入ったが、欧米のように本格化はし
ていない。このため、業種によっては依然と
して苦境から脱出できないでいる企業も多い。
政府にはモラルハザードが生じないよう十分
に注意しつつ実効性ある対応が求められる。

　１．中小企業の活性化に資する税制措置
●中小企業は地域経済の担い手であるだけでは
なく、我が国経済の礎である。コロナ禍の影
響が依然残っているだけでなく、エネルギー
や原材料価格の上昇などが重なり、経営環境
は一段と厳しさを増している。中には廃業に
追い込まれる例も珍しくない。そうした中で
求められるのは、健全な経営に取り組んでい
る企業が、持てる能力を十分に発揮できるよ
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うな税制の確立である。
（１）法人税率の軽減措置
　　中小法人に適用される軽減税率の特例
15％を本則化すべきである。また、昭和５６
年以来、８００万円以下に据え置かれている
軽減税率の適用所得金額を、少なくとも
１，６００万円程度に引き上げる。なお、本
制度は令和５年３月末日が適用期限となって
いることから、直ちに本則化することが困難
な場合は適用期限を延長する。

（２）中小企業の技術革新など
　　　　　経済活性化に資する措置
　　租税特別措置については、公平性・簡素化
の観点から、政策目的を達したものは廃止を
含めて整理合理化を行う必要はあるが、中小
企業の技術革新など経済活性化に資する措置
は、以下のとおり制度を拡充したうえで本則
化すべきである。  

 ①中小企業投資促進税制については、
　　　　対象設備を拡充したうえ、「中古設備」
　　　　を含める。なお、それが直ちに困難な
　　　　場合は、令和５年３月末日となってい
　　　　る適用期限を延長する。
 ②少額減価償却資産の取得価額の損金
　　　　算入の特例措置については、損金算入
　　　　額の上限（合計３００万円）を撤廃し
　　　　全額を損金算入とする。
（３）中小企業等の設備投資支援措置
　　中小企業経営強化税制（中小企業等経営強
化法）や、中小企業が取得する償却資産に係
る固定資産税の特例（先端設備等導入制度）
等を適用するに当たっては、手続きを簡素化
するとともに、事業年度末（賦課期日）が迫っ
た申請や認定について弾力的に対処する。

　　 なお、「中小企業経営強化税制」「固定資
産税の特例」「中小企業防災・減災投資促進
税制」「デジタルトランスフォーメーション
投資促進税制」は、令和５年３月末日が適用
期限となっていることから、適用期限を延長
する。

　2．事業承継税制の拡充　　　　　　　
●我が国企業の大半を占める中小企業は、地域
経済の活性化や雇用の確保などに大きく貢献
している。中小企業が相続税の負担等によっ
て事業が承継できなくなれば、経済社会の根
幹が揺らぐことになる。

（１）事業用資産を一般資産と切り離した
　　　　　　　本格的な事業承継税制の創設
　　我が国の納税猶予制度は、欧州主要国と比
較すると限定的な措置にとどまっており、欧
州並みの本格的な事業承継税制が必要である。
とくに、事業継続に資する相続については、
事業従事を条件として他の一般資産と切り離
し、非上場株式を含めて事業用資産への課税
を軽減あるいは免除する制度の創設が求めら
れる。

（２）相続税、贈与税の納税猶予制度の充実
 ①猶予制度ではなく免除制度に改める。
 ②新型コロナの影響などを考慮すると、
　　　　より一層、平成２９年以前の制度適用
　　　　者に対しても要件を緩和するなど配慮
　　　　すべきである。
 ③国は円滑な事業承継が図られるよう、
　　　　経営者に向けた制度周知に努める 必要
　　　　がある。
（３）取引相場のない株式の評価の見直し　　

３．消費税への対応　　　　　　　　　　
●消費税は社会保障の安定財源確保と財政健全
化に欠かせないが、軽減税率制度は事業者の
事務負担が大きいうえ、税制の簡素化、税務
執行コストおよび税収確保などの観点から問
題が多い。このため、かねてから税率１０％
程度までは単一税率が望ましく、低所得者対
策は「簡素な給付措置」の見直しで対応する
のが適当であることを指摘してきた。政府は、
国民や事業者への影響、低所得者対策の効果
等を検証し、問題があれば同制度の是非を含

めて見直しが必要である。
（１）令和５年１０月から導入される「インボ
イス制度」について、すでに「インボイス発
行事業者」の登録申請がはじまっているもの
の、事業者のインボイス制度に対する理解が
十分に深まっているとは言い難い。さらに、
新型コロナは小規模事業者等の事業継続に大
きな困難をもたらした。これら事業者が事務
負担増や取引から排除等の理由により休廃業
に追い込まれることのないよう、当面は現行
の「区分記載請求書等保存方式」の維持、ま
たは免税事業者からの仕入税額相当額の８割
を控除できる経過措置を当分の間維持するな
ど、弾力的に対応すべきである。　　

（２）インボイス制度を実施するのであれば、
国は事業者に混乱が生じないよう制度の周知
を徹底するとともに、事務負担が軽減するよ
うな環境整備が必要である。また、課税事業
者が免税事業者と取引を行うに際し、取引価
格の引下げや取引の停止などの不利益を与え
ないよう、実効性の高い対策をとるべきであ
る。

（３） 消費税の滞納防止は税率の引き上げに
伴ってより重要な課題となっている。消費税
の制度、執行面においてさらなる対策を講じ
る必要がある。

（４）インボイス制度や電子帳簿保存法の改正
による電子データ保存の義務化に対応するな
ど、事業者の事務負担、納税協力コストは年々
増加している。特に電子データ保存の義務化
については、全ての事業者が対象となってお
り影響は大きい。システム改修や従業員教育
など、事務負担が増大する中小企業に対して
特段の配慮が求められる。

　Ⅲ．地方のあり方

●今般のコロナ禍は国と地方の役割分担の曖昧
さだけでなく、自治体と診療所を含む医療機
関の間での意思疎通不足を表面化させ、これ

による混乱は現在も尾をひいている。医療制
度の抜本改革の必要性については前述した
が、現行制度下でも病院間の役割分担や広域
的な救急医療など自治体のリーダーシップで
解決できる問題は少なくない。要は行政と医
療機関のやる気なのである。

●地方自身がそれぞれの特色や強みをいかした
活性化戦略を構築し、地域の民間の知恵と工
夫により、新たな地場技術やビジネス手法を
開発していくことが不可欠である。その際に
最も重要なのは、地方が自立・自助の精神を
理念とし、自らの責任で必要な安定財源の確
保や行政改革を企画・立案し実行していくこ
とである。

（１）地方創生では、さらなる税制上の施策に
よる本社機能移転の促進、地元の特性に根差
した技術の活用、地元大学との連携などによ
る技術集積づくりや人材の育成等、実効性の
ある改革を大胆に行う必要がある。また、中
小企業の事業承継の問題は地方創生戦略との
関係からも重要と認識すべきである。

（２）広域行政による効率化や危機対応につい
て早急かつ具体的な検討を行うべきである。
基礎自治体（人口３０万人程度）の拡充を図
るため、さらなる市町村合併を推進し、合併
メリットを追求する必要がある。

（３）国に比べて身近で小規模な事業が多い地
方の行財政改革には、「事業仕分け」のよう
な民間のチェック機能を活かした手法が有効
であり、各自治体においても広く導入すべき
である。

（４）地方公務員給与は近年、国家公務員給与
と比べたラスパイレス指数（全国平均ベース）
が改善せずに高止まりしており、適正な水準
に是正する必要がある。そのためには国家公
務員に準拠するのではなく、地域の民間企業
の実態に準拠した給与体系に見直すことが重
要である。

（５）地方議会は大胆にスリム化するとともに、
より納税者の視点に立って行政に対する

《基本的な課題》

チェック機能を果たすべきである。また、高
すぎる議員報酬の一層の削減と政務活動費の
適正化を求める。行政委員会委員の報酬につ
いても日当制を広く導入するなど見直すべき
である。

　Ⅳ．震災復興等

●これまでの効果を十分に検証し、予算の執行
を効率化するとともに、原発事故への対応を
含めて引き続き適切な支援を行う必要があ
る。とりわけ被災地における企業の定着、雇
用確保を図ることが重要であり、実効性のあ
る措置を講じるよう求める。

●また近年、熊本をはじめとした強い地震や台
風などによる大規模な自然災害が相次いで発
生している。東日本大震災の対応などを踏ま
え、被災者の立場に立った適切な支援と実効

性のある措置を講じ、被災地の確実な復旧・
復興等に向けて取り組まなければならない。
その際、被災者支援の観点から、災害による
損失を雑損控除と切り離した、新たな控除制
度の創設について検討すべきである。

　Ⅴ．その他

　１．納税環境の整備　　　　　　　　　

　２．環境問題に対する税制上の対応　　
●欧米などの制度や議論の動向を見極めつつ、
既存のエネルギー関係税制との調整を図り、
幅広い観点から十分な検討が行われるべきで
ある。

　３．租税教育の充実　　　　　　　　　

　Ⅰ．税・財政改革のあり方

●コロナ禍が最悪期を脱しウイルスとの共生段
階に入ったとされる今、まずはこのコロナ対
策財源の借金返済をどう進めるかが最大の課
題である。

●すでに米国、イギリス、ドイツなどではコロ
ナ禍の真只中にあった時期から、増税などを
含めた大枠の返済計画を示し実行に移し始め
た。我が国においても、少なくとも国債で賄っ
たコロナ対策費の負担について、将来世代に
先送りせず現世代で解決するよう返済計画を
策定することが急務である。

　１．財政健全化に向けて　　　　　　　
●これまでも財政を左右すると指摘されてきた
団塊の世代が、ついに本年度から後期高齢者
に入り始めた。本来なら、それまでに少なく
ともＰＢ黒字化を達成しておかねばならな
かった。財政健全化が国家的課題であること
を政治家も国民も再確認し不退転の決意で臨
む必要がある。

（１）コロナ禍は最悪期を脱し社会経済活動は
平時に戻りつつあるが、その影響がなくなっ
たわけではない。このため、相応の需要喚起
を行うことも必要ではあるが、それがバラマ
キ政策とならないよう十分配慮すべきであ
る。

（２）財政健全化は国家的課題であり、コロナ
禍収束後には本格的な歳出・歳入の一体的改
革に入れるよう準備を進めることが重要であ
る。歳入では安易に税の自然増収を前提とす
ることなく、また歳出については聖域を設け

ずに分野別の具体的な削減・抑制の方策と工
程表を明示し、着実に改革を実行するよう求
める。

（３）国債の信認が揺らいだ場合、長期金利の
急上昇など金融資本市場に多大な影響を与
え、成長を阻害することが考えられる。すで
に日銀は政府による過剰な依存が主因とはい
え、国債保有が異常に高い水準に達している
ほか、株式市場でも市場機能を歪めかねない
存在となっている。いずれ金融政策は正常化
させねばならず、その際には政府と日銀が健
全な関係を構築し、副作用を最小限に抑える
よう細心の政策運営が求められる。

　２．社会保障制度に対する基本的考え方
●社会保障給付費は公費と保険料で構成されて
おり、財政のあり方と密接不可分の関係にあ
る。現状の「中福祉・低負担」という不均衡
を「中福祉・中負担」という正常な姿に改革
するには、適正な負担を確保するとともに、
給付を「重点化・効率化」により可能な限り
抑制するしか方法はない。

●社会保障のあり方では「自助」「公助」「共助」
の役割と範囲を改めて見直すほか、公平性の
視点が重要である。医療保険の窓口負担や介
護保険の利用者負担などの本人負担について
は、高齢者においても負担能力に応じた公平
な負担を原則とする必要がある。

（１）年金については、「マクロ経済スライドの
厳格対応」、「支給開始年齢の引き上げ」、「高
所得高齢者の基礎年金国庫負担相当分の年金
給付削減」等、抜本的な施策を実施すべきで
ある。

（２）医療は産業政策的に成長分野と位置付け、
デジタル化対応など大胆な規制改革を行う必
要がある。給付の急増抑制や都市と地方、診
療科間の公平性を確保するために診療報酬（本
体）の配分等を見直すとともに、政府の新目
標であるジェネリックの普及率「全ての都道
府県で８０％以上」を達成する必要がある。

（３）介護保険については、制度の持続性を高
めるために真に介護が必要な者とそうでない
者とにメリハリをつけ、公平性の視点から給
付及び負担のあり方を見直すべきである。 

（４）生活保護については、給付水準のあり方
などを見直すとともに、不正受給の防止など
さらなる厳格な運用が不可欠である。

（５）少子化対策では、現金給付より保育所や
学童保育等を整備するなどの現物給付に重点
を置くべきである。その際、企業も積極的に
子育て支援に関与できるよう、企業主導型保
育事業のさらなる活用に向けて検討する。

　　また、子ども・子育て支援等の取り組みを
着実に推進するためには安定財源を確保する
必要がある。

（６）中小企業の厳しい経営実態を踏まえ、企
業への過度な保険料負担を抑え、経済成長を
阻害しないような社会保障制度の確立が求め
られる。

　　また、配偶者控除等の税の問題や年金等の
社会保障の問題は就労調整が行われる一つの
要因となっており、人手不足で悩む中小企業
にとって深刻な問題である。女性の就労を支
援するためにも、税と社会保障の問題を一括
して議論すべきである。

　３．行政改革の徹底　　　　　　　　　
●行政改革を徹底するに当たっては、地方を含
めた政府・議会が「まず隗より始めよ」の精
神に基づき自ら身を削ることが重要である。
以下の諸施策について、直ちに明確な期限と
数値目標を定めて改革を断行するよう強く求
める。

（１）国･地方における議員定数の大胆な削減､
歳費の抑制。　　　

（２）厳しい財政状況を踏まえ、国・地方公務
員の人員削減と、能力を重視した賃金体系に
よる人件費の抑制。

（３）特別会計と独立行政法人の無駄の削減。
（４）積極的な民間活力導入を行い成長につなげ
る。的な民間活力導入を行い成長につなげる。

 
　４．マイナンバー制度について　　　　
●マイナンバー制度は、すでに運用を開始して
いるが、未だ国民や事業者が正しく制度を理
解しているとは言い難い。それはマイナン
バーカードの低い普及率などに表れている。
コロナ禍の混乱が同カードを利用したデジタ
ル対応をできなかった結果によるという点を
踏まえ、政府は制度の意義の周知に努め、そ
の定着に向け本腰を入れて取り組んでいく必
要がある。

　５．今後の税制改革のあり方　　　　　

　Ⅱ．経済活性化と中小企業対策

●我が国の社会経済活動はようやくコロナとの共
生段階に入ったが、欧米のように本格化はし
ていない。このため、業種によっては依然と
して苦境から脱出できないでいる企業も多い。
政府にはモラルハザードが生じないよう十分
に注意しつつ実効性ある対応が求められる。

　１．中小企業の活性化に資する税制措置
●中小企業は地域経済の担い手であるだけでは
なく、我が国経済の礎である。コロナ禍の影
響が依然残っているだけでなく、エネルギー
や原材料価格の上昇などが重なり、経営環境
は一段と厳しさを増している。中には廃業に
追い込まれる例も珍しくない。そうした中で
求められるのは、健全な経営に取り組んでい
る企業が、持てる能力を十分に発揮できるよ

うな税制の確立である。
（１）法人税率の軽減措置
　　中小法人に適用される軽減税率の特例
15％を本則化すべきである。また、昭和５６
年以来、８００万円以下に据え置かれている
軽減税率の適用所得金額を、少なくとも
１，６００万円程度に引き上げる。なお、本
制度は令和５年３月末日が適用期限となって
いることから、直ちに本則化することが困難
な場合は適用期限を延長する。

（２）中小企業の技術革新など
　　　　　経済活性化に資する措置
　　租税特別措置については、公平性・簡素化
の観点から、政策目的を達したものは廃止を
含めて整理合理化を行う必要はあるが、中小
企業の技術革新など経済活性化に資する措置
は、以下のとおり制度を拡充したうえで本則
化すべきである。  

 ①中小企業投資促進税制については、
　　　　対象設備を拡充したうえ、「中古設備」
　　　　を含める。なお、それが直ちに困難な
　　　　場合は、令和５年３月末日となってい
　　　　る適用期限を延長する。
 ②少額減価償却資産の取得価額の損金
　　　　算入の特例措置については、損金算入
　　　　額の上限（合計３００万円）を撤廃し
　　　　全額を損金算入とする。
（３）中小企業等の設備投資支援措置
　　中小企業経営強化税制（中小企業等経営強
化法）や、中小企業が取得する償却資産に係
る固定資産税の特例（先端設備等導入制度）
等を適用するに当たっては、手続きを簡素化
するとともに、事業年度末（賦課期日）が迫っ
た申請や認定について弾力的に対処する。

　　 なお、「中小企業経営強化税制」「固定資
産税の特例」「中小企業防災・減災投資促進
税制」「デジタルトランスフォーメーション
投資促進税制」は、令和５年３月末日が適用
期限となっていることから、適用期限を延長
する。

　2．事業承継税制の拡充　　　　　　　
●我が国企業の大半を占める中小企業は、地域
経済の活性化や雇用の確保などに大きく貢献
している。中小企業が相続税の負担等によっ
て事業が承継できなくなれば、経済社会の根
幹が揺らぐことになる。

（１）事業用資産を一般資産と切り離した
　　　　　　　本格的な事業承継税制の創設
　　我が国の納税猶予制度は、欧州主要国と比
較すると限定的な措置にとどまっており、欧
州並みの本格的な事業承継税制が必要である。
とくに、事業継続に資する相続については、
事業従事を条件として他の一般資産と切り離
し、非上場株式を含めて事業用資産への課税
を軽減あるいは免除する制度の創設が求めら
れる。

（２）相続税、贈与税の納税猶予制度の充実
 ①猶予制度ではなく免除制度に改める。
 ②新型コロナの影響などを考慮すると、
　　　　より一層、平成２９年以前の制度適用
　　　　者に対しても要件を緩和するなど配慮
　　　　すべきである。
 ③国は円滑な事業承継が図られるよう、
　　　　経営者に向けた制度周知に努める 必要
　　　　がある。
（３）取引相場のない株式の評価の見直し　　

３．消費税への対応　　　　　　　　　　
●消費税は社会保障の安定財源確保と財政健全
化に欠かせないが、軽減税率制度は事業者の
事務負担が大きいうえ、税制の簡素化、税務
執行コストおよび税収確保などの観点から問
題が多い。このため、かねてから税率１０％
程度までは単一税率が望ましく、低所得者対
策は「簡素な給付措置」の見直しで対応する
のが適当であることを指摘してきた。政府は、
国民や事業者への影響、低所得者対策の効果
等を検証し、問題があれば同制度の是非を含

めて見直しが必要である。
（１）令和５年１０月から導入される「インボ
イス制度」について、すでに「インボイス発
行事業者」の登録申請がはじまっているもの
の、事業者のインボイス制度に対する理解が
十分に深まっているとは言い難い。さらに、
新型コロナは小規模事業者等の事業継続に大
きな困難をもたらした。これら事業者が事務
負担増や取引から排除等の理由により休廃業
に追い込まれることのないよう、当面は現行
の「区分記載請求書等保存方式」の維持、ま
たは免税事業者からの仕入税額相当額の８割
を控除できる経過措置を当分の間維持するな
ど、弾力的に対応すべきである。　　

（２）インボイス制度を実施するのであれば、
国は事業者に混乱が生じないよう制度の周知
を徹底するとともに、事務負担が軽減するよ
うな環境整備が必要である。また、課税事業
者が免税事業者と取引を行うに際し、取引価
格の引下げや取引の停止などの不利益を与え
ないよう、実効性の高い対策をとるべきであ
る。

（３） 消費税の滞納防止は税率の引き上げに
伴ってより重要な課題となっている。消費税
の制度、執行面においてさらなる対策を講じ
る必要がある。

（４）インボイス制度や電子帳簿保存法の改正
による電子データ保存の義務化に対応するな
ど、事業者の事務負担、納税協力コストは年々
増加している。特に電子データ保存の義務化
については、全ての事業者が対象となってお
り影響は大きい。システム改修や従業員教育
など、事務負担が増大する中小企業に対して
特段の配慮が求められる。

　Ⅲ．地方のあり方

●今般のコロナ禍は国と地方の役割分担の曖昧
さだけでなく、自治体と診療所を含む医療機
関の間での意思疎通不足を表面化させ、これ

による混乱は現在も尾をひいている。医療制
度の抜本改革の必要性については前述した
が、現行制度下でも病院間の役割分担や広域
的な救急医療など自治体のリーダーシップで
解決できる問題は少なくない。要は行政と医
療機関のやる気なのである。

●地方自身がそれぞれの特色や強みをいかした
活性化戦略を構築し、地域の民間の知恵と工
夫により、新たな地場技術やビジネス手法を
開発していくことが不可欠である。その際に
最も重要なのは、地方が自立・自助の精神を
理念とし、自らの責任で必要な安定財源の確
保や行政改革を企画・立案し実行していくこ
とである。

（１）地方創生では、さらなる税制上の施策に
よる本社機能移転の促進、地元の特性に根差
した技術の活用、地元大学との連携などによ
る技術集積づくりや人材の育成等、実効性の
ある改革を大胆に行う必要がある。また、中
小企業の事業承継の問題は地方創生戦略との
関係からも重要と認識すべきである。

（２）広域行政による効率化や危機対応につい
て早急かつ具体的な検討を行うべきである。
基礎自治体（人口３０万人程度）の拡充を図
るため、さらなる市町村合併を推進し、合併
メリットを追求する必要がある。

（３）国に比べて身近で小規模な事業が多い地
方の行財政改革には、「事業仕分け」のよう
な民間のチェック機能を活かした手法が有効
であり、各自治体においても広く導入すべき
である。

（４）地方公務員給与は近年、国家公務員給与
と比べたラスパイレス指数（全国平均ベース）
が改善せずに高止まりしており、適正な水準
に是正する必要がある。そのためには国家公
務員に準拠するのではなく、地域の民間企業
の実態に準拠した給与体系に見直すことが重
要である。

（５）地方議会は大胆にスリム化するとともに、
より納税者の視点に立って行政に対する

チェック機能を果たすべきである。また、高
すぎる議員報酬の一層の削減と政務活動費の
適正化を求める。行政委員会委員の報酬につ
いても日当制を広く導入するなど見直すべき
である。

　Ⅳ．震災復興等

●これまでの効果を十分に検証し、予算の執行
を効率化するとともに、原発事故への対応を
含めて引き続き適切な支援を行う必要があ
る。とりわけ被災地における企業の定着、雇
用確保を図ることが重要であり、実効性のあ
る措置を講じるよう求める。

●また近年、熊本をはじめとした強い地震や台
風などによる大規模な自然災害が相次いで発
生している。東日本大震災の対応などを踏ま
え、被災者の立場に立った適切な支援と実効

性のある措置を講じ、被災地の確実な復旧・
復興等に向けて取り組まなければならない。
その際、被災者支援の観点から、災害による
損失を雑損控除と切り離した、新たな控除制
度の創設について検討すべきである。

　Ⅴ．その他

　１．納税環境の整備　　　　　　　　　

　２．環境問題に対する税制上の対応　　
●欧米などの制度や議論の動向を見極めつつ、
既存のエネルギー関係税制との調整を図り、
幅広い観点から十分な検討が行われるべきで
ある。

　３．租税教育の充実　　　　　　　　　
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　Ⅰ．税・財政改革のあり方

●コロナ禍が最悪期を脱しウイルスとの共生段
階に入ったとされる今、まずはこのコロナ対
策財源の借金返済をどう進めるかが最大の課
題である。

●すでに米国、イギリス、ドイツなどではコロ
ナ禍の真只中にあった時期から、増税などを
含めた大枠の返済計画を示し実行に移し始め
た。我が国においても、少なくとも国債で賄っ
たコロナ対策費の負担について、将来世代に
先送りせず現世代で解決するよう返済計画を
策定することが急務である。

　１．財政健全化に向けて　　　　　　　
●これまでも財政を左右すると指摘されてきた
団塊の世代が、ついに本年度から後期高齢者
に入り始めた。本来なら、それまでに少なく
ともＰＢ黒字化を達成しておかねばならな
かった。財政健全化が国家的課題であること
を政治家も国民も再確認し不退転の決意で臨
む必要がある。

（１）コロナ禍は最悪期を脱し社会経済活動は
平時に戻りつつあるが、その影響がなくなっ
たわけではない。このため、相応の需要喚起
を行うことも必要ではあるが、それがバラマ
キ政策とならないよう十分配慮すべきであ
る。

（２）財政健全化は国家的課題であり、コロナ
禍収束後には本格的な歳出・歳入の一体的改
革に入れるよう準備を進めることが重要であ
る。歳入では安易に税の自然増収を前提とす
ることなく、また歳出については聖域を設け

ずに分野別の具体的な削減・抑制の方策と工
程表を明示し、着実に改革を実行するよう求
める。

（３）国債の信認が揺らいだ場合、長期金利の
急上昇など金融資本市場に多大な影響を与
え、成長を阻害することが考えられる。すで
に日銀は政府による過剰な依存が主因とはい
え、国債保有が異常に高い水準に達している
ほか、株式市場でも市場機能を歪めかねない
存在となっている。いずれ金融政策は正常化
させねばならず、その際には政府と日銀が健
全な関係を構築し、副作用を最小限に抑える
よう細心の政策運営が求められる。

　２．社会保障制度に対する基本的考え方
●社会保障給付費は公費と保険料で構成されて
おり、財政のあり方と密接不可分の関係にあ
る。現状の「中福祉・低負担」という不均衡
を「中福祉・中負担」という正常な姿に改革
するには、適正な負担を確保するとともに、
給付を「重点化・効率化」により可能な限り
抑制するしか方法はない。

●社会保障のあり方では「自助」「公助」「共助」
の役割と範囲を改めて見直すほか、公平性の
視点が重要である。医療保険の窓口負担や介
護保険の利用者負担などの本人負担について
は、高齢者においても負担能力に応じた公平
な負担を原則とする必要がある。

（１）年金については、「マクロ経済スライドの
厳格対応」、「支給開始年齢の引き上げ」、「高
所得高齢者の基礎年金国庫負担相当分の年金
給付削減」等、抜本的な施策を実施すべきで
ある。

（２）医療は産業政策的に成長分野と位置付け、
デジタル化対応など大胆な規制改革を行う必
要がある。給付の急増抑制や都市と地方、診
療科間の公平性を確保するために診療報酬（本
体）の配分等を見直すとともに、政府の新目
標であるジェネリックの普及率「全ての都道
府県で８０％以上」を達成する必要がある。

（３）介護保険については、制度の持続性を高
めるために真に介護が必要な者とそうでない
者とにメリハリをつけ、公平性の視点から給
付及び負担のあり方を見直すべきである。 

（４）生活保護については、給付水準のあり方
などを見直すとともに、不正受給の防止など
さらなる厳格な運用が不可欠である。

（５）少子化対策では、現金給付より保育所や
学童保育等を整備するなどの現物給付に重点
を置くべきである。その際、企業も積極的に
子育て支援に関与できるよう、企業主導型保
育事業のさらなる活用に向けて検討する。

　　また、子ども・子育て支援等の取り組みを
着実に推進するためには安定財源を確保する
必要がある。

（６）中小企業の厳しい経営実態を踏まえ、企
業への過度な保険料負担を抑え、経済成長を
阻害しないような社会保障制度の確立が求め
られる。

　　また、配偶者控除等の税の問題や年金等の
社会保障の問題は就労調整が行われる一つの
要因となっており、人手不足で悩む中小企業
にとって深刻な問題である。女性の就労を支
援するためにも、税と社会保障の問題を一括
して議論すべきである。

　３．行政改革の徹底　　　　　　　　　
●行政改革を徹底するに当たっては、地方を含
めた政府・議会が「まず隗より始めよ」の精
神に基づき自ら身を削ることが重要である。
以下の諸施策について、直ちに明確な期限と
数値目標を定めて改革を断行するよう強く求
める。

（１）国･地方における議員定数の大胆な削減､
歳費の抑制。　　　

（２）厳しい財政状況を踏まえ、国・地方公務
員の人員削減と、能力を重視した賃金体系に
よる人件費の抑制。

（３）特別会計と独立行政法人の無駄の削減。
（４）積極的な民間活力導入を行い成長につなげ
る。的な民間活力導入を行い成長につなげる。

 
　４．マイナンバー制度について　　　　
●マイナンバー制度は、すでに運用を開始して
いるが、未だ国民や事業者が正しく制度を理
解しているとは言い難い。それはマイナン
バーカードの低い普及率などに表れている。
コロナ禍の混乱が同カードを利用したデジタ
ル対応をできなかった結果によるという点を
踏まえ、政府は制度の意義の周知に努め、そ
の定着に向け本腰を入れて取り組んでいく必
要がある。

　５．今後の税制改革のあり方　　　　　

　Ⅱ．経済活性化と中小企業対策

●我が国の社会経済活動はようやくコロナとの共
生段階に入ったが、欧米のように本格化はし
ていない。このため、業種によっては依然と
して苦境から脱出できないでいる企業も多い。
政府にはモラルハザードが生じないよう十分
に注意しつつ実効性ある対応が求められる。

　１．中小企業の活性化に資する税制措置
●中小企業は地域経済の担い手であるだけでは
なく、我が国経済の礎である。コロナ禍の影
響が依然残っているだけでなく、エネルギー
や原材料価格の上昇などが重なり、経営環境
は一段と厳しさを増している。中には廃業に
追い込まれる例も珍しくない。そうした中で
求められるのは、健全な経営に取り組んでい
る企業が、持てる能力を十分に発揮できるよ

うな税制の確立である。
（１）法人税率の軽減措置
　　中小法人に適用される軽減税率の特例
15％を本則化すべきである。また、昭和５６
年以来、８００万円以下に据え置かれている
軽減税率の適用所得金額を、少なくとも
１，６００万円程度に引き上げる。なお、本
制度は令和５年３月末日が適用期限となって
いることから、直ちに本則化することが困難
な場合は適用期限を延長する。

（２）中小企業の技術革新など
　　　　　経済活性化に資する措置
　　租税特別措置については、公平性・簡素化
の観点から、政策目的を達したものは廃止を
含めて整理合理化を行う必要はあるが、中小
企業の技術革新など経済活性化に資する措置
は、以下のとおり制度を拡充したうえで本則
化すべきである。  

 ①中小企業投資促進税制については、
　　　　対象設備を拡充したうえ、「中古設備」
　　　　を含める。なお、それが直ちに困難な
　　　　場合は、令和５年３月末日となってい
　　　　る適用期限を延長する。
 ②少額減価償却資産の取得価額の損金
　　　　算入の特例措置については、損金算入
　　　　額の上限（合計３００万円）を撤廃し
　　　　全額を損金算入とする。
（３）中小企業等の設備投資支援措置
　　中小企業経営強化税制（中小企業等経営強
化法）や、中小企業が取得する償却資産に係
る固定資産税の特例（先端設備等導入制度）
等を適用するに当たっては、手続きを簡素化
するとともに、事業年度末（賦課期日）が迫っ
た申請や認定について弾力的に対処する。

　　 なお、「中小企業経営強化税制」「固定資
産税の特例」「中小企業防災・減災投資促進
税制」「デジタルトランスフォーメーション
投資促進税制」は、令和５年３月末日が適用
期限となっていることから、適用期限を延長
する。

　2．事業承継税制の拡充　　　　　　　
●我が国企業の大半を占める中小企業は、地域
経済の活性化や雇用の確保などに大きく貢献
している。中小企業が相続税の負担等によっ
て事業が承継できなくなれば、経済社会の根
幹が揺らぐことになる。

（１）事業用資産を一般資産と切り離した
　　　　　　　本格的な事業承継税制の創設
　　我が国の納税猶予制度は、欧州主要国と比
較すると限定的な措置にとどまっており、欧
州並みの本格的な事業承継税制が必要である。
とくに、事業継続に資する相続については、
事業従事を条件として他の一般資産と切り離
し、非上場株式を含めて事業用資産への課税
を軽減あるいは免除する制度の創設が求めら
れる。

（２）相続税、贈与税の納税猶予制度の充実
 ①猶予制度ではなく免除制度に改める。
 ②新型コロナの影響などを考慮すると、
　　　　より一層、平成２９年以前の制度適用
　　　　者に対しても要件を緩和するなど配慮
　　　　すべきである。
 ③国は円滑な事業承継が図られるよう、
　　　　経営者に向けた制度周知に努める 必要
　　　　がある。
（３）取引相場のない株式の評価の見直し　　

３．消費税への対応　　　　　　　　　　
●消費税は社会保障の安定財源確保と財政健全
化に欠かせないが、軽減税率制度は事業者の
事務負担が大きいうえ、税制の簡素化、税務
執行コストおよび税収確保などの観点から問
題が多い。このため、かねてから税率１０％
程度までは単一税率が望ましく、低所得者対
策は「簡素な給付措置」の見直しで対応する
のが適当であることを指摘してきた。政府は、
国民や事業者への影響、低所得者対策の効果
等を検証し、問題があれば同制度の是非を含

めて見直しが必要である。
（１）令和５年１０月から導入される「インボ
イス制度」について、すでに「インボイス発
行事業者」の登録申請がはじまっているもの
の、事業者のインボイス制度に対する理解が
十分に深まっているとは言い難い。さらに、
新型コロナは小規模事業者等の事業継続に大
きな困難をもたらした。これら事業者が事務
負担増や取引から排除等の理由により休廃業
に追い込まれることのないよう、当面は現行
の「区分記載請求書等保存方式」の維持、ま
たは免税事業者からの仕入税額相当額の８割
を控除できる経過措置を当分の間維持するな
ど、弾力的に対応すべきである。　　

（２）インボイス制度を実施するのであれば、
国は事業者に混乱が生じないよう制度の周知
を徹底するとともに、事務負担が軽減するよ
うな環境整備が必要である。また、課税事業
者が免税事業者と取引を行うに際し、取引価
格の引下げや取引の停止などの不利益を与え
ないよう、実効性の高い対策をとるべきであ
る。

（３） 消費税の滞納防止は税率の引き上げに
伴ってより重要な課題となっている。消費税
の制度、執行面においてさらなる対策を講じ
る必要がある。

（４）インボイス制度や電子帳簿保存法の改正
による電子データ保存の義務化に対応するな
ど、事業者の事務負担、納税協力コストは年々
増加している。特に電子データ保存の義務化
については、全ての事業者が対象となってお
り影響は大きい。システム改修や従業員教育
など、事務負担が増大する中小企業に対して
特段の配慮が求められる。

　Ⅲ．地方のあり方

●今般のコロナ禍は国と地方の役割分担の曖昧
さだけでなく、自治体と診療所を含む医療機
関の間での意思疎通不足を表面化させ、これ

による混乱は現在も尾をひいている。医療制
度の抜本改革の必要性については前述した
が、現行制度下でも病院間の役割分担や広域
的な救急医療など自治体のリーダーシップで
解決できる問題は少なくない。要は行政と医
療機関のやる気なのである。

●地方自身がそれぞれの特色や強みをいかした
活性化戦略を構築し、地域の民間の知恵と工
夫により、新たな地場技術やビジネス手法を
開発していくことが不可欠である。その際に
最も重要なのは、地方が自立・自助の精神を
理念とし、自らの責任で必要な安定財源の確
保や行政改革を企画・立案し実行していくこ
とである。

（１）地方創生では、さらなる税制上の施策に
よる本社機能移転の促進、地元の特性に根差
した技術の活用、地元大学との連携などによ
る技術集積づくりや人材の育成等、実効性の
ある改革を大胆に行う必要がある。また、中
小企業の事業承継の問題は地方創生戦略との
関係からも重要と認識すべきである。

（２）広域行政による効率化や危機対応につい
て早急かつ具体的な検討を行うべきである。
基礎自治体（人口３０万人程度）の拡充を図
るため、さらなる市町村合併を推進し、合併
メリットを追求する必要がある。

（３）国に比べて身近で小規模な事業が多い地
方の行財政改革には、「事業仕分け」のよう
な民間のチェック機能を活かした手法が有効
であり、各自治体においても広く導入すべき
である。

（４）地方公務員給与は近年、国家公務員給与
と比べたラスパイレス指数（全国平均ベース）
が改善せずに高止まりしており、適正な水準
に是正する必要がある。そのためには国家公
務員に準拠するのではなく、地域の民間企業
の実態に準拠した給与体系に見直すことが重
要である。

（５）地方議会は大胆にスリム化するとともに、
より納税者の視点に立って行政に対する

チェック機能を果たすべきである。また、高
すぎる議員報酬の一層の削減と政務活動費の
適正化を求める。行政委員会委員の報酬につ
いても日当制を広く導入するなど見直すべき
である。

　Ⅳ．震災復興等

●これまでの効果を十分に検証し、予算の執行
を効率化するとともに、原発事故への対応を
含めて引き続き適切な支援を行う必要があ
る。とりわけ被災地における企業の定着、雇
用確保を図ることが重要であり、実効性のあ
る措置を講じるよう求める。

●また近年、熊本をはじめとした強い地震や台
風などによる大規模な自然災害が相次いで発
生している。東日本大震災の対応などを踏ま
え、被災者の立場に立った適切な支援と実効

性のある措置を講じ、被災地の確実な復旧・
復興等に向けて取り組まなければならない。
その際、被災者支援の観点から、災害による
損失を雑損控除と切り離した、新たな控除制
度の創設について検討すべきである。

　Ⅴ．その他

　１．納税環境の整備　　　　　　　　　

　２．環境問題に対する税制上の対応　　
●欧米などの制度や議論の動向を見極めつつ、
既存のエネルギー関係税制との調整を図り、
幅広い観点から十分な検討が行われるべきで
ある。

　３．租税教育の充実　　　　　　　　　

　Ⅰ．税・財政改革のあり方

●コロナ禍が最悪期を脱しウイルスとの共生段
階に入ったとされる今、まずはこのコロナ対
策財源の借金返済をどう進めるかが最大の課
題である。

●すでに米国、イギリス、ドイツなどではコロ
ナ禍の真只中にあった時期から、増税などを
含めた大枠の返済計画を示し実行に移し始め
た。我が国においても、少なくとも国債で賄っ
たコロナ対策費の負担について、将来世代に
先送りせず現世代で解決するよう返済計画を
策定することが急務である。

　１．財政健全化に向けて　　　　　　　
●これまでも財政を左右すると指摘されてきた
団塊の世代が、ついに本年度から後期高齢者
に入り始めた。本来なら、それまでに少なく
ともＰＢ黒字化を達成しておかねばならな
かった。財政健全化が国家的課題であること
を政治家も国民も再確認し不退転の決意で臨
む必要がある。

（１）コロナ禍は最悪期を脱し社会経済活動は
平時に戻りつつあるが、その影響がなくなっ
たわけではない。このため、相応の需要喚起
を行うことも必要ではあるが、それがバラマ
キ政策とならないよう十分配慮すべきであ
る。

（２）財政健全化は国家的課題であり、コロナ
禍収束後には本格的な歳出・歳入の一体的改
革に入れるよう準備を進めることが重要であ
る。歳入では安易に税の自然増収を前提とす
ることなく、また歳出については聖域を設け

ずに分野別の具体的な削減・抑制の方策と工
程表を明示し、着実に改革を実行するよう求
める。

（３）国債の信認が揺らいだ場合、長期金利の
急上昇など金融資本市場に多大な影響を与
え、成長を阻害することが考えられる。すで
に日銀は政府による過剰な依存が主因とはい
え、国債保有が異常に高い水準に達している
ほか、株式市場でも市場機能を歪めかねない
存在となっている。いずれ金融政策は正常化
させねばならず、その際には政府と日銀が健
全な関係を構築し、副作用を最小限に抑える
よう細心の政策運営が求められる。

　２．社会保障制度に対する基本的考え方
●社会保障給付費は公費と保険料で構成されて
おり、財政のあり方と密接不可分の関係にあ
る。現状の「中福祉・低負担」という不均衡
を「中福祉・中負担」という正常な姿に改革
するには、適正な負担を確保するとともに、
給付を「重点化・効率化」により可能な限り
抑制するしか方法はない。

●社会保障のあり方では「自助」「公助」「共助」
の役割と範囲を改めて見直すほか、公平性の
視点が重要である。医療保険の窓口負担や介
護保険の利用者負担などの本人負担について
は、高齢者においても負担能力に応じた公平
な負担を原則とする必要がある。

（１）年金については、「マクロ経済スライドの
厳格対応」、「支給開始年齢の引き上げ」、「高
所得高齢者の基礎年金国庫負担相当分の年金
給付削減」等、抜本的な施策を実施すべきで
ある。

（２）医療は産業政策的に成長分野と位置付け、
デジタル化対応など大胆な規制改革を行う必
要がある。給付の急増抑制や都市と地方、診
療科間の公平性を確保するために診療報酬（本
体）の配分等を見直すとともに、政府の新目
標であるジェネリックの普及率「全ての都道
府県で８０％以上」を達成する必要がある。

（３）介護保険については、制度の持続性を高
めるために真に介護が必要な者とそうでない
者とにメリハリをつけ、公平性の視点から給
付及び負担のあり方を見直すべきである。 

（４）生活保護については、給付水準のあり方
などを見直すとともに、不正受給の防止など
さらなる厳格な運用が不可欠である。

（５）少子化対策では、現金給付より保育所や
学童保育等を整備するなどの現物給付に重点
を置くべきである。その際、企業も積極的に
子育て支援に関与できるよう、企業主導型保
育事業のさらなる活用に向けて検討する。

　　また、子ども・子育て支援等の取り組みを
着実に推進するためには安定財源を確保する
必要がある。

（６）中小企業の厳しい経営実態を踏まえ、企
業への過度な保険料負担を抑え、経済成長を
阻害しないような社会保障制度の確立が求め
られる。

　　また、配偶者控除等の税の問題や年金等の
社会保障の問題は就労調整が行われる一つの
要因となっており、人手不足で悩む中小企業
にとって深刻な問題である。女性の就労を支
援するためにも、税と社会保障の問題を一括
して議論すべきである。

　３．行政改革の徹底　　　　　　　　　
●行政改革を徹底するに当たっては、地方を含
めた政府・議会が「まず隗より始めよ」の精
神に基づき自ら身を削ることが重要である。
以下の諸施策について、直ちに明確な期限と
数値目標を定めて改革を断行するよう強く求
める。

（１）国･地方における議員定数の大胆な削減､
歳費の抑制。　　　

（２）厳しい財政状況を踏まえ、国・地方公務
員の人員削減と、能力を重視した賃金体系に
よる人件費の抑制。

（３）特別会計と独立行政法人の無駄の削減。
（４）積極的な民間活力導入を行い成長につなげ
る。的な民間活力導入を行い成長につなげる。

 
　４．マイナンバー制度について　　　　
●マイナンバー制度は、すでに運用を開始して
いるが、未だ国民や事業者が正しく制度を理
解しているとは言い難い。それはマイナン
バーカードの低い普及率などに表れている。
コロナ禍の混乱が同カードを利用したデジタ
ル対応をできなかった結果によるという点を
踏まえ、政府は制度の意義の周知に努め、そ
の定着に向け本腰を入れて取り組んでいく必
要がある。

　５．今後の税制改革のあり方　　　　　

　Ⅱ．経済活性化と中小企業対策

●我が国の社会経済活動はようやくコロナとの共
生段階に入ったが、欧米のように本格化はし
ていない。このため、業種によっては依然と
して苦境から脱出できないでいる企業も多い。
政府にはモラルハザードが生じないよう十分
に注意しつつ実効性ある対応が求められる。

　１．中小企業の活性化に資する税制措置
●中小企業は地域経済の担い手であるだけでは
なく、我が国経済の礎である。コロナ禍の影
響が依然残っているだけでなく、エネルギー
や原材料価格の上昇などが重なり、経営環境
は一段と厳しさを増している。中には廃業に
追い込まれる例も珍しくない。そうした中で
求められるのは、健全な経営に取り組んでい
る企業が、持てる能力を十分に発揮できるよ

うな税制の確立である。
（１）法人税率の軽減措置
　　中小法人に適用される軽減税率の特例
15％を本則化すべきである。また、昭和５６
年以来、８００万円以下に据え置かれている
軽減税率の適用所得金額を、少なくとも
１，６００万円程度に引き上げる。なお、本
制度は令和５年３月末日が適用期限となって
いることから、直ちに本則化することが困難
な場合は適用期限を延長する。

（２）中小企業の技術革新など
　　　　　経済活性化に資する措置
　　租税特別措置については、公平性・簡素化
の観点から、政策目的を達したものは廃止を
含めて整理合理化を行う必要はあるが、中小
企業の技術革新など経済活性化に資する措置
は、以下のとおり制度を拡充したうえで本則
化すべきである。  

 ①中小企業投資促進税制については、
　　　　対象設備を拡充したうえ、「中古設備」
　　　　を含める。なお、それが直ちに困難な
　　　　場合は、令和５年３月末日となってい
　　　　る適用期限を延長する。
 ②少額減価償却資産の取得価額の損金
　　　　算入の特例措置については、損金算入
　　　　額の上限（合計３００万円）を撤廃し
　　　　全額を損金算入とする。
（３）中小企業等の設備投資支援措置
　　中小企業経営強化税制（中小企業等経営強
化法）や、中小企業が取得する償却資産に係
る固定資産税の特例（先端設備等導入制度）
等を適用するに当たっては、手続きを簡素化
するとともに、事業年度末（賦課期日）が迫っ
た申請や認定について弾力的に対処する。

　　 なお、「中小企業経営強化税制」「固定資
産税の特例」「中小企業防災・減災投資促進
税制」「デジタルトランスフォーメーション
投資促進税制」は、令和５年３月末日が適用
期限となっていることから、適用期限を延長
する。

　2．事業承継税制の拡充　　　　　　　
●我が国企業の大半を占める中小企業は、地域
経済の活性化や雇用の確保などに大きく貢献
している。中小企業が相続税の負担等によっ
て事業が承継できなくなれば、経済社会の根
幹が揺らぐことになる。

（１）事業用資産を一般資産と切り離した
　　　　　　　本格的な事業承継税制の創設
　　我が国の納税猶予制度は、欧州主要国と比
較すると限定的な措置にとどまっており、欧
州並みの本格的な事業承継税制が必要である。
とくに、事業継続に資する相続については、
事業従事を条件として他の一般資産と切り離
し、非上場株式を含めて事業用資産への課税
を軽減あるいは免除する制度の創設が求めら
れる。

（２）相続税、贈与税の納税猶予制度の充実
 ①猶予制度ではなく免除制度に改める。
 ②新型コロナの影響などを考慮すると、
　　　　より一層、平成２９年以前の制度適用
　　　　者に対しても要件を緩和するなど配慮
　　　　すべきである。
 ③国は円滑な事業承継が図られるよう、
　　　　経営者に向けた制度周知に努める 必要
　　　　がある。
（３）取引相場のない株式の評価の見直し　　

３．消費税への対応　　　　　　　　　　
●消費税は社会保障の安定財源確保と財政健全
化に欠かせないが、軽減税率制度は事業者の
事務負担が大きいうえ、税制の簡素化、税務
執行コストおよび税収確保などの観点から問
題が多い。このため、かねてから税率１０％
程度までは単一税率が望ましく、低所得者対
策は「簡素な給付措置」の見直しで対応する
のが適当であることを指摘してきた。政府は、
国民や事業者への影響、低所得者対策の効果
等を検証し、問題があれば同制度の是非を含

めて見直しが必要である。
（１）令和５年１０月から導入される「インボ
イス制度」について、すでに「インボイス発
行事業者」の登録申請がはじまっているもの
の、事業者のインボイス制度に対する理解が
十分に深まっているとは言い難い。さらに、
新型コロナは小規模事業者等の事業継続に大
きな困難をもたらした。これら事業者が事務
負担増や取引から排除等の理由により休廃業
に追い込まれることのないよう、当面は現行
の「区分記載請求書等保存方式」の維持、ま
たは免税事業者からの仕入税額相当額の８割
を控除できる経過措置を当分の間維持するな
ど、弾力的に対応すべきである。　　

（２）インボイス制度を実施するのであれば、
国は事業者に混乱が生じないよう制度の周知
を徹底するとともに、事務負担が軽減するよ
うな環境整備が必要である。また、課税事業
者が免税事業者と取引を行うに際し、取引価
格の引下げや取引の停止などの不利益を与え
ないよう、実効性の高い対策をとるべきであ
る。

（３） 消費税の滞納防止は税率の引き上げに
伴ってより重要な課題となっている。消費税
の制度、執行面においてさらなる対策を講じ
る必要がある。

（４）インボイス制度や電子帳簿保存法の改正
による電子データ保存の義務化に対応するな
ど、事業者の事務負担、納税協力コストは年々
増加している。特に電子データ保存の義務化
については、全ての事業者が対象となってお
り影響は大きい。システム改修や従業員教育
など、事務負担が増大する中小企業に対して
特段の配慮が求められる。

　Ⅲ．地方のあり方

●今般のコロナ禍は国と地方の役割分担の曖昧
さだけでなく、自治体と診療所を含む医療機
関の間での意思疎通不足を表面化させ、これ

による混乱は現在も尾をひいている。医療制
度の抜本改革の必要性については前述した
が、現行制度下でも病院間の役割分担や広域
的な救急医療など自治体のリーダーシップで
解決できる問題は少なくない。要は行政と医
療機関のやる気なのである。

●地方自身がそれぞれの特色や強みをいかした
活性化戦略を構築し、地域の民間の知恵と工
夫により、新たな地場技術やビジネス手法を
開発していくことが不可欠である。その際に
最も重要なのは、地方が自立・自助の精神を
理念とし、自らの責任で必要な安定財源の確
保や行政改革を企画・立案し実行していくこ
とである。

（１）地方創生では、さらなる税制上の施策に
よる本社機能移転の促進、地元の特性に根差
した技術の活用、地元大学との連携などによ
る技術集積づくりや人材の育成等、実効性の
ある改革を大胆に行う必要がある。また、中
小企業の事業承継の問題は地方創生戦略との
関係からも重要と認識すべきである。

（２）広域行政による効率化や危機対応につい
て早急かつ具体的な検討を行うべきである。
基礎自治体（人口３０万人程度）の拡充を図
るため、さらなる市町村合併を推進し、合併
メリットを追求する必要がある。

（３）国に比べて身近で小規模な事業が多い地
方の行財政改革には、「事業仕分け」のよう
な民間のチェック機能を活かした手法が有効
であり、各自治体においても広く導入すべき
である。

（４）地方公務員給与は近年、国家公務員給与
と比べたラスパイレス指数（全国平均ベース）
が改善せずに高止まりしており、適正な水準
に是正する必要がある。そのためには国家公
務員に準拠するのではなく、地域の民間企業
の実態に準拠した給与体系に見直すことが重
要である。

（５）地方議会は大胆にスリム化するとともに、
より納税者の視点に立って行政に対する

チェック機能を果たすべきである。また、高
すぎる議員報酬の一層の削減と政務活動費の
適正化を求める。行政委員会委員の報酬につ
いても日当制を広く導入するなど見直すべき
である。

　Ⅳ．震災復興等

●これまでの効果を十分に検証し、予算の執行
を効率化するとともに、原発事故への対応を
含めて引き続き適切な支援を行う必要があ
る。とりわけ被災地における企業の定着、雇
用確保を図ることが重要であり、実効性のあ
る措置を講じるよう求める。

●また近年、熊本をはじめとした強い地震や台
風などによる大規模な自然災害が相次いで発
生している。東日本大震災の対応などを踏ま
え、被災者の立場に立った適切な支援と実効

性のある措置を講じ、被災地の確実な復旧・
復興等に向けて取り組まなければならない。
その際、被災者支援の観点から、災害による
損失を雑損控除と切り離した、新たな控除制
度の創設について検討すべきである。

　Ⅴ．その他

　１．納税環境の整備　　　　　　　　　

　２．環境問題に対する税制上の対応　　
●欧米などの制度や議論の動向を見極めつつ、
既存のエネルギー関係税制との調整を図り、
幅広い観点から十分な検討が行われるべきで
ある。

　３．租税教育の充実　　　　　　　　　
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　Ⅰ．税・財政改革のあり方

●コロナ禍が最悪期を脱しウイルスとの共生段
階に入ったとされる今、まずはこのコロナ対
策財源の借金返済をどう進めるかが最大の課
題である。

●すでに米国、イギリス、ドイツなどではコロ
ナ禍の真只中にあった時期から、増税などを
含めた大枠の返済計画を示し実行に移し始め
た。我が国においても、少なくとも国債で賄っ
たコロナ対策費の負担について、将来世代に
先送りせず現世代で解決するよう返済計画を
策定することが急務である。

　１．財政健全化に向けて　　　　　　　
●これまでも財政を左右すると指摘されてきた
団塊の世代が、ついに本年度から後期高齢者
に入り始めた。本来なら、それまでに少なく
ともＰＢ黒字化を達成しておかねばならな
かった。財政健全化が国家的課題であること
を政治家も国民も再確認し不退転の決意で臨
む必要がある。

（１）コロナ禍は最悪期を脱し社会経済活動は
平時に戻りつつあるが、その影響がなくなっ
たわけではない。このため、相応の需要喚起
を行うことも必要ではあるが、それがバラマ
キ政策とならないよう十分配慮すべきであ
る。

（２）財政健全化は国家的課題であり、コロナ
禍収束後には本格的な歳出・歳入の一体的改
革に入れるよう準備を進めることが重要であ
る。歳入では安易に税の自然増収を前提とす
ることなく、また歳出については聖域を設け

ずに分野別の具体的な削減・抑制の方策と工
程表を明示し、着実に改革を実行するよう求
める。

（３）国債の信認が揺らいだ場合、長期金利の
急上昇など金融資本市場に多大な影響を与
え、成長を阻害することが考えられる。すで
に日銀は政府による過剰な依存が主因とはい
え、国債保有が異常に高い水準に達している
ほか、株式市場でも市場機能を歪めかねない
存在となっている。いずれ金融政策は正常化
させねばならず、その際には政府と日銀が健
全な関係を構築し、副作用を最小限に抑える
よう細心の政策運営が求められる。

　２．社会保障制度に対する基本的考え方
●社会保障給付費は公費と保険料で構成されて
おり、財政のあり方と密接不可分の関係にあ
る。現状の「中福祉・低負担」という不均衡
を「中福祉・中負担」という正常な姿に改革
するには、適正な負担を確保するとともに、
給付を「重点化・効率化」により可能な限り
抑制するしか方法はない。

●社会保障のあり方では「自助」「公助」「共助」
の役割と範囲を改めて見直すほか、公平性の
視点が重要である。医療保険の窓口負担や介
護保険の利用者負担などの本人負担について
は、高齢者においても負担能力に応じた公平
な負担を原則とする必要がある。

（１）年金については、「マクロ経済スライドの
厳格対応」、「支給開始年齢の引き上げ」、「高
所得高齢者の基礎年金国庫負担相当分の年金
給付削減」等、抜本的な施策を実施すべきで
ある。

（２）医療は産業政策的に成長分野と位置付け、
デジタル化対応など大胆な規制改革を行う必
要がある。給付の急増抑制や都市と地方、診
療科間の公平性を確保するために診療報酬（本
体）の配分等を見直すとともに、政府の新目
標であるジェネリックの普及率「全ての都道
府県で８０％以上」を達成する必要がある。

（３）介護保険については、制度の持続性を高
めるために真に介護が必要な者とそうでない
者とにメリハリをつけ、公平性の視点から給
付及び負担のあり方を見直すべきである。 

（４）生活保護については、給付水準のあり方
などを見直すとともに、不正受給の防止など
さらなる厳格な運用が不可欠である。

（５）少子化対策では、現金給付より保育所や
学童保育等を整備するなどの現物給付に重点
を置くべきである。その際、企業も積極的に
子育て支援に関与できるよう、企業主導型保
育事業のさらなる活用に向けて検討する。

　　また、子ども・子育て支援等の取り組みを
着実に推進するためには安定財源を確保する
必要がある。

（６）中小企業の厳しい経営実態を踏まえ、企
業への過度な保険料負担を抑え、経済成長を
阻害しないような社会保障制度の確立が求め
られる。

　　また、配偶者控除等の税の問題や年金等の
社会保障の問題は就労調整が行われる一つの
要因となっており、人手不足で悩む中小企業
にとって深刻な問題である。女性の就労を支
援するためにも、税と社会保障の問題を一括
して議論すべきである。

　３．行政改革の徹底　　　　　　　　　
●行政改革を徹底するに当たっては、地方を含
めた政府・議会が「まず隗より始めよ」の精
神に基づき自ら身を削ることが重要である。
以下の諸施策について、直ちに明確な期限と
数値目標を定めて改革を断行するよう強く求
める。

（１）国･地方における議員定数の大胆な削減､
歳費の抑制。　　　

（２）厳しい財政状況を踏まえ、国・地方公務
員の人員削減と、能力を重視した賃金体系に
よる人件費の抑制。

（３）特別会計と独立行政法人の無駄の削減。
（４）積極的な民間活力導入を行い成長につなげ
る。的な民間活力導入を行い成長につなげる。

 
　４．マイナンバー制度について　　　　
●マイナンバー制度は、すでに運用を開始して
いるが、未だ国民や事業者が正しく制度を理
解しているとは言い難い。それはマイナン
バーカードの低い普及率などに表れている。
コロナ禍の混乱が同カードを利用したデジタ
ル対応をできなかった結果によるという点を
踏まえ、政府は制度の意義の周知に努め、そ
の定着に向け本腰を入れて取り組んでいく必
要がある。

　５．今後の税制改革のあり方　　　　　

　Ⅱ．経済活性化と中小企業対策

●我が国の社会経済活動はようやくコロナとの共
生段階に入ったが、欧米のように本格化はし
ていない。このため、業種によっては依然と
して苦境から脱出できないでいる企業も多い。
政府にはモラルハザードが生じないよう十分
に注意しつつ実効性ある対応が求められる。

　１．中小企業の活性化に資する税制措置
●中小企業は地域経済の担い手であるだけでは
なく、我が国経済の礎である。コロナ禍の影
響が依然残っているだけでなく、エネルギー
や原材料価格の上昇などが重なり、経営環境
は一段と厳しさを増している。中には廃業に
追い込まれる例も珍しくない。そうした中で
求められるのは、健全な経営に取り組んでい
る企業が、持てる能力を十分に発揮できるよ

うな税制の確立である。
（１）法人税率の軽減措置
　　中小法人に適用される軽減税率の特例
15％を本則化すべきである。また、昭和５６
年以来、８００万円以下に据え置かれている
軽減税率の適用所得金額を、少なくとも
１，６００万円程度に引き上げる。なお、本
制度は令和５年３月末日が適用期限となって
いることから、直ちに本則化することが困難
な場合は適用期限を延長する。

（２）中小企業の技術革新など
　　　　　経済活性化に資する措置
　　租税特別措置については、公平性・簡素化
の観点から、政策目的を達したものは廃止を
含めて整理合理化を行う必要はあるが、中小
企業の技術革新など経済活性化に資する措置
は、以下のとおり制度を拡充したうえで本則
化すべきである。  

 ①中小企業投資促進税制については、
　　　　対象設備を拡充したうえ、「中古設備」
　　　　を含める。なお、それが直ちに困難な
　　　　場合は、令和５年３月末日となってい
　　　　る適用期限を延長する。
 ②少額減価償却資産の取得価額の損金
　　　　算入の特例措置については、損金算入
　　　　額の上限（合計３００万円）を撤廃し
　　　　全額を損金算入とする。
（３）中小企業等の設備投資支援措置
　　中小企業経営強化税制（中小企業等経営強
化法）や、中小企業が取得する償却資産に係
る固定資産税の特例（先端設備等導入制度）
等を適用するに当たっては、手続きを簡素化
するとともに、事業年度末（賦課期日）が迫っ
た申請や認定について弾力的に対処する。

　　 なお、「中小企業経営強化税制」「固定資
産税の特例」「中小企業防災・減災投資促進
税制」「デジタルトランスフォーメーション
投資促進税制」は、令和５年３月末日が適用
期限となっていることから、適用期限を延長
する。

　2．事業承継税制の拡充　　　　　　　
●我が国企業の大半を占める中小企業は、地域
経済の活性化や雇用の確保などに大きく貢献
している。中小企業が相続税の負担等によっ
て事業が承継できなくなれば、経済社会の根
幹が揺らぐことになる。

（１）事業用資産を一般資産と切り離した
　　　　　　　本格的な事業承継税制の創設
　　我が国の納税猶予制度は、欧州主要国と比
較すると限定的な措置にとどまっており、欧
州並みの本格的な事業承継税制が必要である。
とくに、事業継続に資する相続については、
事業従事を条件として他の一般資産と切り離
し、非上場株式を含めて事業用資産への課税
を軽減あるいは免除する制度の創設が求めら
れる。

（２）相続税、贈与税の納税猶予制度の充実
 ①猶予制度ではなく免除制度に改める。
 ②新型コロナの影響などを考慮すると、
　　　　より一層、平成２９年以前の制度適用
　　　　者に対しても要件を緩和するなど配慮
　　　　すべきである。
 ③国は円滑な事業承継が図られるよう、
　　　　経営者に向けた制度周知に努める 必要
　　　　がある。
（３）取引相場のない株式の評価の見直し　　

３．消費税への対応　　　　　　　　　　
●消費税は社会保障の安定財源確保と財政健全
化に欠かせないが、軽減税率制度は事業者の
事務負担が大きいうえ、税制の簡素化、税務
執行コストおよび税収確保などの観点から問
題が多い。このため、かねてから税率１０％
程度までは単一税率が望ましく、低所得者対
策は「簡素な給付措置」の見直しで対応する
のが適当であることを指摘してきた。政府は、
国民や事業者への影響、低所得者対策の効果
等を検証し、問題があれば同制度の是非を含

めて見直しが必要である。
（１）令和５年１０月から導入される「インボ
イス制度」について、すでに「インボイス発
行事業者」の登録申請がはじまっているもの
の、事業者のインボイス制度に対する理解が
十分に深まっているとは言い難い。さらに、
新型コロナは小規模事業者等の事業継続に大
きな困難をもたらした。これら事業者が事務
負担増や取引から排除等の理由により休廃業
に追い込まれることのないよう、当面は現行
の「区分記載請求書等保存方式」の維持、ま
たは免税事業者からの仕入税額相当額の８割
を控除できる経過措置を当分の間維持するな
ど、弾力的に対応すべきである。　　

（２）インボイス制度を実施するのであれば、
国は事業者に混乱が生じないよう制度の周知
を徹底するとともに、事務負担が軽減するよ
うな環境整備が必要である。また、課税事業
者が免税事業者と取引を行うに際し、取引価
格の引下げや取引の停止などの不利益を与え
ないよう、実効性の高い対策をとるべきであ
る。

（３） 消費税の滞納防止は税率の引き上げに
伴ってより重要な課題となっている。消費税
の制度、執行面においてさらなる対策を講じ
る必要がある。

（４）インボイス制度や電子帳簿保存法の改正
による電子データ保存の義務化に対応するな
ど、事業者の事務負担、納税協力コストは年々
増加している。特に電子データ保存の義務化
については、全ての事業者が対象となってお
り影響は大きい。システム改修や従業員教育
など、事務負担が増大する中小企業に対して
特段の配慮が求められる。

　Ⅲ．地方のあり方

●今般のコロナ禍は国と地方の役割分担の曖昧
さだけでなく、自治体と診療所を含む医療機
関の間での意思疎通不足を表面化させ、これ

による混乱は現在も尾をひいている。医療制
度の抜本改革の必要性については前述した
が、現行制度下でも病院間の役割分担や広域
的な救急医療など自治体のリーダーシップで
解決できる問題は少なくない。要は行政と医
療機関のやる気なのである。

●地方自身がそれぞれの特色や強みをいかした
活性化戦略を構築し、地域の民間の知恵と工
夫により、新たな地場技術やビジネス手法を
開発していくことが不可欠である。その際に
最も重要なのは、地方が自立・自助の精神を
理念とし、自らの責任で必要な安定財源の確
保や行政改革を企画・立案し実行していくこ
とである。

（１）地方創生では、さらなる税制上の施策に
よる本社機能移転の促進、地元の特性に根差
した技術の活用、地元大学との連携などによ
る技術集積づくりや人材の育成等、実効性の
ある改革を大胆に行う必要がある。また、中
小企業の事業承継の問題は地方創生戦略との
関係からも重要と認識すべきである。

（２）広域行政による効率化や危機対応につい
て早急かつ具体的な検討を行うべきである。
基礎自治体（人口３０万人程度）の拡充を図
るため、さらなる市町村合併を推進し、合併
メリットを追求する必要がある。

（３）国に比べて身近で小規模な事業が多い地
方の行財政改革には、「事業仕分け」のよう
な民間のチェック機能を活かした手法が有効
であり、各自治体においても広く導入すべき
である。

（４）地方公務員給与は近年、国家公務員給与
と比べたラスパイレス指数（全国平均ベース）
が改善せずに高止まりしており、適正な水準
に是正する必要がある。そのためには国家公
務員に準拠するのではなく、地域の民間企業
の実態に準拠した給与体系に見直すことが重
要である。

（５）地方議会は大胆にスリム化するとともに、
より納税者の視点に立って行政に対する

チェック機能を果たすべきである。また、高
すぎる議員報酬の一層の削減と政務活動費の
適正化を求める。行政委員会委員の報酬につ
いても日当制を広く導入するなど見直すべき
である。

　Ⅳ．震災復興等

●これまでの効果を十分に検証し、予算の執行
を効率化するとともに、原発事故への対応を
含めて引き続き適切な支援を行う必要があ
る。とりわけ被災地における企業の定着、雇
用確保を図ることが重要であり、実効性のあ
る措置を講じるよう求める。

●また近年、熊本をはじめとした強い地震や台
風などによる大規模な自然災害が相次いで発
生している。東日本大震災の対応などを踏ま
え、被災者の立場に立った適切な支援と実効

性のある措置を講じ、被災地の確実な復旧・
復興等に向けて取り組まなければならない。
その際、被災者支援の観点から、災害による
損失を雑損控除と切り離した、新たな控除制
度の創設について検討すべきである。

　Ⅴ．その他

　１．納税環境の整備　　　　　　　　　

　２．環境問題に対する税制上の対応　　
●欧米などの制度や議論の動向を見極めつつ、
既存のエネルギー関係税制との調整を図り、
幅広い観点から十分な検討が行われるべきで
ある。

　３．租税教育の充実　　　　　　　　　

　Ⅰ．税・財政改革のあり方

●コロナ禍が最悪期を脱しウイルスとの共生段
階に入ったとされる今、まずはこのコロナ対
策財源の借金返済をどう進めるかが最大の課
題である。

●すでに米国、イギリス、ドイツなどではコロ
ナ禍の真只中にあった時期から、増税などを
含めた大枠の返済計画を示し実行に移し始め
た。我が国においても、少なくとも国債で賄っ
たコロナ対策費の負担について、将来世代に
先送りせず現世代で解決するよう返済計画を
策定することが急務である。

　１．財政健全化に向けて　　　　　　　
●これまでも財政を左右すると指摘されてきた
団塊の世代が、ついに本年度から後期高齢者
に入り始めた。本来なら、それまでに少なく
ともＰＢ黒字化を達成しておかねばならな
かった。財政健全化が国家的課題であること
を政治家も国民も再確認し不退転の決意で臨
む必要がある。

（１）コロナ禍は最悪期を脱し社会経済活動は
平時に戻りつつあるが、その影響がなくなっ
たわけではない。このため、相応の需要喚起
を行うことも必要ではあるが、それがバラマ
キ政策とならないよう十分配慮すべきであ
る。

（２）財政健全化は国家的課題であり、コロナ
禍収束後には本格的な歳出・歳入の一体的改
革に入れるよう準備を進めることが重要であ
る。歳入では安易に税の自然増収を前提とす
ることなく、また歳出については聖域を設け

ずに分野別の具体的な削減・抑制の方策と工
程表を明示し、着実に改革を実行するよう求
める。

（３）国債の信認が揺らいだ場合、長期金利の
急上昇など金融資本市場に多大な影響を与
え、成長を阻害することが考えられる。すで
に日銀は政府による過剰な依存が主因とはい
え、国債保有が異常に高い水準に達している
ほか、株式市場でも市場機能を歪めかねない
存在となっている。いずれ金融政策は正常化
させねばならず、その際には政府と日銀が健
全な関係を構築し、副作用を最小限に抑える
よう細心の政策運営が求められる。

　２．社会保障制度に対する基本的考え方
●社会保障給付費は公費と保険料で構成されて
おり、財政のあり方と密接不可分の関係にあ
る。現状の「中福祉・低負担」という不均衡
を「中福祉・中負担」という正常な姿に改革
するには、適正な負担を確保するとともに、
給付を「重点化・効率化」により可能な限り
抑制するしか方法はない。

●社会保障のあり方では「自助」「公助」「共助」
の役割と範囲を改めて見直すほか、公平性の
視点が重要である。医療保険の窓口負担や介
護保険の利用者負担などの本人負担について
は、高齢者においても負担能力に応じた公平
な負担を原則とする必要がある。

（１）年金については、「マクロ経済スライドの
厳格対応」、「支給開始年齢の引き上げ」、「高
所得高齢者の基礎年金国庫負担相当分の年金
給付削減」等、抜本的な施策を実施すべきで
ある。

（２）医療は産業政策的に成長分野と位置付け、
デジタル化対応など大胆な規制改革を行う必
要がある。給付の急増抑制や都市と地方、診
療科間の公平性を確保するために診療報酬（本
体）の配分等を見直すとともに、政府の新目
標であるジェネリックの普及率「全ての都道
府県で８０％以上」を達成する必要がある。

（３）介護保険については、制度の持続性を高
めるために真に介護が必要な者とそうでない
者とにメリハリをつけ、公平性の視点から給
付及び負担のあり方を見直すべきである。 

（４）生活保護については、給付水準のあり方
などを見直すとともに、不正受給の防止など
さらなる厳格な運用が不可欠である。

（５）少子化対策では、現金給付より保育所や
学童保育等を整備するなどの現物給付に重点
を置くべきである。その際、企業も積極的に
子育て支援に関与できるよう、企業主導型保
育事業のさらなる活用に向けて検討する。

　　また、子ども・子育て支援等の取り組みを
着実に推進するためには安定財源を確保する
必要がある。

（６）中小企業の厳しい経営実態を踏まえ、企
業への過度な保険料負担を抑え、経済成長を
阻害しないような社会保障制度の確立が求め
られる。

　　また、配偶者控除等の税の問題や年金等の
社会保障の問題は就労調整が行われる一つの
要因となっており、人手不足で悩む中小企業
にとって深刻な問題である。女性の就労を支
援するためにも、税と社会保障の問題を一括
して議論すべきである。

　３．行政改革の徹底　　　　　　　　　
●行政改革を徹底するに当たっては、地方を含
めた政府・議会が「まず隗より始めよ」の精
神に基づき自ら身を削ることが重要である。
以下の諸施策について、直ちに明確な期限と
数値目標を定めて改革を断行するよう強く求
める。

（１）国･地方における議員定数の大胆な削減､
歳費の抑制。　　　

（２）厳しい財政状況を踏まえ、国・地方公務
員の人員削減と、能力を重視した賃金体系に
よる人件費の抑制。

（３）特別会計と独立行政法人の無駄の削減。
（４）積極的な民間活力導入を行い成長につなげ
る。的な民間活力導入を行い成長につなげる。

 
　４．マイナンバー制度について　　　　
●マイナンバー制度は、すでに運用を開始して
いるが、未だ国民や事業者が正しく制度を理
解しているとは言い難い。それはマイナン
バーカードの低い普及率などに表れている。
コロナ禍の混乱が同カードを利用したデジタ
ル対応をできなかった結果によるという点を
踏まえ、政府は制度の意義の周知に努め、そ
の定着に向け本腰を入れて取り組んでいく必
要がある。

　５．今後の税制改革のあり方　　　　　

　Ⅱ．経済活性化と中小企業対策

●我が国の社会経済活動はようやくコロナとの共
生段階に入ったが、欧米のように本格化はし
ていない。このため、業種によっては依然と
して苦境から脱出できないでいる企業も多い。
政府にはモラルハザードが生じないよう十分
に注意しつつ実効性ある対応が求められる。

　１．中小企業の活性化に資する税制措置
●中小企業は地域経済の担い手であるだけでは
なく、我が国経済の礎である。コロナ禍の影
響が依然残っているだけでなく、エネルギー
や原材料価格の上昇などが重なり、経営環境
は一段と厳しさを増している。中には廃業に
追い込まれる例も珍しくない。そうした中で
求められるのは、健全な経営に取り組んでい
る企業が、持てる能力を十分に発揮できるよ

うな税制の確立である。
（１）法人税率の軽減措置
　　中小法人に適用される軽減税率の特例
15％を本則化すべきである。また、昭和５６
年以来、８００万円以下に据え置かれている
軽減税率の適用所得金額を、少なくとも
１，６００万円程度に引き上げる。なお、本
制度は令和５年３月末日が適用期限となって
いることから、直ちに本則化することが困難
な場合は適用期限を延長する。

（２）中小企業の技術革新など
　　　　　経済活性化に資する措置
　　租税特別措置については、公平性・簡素化
の観点から、政策目的を達したものは廃止を
含めて整理合理化を行う必要はあるが、中小
企業の技術革新など経済活性化に資する措置
は、以下のとおり制度を拡充したうえで本則
化すべきである。  

 ①中小企業投資促進税制については、
　　　　対象設備を拡充したうえ、「中古設備」
　　　　を含める。なお、それが直ちに困難な
　　　　場合は、令和５年３月末日となってい
　　　　る適用期限を延長する。
 ②少額減価償却資産の取得価額の損金
　　　　算入の特例措置については、損金算入
　　　　額の上限（合計３００万円）を撤廃し
　　　　全額を損金算入とする。
（３）中小企業等の設備投資支援措置
　　中小企業経営強化税制（中小企業等経営強
化法）や、中小企業が取得する償却資産に係
る固定資産税の特例（先端設備等導入制度）
等を適用するに当たっては、手続きを簡素化
するとともに、事業年度末（賦課期日）が迫っ
た申請や認定について弾力的に対処する。

　　 なお、「中小企業経営強化税制」「固定資
産税の特例」「中小企業防災・減災投資促進
税制」「デジタルトランスフォーメーション
投資促進税制」は、令和５年３月末日が適用
期限となっていることから、適用期限を延長
する。

　2．事業承継税制の拡充　　　　　　　
●我が国企業の大半を占める中小企業は、地域
経済の活性化や雇用の確保などに大きく貢献
している。中小企業が相続税の負担等によっ
て事業が承継できなくなれば、経済社会の根
幹が揺らぐことになる。

（１）事業用資産を一般資産と切り離した
　　　　　　　本格的な事業承継税制の創設
　　我が国の納税猶予制度は、欧州主要国と比
較すると限定的な措置にとどまっており、欧
州並みの本格的な事業承継税制が必要である。
とくに、事業継続に資する相続については、
事業従事を条件として他の一般資産と切り離
し、非上場株式を含めて事業用資産への課税
を軽減あるいは免除する制度の創設が求めら
れる。

（２）相続税、贈与税の納税猶予制度の充実
 ①猶予制度ではなく免除制度に改める。
 ②新型コロナの影響などを考慮すると、
　　　　より一層、平成２９年以前の制度適用
　　　　者に対しても要件を緩和するなど配慮
　　　　すべきである。
 ③国は円滑な事業承継が図られるよう、
　　　　経営者に向けた制度周知に努める 必要
　　　　がある。
（３）取引相場のない株式の評価の見直し　　

３．消費税への対応　　　　　　　　　　
●消費税は社会保障の安定財源確保と財政健全
化に欠かせないが、軽減税率制度は事業者の
事務負担が大きいうえ、税制の簡素化、税務
執行コストおよび税収確保などの観点から問
題が多い。このため、かねてから税率１０％
程度までは単一税率が望ましく、低所得者対
策は「簡素な給付措置」の見直しで対応する
のが適当であることを指摘してきた。政府は、
国民や事業者への影響、低所得者対策の効果
等を検証し、問題があれば同制度の是非を含

めて見直しが必要である。
（１）令和５年１０月から導入される「インボ
イス制度」について、すでに「インボイス発
行事業者」の登録申請がはじまっているもの
の、事業者のインボイス制度に対する理解が
十分に深まっているとは言い難い。さらに、
新型コロナは小規模事業者等の事業継続に大
きな困難をもたらした。これら事業者が事務
負担増や取引から排除等の理由により休廃業
に追い込まれることのないよう、当面は現行
の「区分記載請求書等保存方式」の維持、ま
たは免税事業者からの仕入税額相当額の８割
を控除できる経過措置を当分の間維持するな
ど、弾力的に対応すべきである。　　

（２）インボイス制度を実施するのであれば、
国は事業者に混乱が生じないよう制度の周知
を徹底するとともに、事務負担が軽減するよ
うな環境整備が必要である。また、課税事業
者が免税事業者と取引を行うに際し、取引価
格の引下げや取引の停止などの不利益を与え
ないよう、実効性の高い対策をとるべきであ
る。

（３） 消費税の滞納防止は税率の引き上げに
伴ってより重要な課題となっている。消費税
の制度、執行面においてさらなる対策を講じ
る必要がある。

（４）インボイス制度や電子帳簿保存法の改正
による電子データ保存の義務化に対応するな
ど、事業者の事務負担、納税協力コストは年々
増加している。特に電子データ保存の義務化
については、全ての事業者が対象となってお
り影響は大きい。システム改修や従業員教育
など、事務負担が増大する中小企業に対して
特段の配慮が求められる。

　Ⅲ．地方のあり方

●今般のコロナ禍は国と地方の役割分担の曖昧
さだけでなく、自治体と診療所を含む医療機
関の間での意思疎通不足を表面化させ、これ

による混乱は現在も尾をひいている。医療制
度の抜本改革の必要性については前述した
が、現行制度下でも病院間の役割分担や広域
的な救急医療など自治体のリーダーシップで
解決できる問題は少なくない。要は行政と医
療機関のやる気なのである。

●地方自身がそれぞれの特色や強みをいかした
活性化戦略を構築し、地域の民間の知恵と工
夫により、新たな地場技術やビジネス手法を
開発していくことが不可欠である。その際に
最も重要なのは、地方が自立・自助の精神を
理念とし、自らの責任で必要な安定財源の確
保や行政改革を企画・立案し実行していくこ
とである。

（１）地方創生では、さらなる税制上の施策に
よる本社機能移転の促進、地元の特性に根差
した技術の活用、地元大学との連携などによ
る技術集積づくりや人材の育成等、実効性の
ある改革を大胆に行う必要がある。また、中
小企業の事業承継の問題は地方創生戦略との
関係からも重要と認識すべきである。

（２）広域行政による効率化や危機対応につい
て早急かつ具体的な検討を行うべきである。
基礎自治体（人口３０万人程度）の拡充を図
るため、さらなる市町村合併を推進し、合併
メリットを追求する必要がある。

（３）国に比べて身近で小規模な事業が多い地
方の行財政改革には、「事業仕分け」のよう
な民間のチェック機能を活かした手法が有効
であり、各自治体においても広く導入すべき
である。

（４）地方公務員給与は近年、国家公務員給与
と比べたラスパイレス指数（全国平均ベース）
が改善せずに高止まりしており、適正な水準
に是正する必要がある。そのためには国家公
務員に準拠するのではなく、地域の民間企業
の実態に準拠した給与体系に見直すことが重
要である。

（５）地方議会は大胆にスリム化するとともに、
より納税者の視点に立って行政に対する

チェック機能を果たすべきである。また、高
すぎる議員報酬の一層の削減と政務活動費の
適正化を求める。行政委員会委員の報酬につ
いても日当制を広く導入するなど見直すべき
である。

　Ⅳ．震災復興等

●これまでの効果を十分に検証し、予算の執行
を効率化するとともに、原発事故への対応を
含めて引き続き適切な支援を行う必要があ
る。とりわけ被災地における企業の定着、雇
用確保を図ることが重要であり、実効性のあ
る措置を講じるよう求める。

●また近年、熊本をはじめとした強い地震や台
風などによる大規模な自然災害が相次いで発
生している。東日本大震災の対応などを踏ま
え、被災者の立場に立った適切な支援と実効

性のある措置を講じ、被災地の確実な復旧・
復興等に向けて取り組まなければならない。
その際、被災者支援の観点から、災害による
損失を雑損控除と切り離した、新たな控除制
度の創設について検討すべきである。

　Ⅴ．その他

　１．納税環境の整備　　　　　　　　　

　２．環境問題に対する税制上の対応　　
●欧米などの制度や議論の動向を見極めつつ、
既存のエネルギー関係税制との調整を図り、
幅広い観点から十分な検討が行われるべきで
ある。

　３．租税教育の充実　　　　　　　　　
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　Ⅰ．税・財政改革のあり方

●コロナ禍が最悪期を脱しウイルスとの共生段
階に入ったとされる今、まずはこのコロナ対
策財源の借金返済をどう進めるかが最大の課
題である。

●すでに米国、イギリス、ドイツなどではコロ
ナ禍の真只中にあった時期から、増税などを
含めた大枠の返済計画を示し実行に移し始め
た。我が国においても、少なくとも国債で賄っ
たコロナ対策費の負担について、将来世代に
先送りせず現世代で解決するよう返済計画を
策定することが急務である。

　１．財政健全化に向けて　　　　　　　
●これまでも財政を左右すると指摘されてきた
団塊の世代が、ついに本年度から後期高齢者
に入り始めた。本来なら、それまでに少なく
ともＰＢ黒字化を達成しておかねばならな
かった。財政健全化が国家的課題であること
を政治家も国民も再確認し不退転の決意で臨
む必要がある。

（１）コロナ禍は最悪期を脱し社会経済活動は
平時に戻りつつあるが、その影響がなくなっ
たわけではない。このため、相応の需要喚起
を行うことも必要ではあるが、それがバラマ
キ政策とならないよう十分配慮すべきであ
る。

（２）財政健全化は国家的課題であり、コロナ
禍収束後には本格的な歳出・歳入の一体的改
革に入れるよう準備を進めることが重要であ
る。歳入では安易に税の自然増収を前提とす
ることなく、また歳出については聖域を設け

ずに分野別の具体的な削減・抑制の方策と工
程表を明示し、着実に改革を実行するよう求
める。

（３）国債の信認が揺らいだ場合、長期金利の
急上昇など金融資本市場に多大な影響を与
え、成長を阻害することが考えられる。すで
に日銀は政府による過剰な依存が主因とはい
え、国債保有が異常に高い水準に達している
ほか、株式市場でも市場機能を歪めかねない
存在となっている。いずれ金融政策は正常化
させねばならず、その際には政府と日銀が健
全な関係を構築し、副作用を最小限に抑える
よう細心の政策運営が求められる。

　２．社会保障制度に対する基本的考え方
●社会保障給付費は公費と保険料で構成されて
おり、財政のあり方と密接不可分の関係にあ
る。現状の「中福祉・低負担」という不均衡
を「中福祉・中負担」という正常な姿に改革
するには、適正な負担を確保するとともに、
給付を「重点化・効率化」により可能な限り
抑制するしか方法はない。

●社会保障のあり方では「自助」「公助」「共助」
の役割と範囲を改めて見直すほか、公平性の
視点が重要である。医療保険の窓口負担や介
護保険の利用者負担などの本人負担について
は、高齢者においても負担能力に応じた公平
な負担を原則とする必要がある。

（１）年金については、「マクロ経済スライドの
厳格対応」、「支給開始年齢の引き上げ」、「高
所得高齢者の基礎年金国庫負担相当分の年金
給付削減」等、抜本的な施策を実施すべきで
ある。

（２）医療は産業政策的に成長分野と位置付け、
デジタル化対応など大胆な規制改革を行う必
要がある。給付の急増抑制や都市と地方、診
療科間の公平性を確保するために診療報酬（本
体）の配分等を見直すとともに、政府の新目
標であるジェネリックの普及率「全ての都道
府県で８０％以上」を達成する必要がある。

（３）介護保険については、制度の持続性を高
めるために真に介護が必要な者とそうでない
者とにメリハリをつけ、公平性の視点から給
付及び負担のあり方を見直すべきである。 

（４）生活保護については、給付水準のあり方
などを見直すとともに、不正受給の防止など
さらなる厳格な運用が不可欠である。

（５）少子化対策では、現金給付より保育所や
学童保育等を整備するなどの現物給付に重点
を置くべきである。その際、企業も積極的に
子育て支援に関与できるよう、企業主導型保
育事業のさらなる活用に向けて検討する。

　　また、子ども・子育て支援等の取り組みを
着実に推進するためには安定財源を確保する
必要がある。

（６）中小企業の厳しい経営実態を踏まえ、企
業への過度な保険料負担を抑え、経済成長を
阻害しないような社会保障制度の確立が求め
られる。

　　また、配偶者控除等の税の問題や年金等の
社会保障の問題は就労調整が行われる一つの
要因となっており、人手不足で悩む中小企業
にとって深刻な問題である。女性の就労を支
援するためにも、税と社会保障の問題を一括
して議論すべきである。

　３．行政改革の徹底　　　　　　　　　
●行政改革を徹底するに当たっては、地方を含
めた政府・議会が「まず隗より始めよ」の精
神に基づき自ら身を削ることが重要である。
以下の諸施策について、直ちに明確な期限と
数値目標を定めて改革を断行するよう強く求
める。

（１）国･地方における議員定数の大胆な削減､
歳費の抑制。　　　

（２）厳しい財政状況を踏まえ、国・地方公務
員の人員削減と、能力を重視した賃金体系に
よる人件費の抑制。

（３）特別会計と独立行政法人の無駄の削減。
（４）積極的な民間活力導入を行い成長につなげ
る。的な民間活力導入を行い成長につなげる。

 
　４．マイナンバー制度について　　　　
●マイナンバー制度は、すでに運用を開始して
いるが、未だ国民や事業者が正しく制度を理
解しているとは言い難い。それはマイナン
バーカードの低い普及率などに表れている。
コロナ禍の混乱が同カードを利用したデジタ
ル対応をできなかった結果によるという点を
踏まえ、政府は制度の意義の周知に努め、そ
の定着に向け本腰を入れて取り組んでいく必
要がある。

　５．今後の税制改革のあり方　　　　　

　Ⅱ．経済活性化と中小企業対策

●我が国の社会経済活動はようやくコロナとの共
生段階に入ったが、欧米のように本格化はし
ていない。このため、業種によっては依然と
して苦境から脱出できないでいる企業も多い。
政府にはモラルハザードが生じないよう十分
に注意しつつ実効性ある対応が求められる。

　１．中小企業の活性化に資する税制措置
●中小企業は地域経済の担い手であるだけでは
なく、我が国経済の礎である。コロナ禍の影
響が依然残っているだけでなく、エネルギー
や原材料価格の上昇などが重なり、経営環境
は一段と厳しさを増している。中には廃業に
追い込まれる例も珍しくない。そうした中で
求められるのは、健全な経営に取り組んでい
る企業が、持てる能力を十分に発揮できるよ

うな税制の確立である。
（１）法人税率の軽減措置
　　中小法人に適用される軽減税率の特例
15％を本則化すべきである。また、昭和５６
年以来、８００万円以下に据え置かれている
軽減税率の適用所得金額を、少なくとも
１，６００万円程度に引き上げる。なお、本
制度は令和５年３月末日が適用期限となって
いることから、直ちに本則化することが困難
な場合は適用期限を延長する。

（２）中小企業の技術革新など
　　　　　経済活性化に資する措置
　　租税特別措置については、公平性・簡素化
の観点から、政策目的を達したものは廃止を
含めて整理合理化を行う必要はあるが、中小
企業の技術革新など経済活性化に資する措置
は、以下のとおり制度を拡充したうえで本則
化すべきである。  

 ①中小企業投資促進税制については、
　　　　対象設備を拡充したうえ、「中古設備」
　　　　を含める。なお、それが直ちに困難な
　　　　場合は、令和５年３月末日となってい
　　　　る適用期限を延長する。
 ②少額減価償却資産の取得価額の損金
　　　　算入の特例措置については、損金算入
　　　　額の上限（合計３００万円）を撤廃し
　　　　全額を損金算入とする。
（３）中小企業等の設備投資支援措置
　　中小企業経営強化税制（中小企業等経営強
化法）や、中小企業が取得する償却資産に係
る固定資産税の特例（先端設備等導入制度）
等を適用するに当たっては、手続きを簡素化
するとともに、事業年度末（賦課期日）が迫っ
た申請や認定について弾力的に対処する。

　　 なお、「中小企業経営強化税制」「固定資
産税の特例」「中小企業防災・減災投資促進
税制」「デジタルトランスフォーメーション
投資促進税制」は、令和５年３月末日が適用
期限となっていることから、適用期限を延長
する。

　2．事業承継税制の拡充　　　　　　　
●我が国企業の大半を占める中小企業は、地域
経済の活性化や雇用の確保などに大きく貢献
している。中小企業が相続税の負担等によっ
て事業が承継できなくなれば、経済社会の根
幹が揺らぐことになる。

（１）事業用資産を一般資産と切り離した
　　　　　　　本格的な事業承継税制の創設
　　我が国の納税猶予制度は、欧州主要国と比
較すると限定的な措置にとどまっており、欧
州並みの本格的な事業承継税制が必要である。
とくに、事業継続に資する相続については、
事業従事を条件として他の一般資産と切り離
し、非上場株式を含めて事業用資産への課税
を軽減あるいは免除する制度の創設が求めら
れる。

（２）相続税、贈与税の納税猶予制度の充実
 ①猶予制度ではなく免除制度に改める。
 ②新型コロナの影響などを考慮すると、
　　　　より一層、平成２９年以前の制度適用
　　　　者に対しても要件を緩和するなど配慮
　　　　すべきである。
 ③国は円滑な事業承継が図られるよう、
　　　　経営者に向けた制度周知に努める 必要
　　　　がある。
（３）取引相場のない株式の評価の見直し　　

３．消費税への対応　　　　　　　　　　
●消費税は社会保障の安定財源確保と財政健全
化に欠かせないが、軽減税率制度は事業者の
事務負担が大きいうえ、税制の簡素化、税務
執行コストおよび税収確保などの観点から問
題が多い。このため、かねてから税率１０％
程度までは単一税率が望ましく、低所得者対
策は「簡素な給付措置」の見直しで対応する
のが適当であることを指摘してきた。政府は、
国民や事業者への影響、低所得者対策の効果
等を検証し、問題があれば同制度の是非を含

めて見直しが必要である。
（１）令和５年１０月から導入される「インボ
イス制度」について、すでに「インボイス発
行事業者」の登録申請がはじまっているもの
の、事業者のインボイス制度に対する理解が
十分に深まっているとは言い難い。さらに、
新型コロナは小規模事業者等の事業継続に大
きな困難をもたらした。これら事業者が事務
負担増や取引から排除等の理由により休廃業
に追い込まれることのないよう、当面は現行
の「区分記載請求書等保存方式」の維持、ま
たは免税事業者からの仕入税額相当額の８割
を控除できる経過措置を当分の間維持するな
ど、弾力的に対応すべきである。　　

（２）インボイス制度を実施するのであれば、
国は事業者に混乱が生じないよう制度の周知
を徹底するとともに、事務負担が軽減するよ
うな環境整備が必要である。また、課税事業
者が免税事業者と取引を行うに際し、取引価
格の引下げや取引の停止などの不利益を与え
ないよう、実効性の高い対策をとるべきであ
る。

（３） 消費税の滞納防止は税率の引き上げに
伴ってより重要な課題となっている。消費税
の制度、執行面においてさらなる対策を講じ
る必要がある。

（４）インボイス制度や電子帳簿保存法の改正
による電子データ保存の義務化に対応するな
ど、事業者の事務負担、納税協力コストは年々
増加している。特に電子データ保存の義務化
については、全ての事業者が対象となってお
り影響は大きい。システム改修や従業員教育
など、事務負担が増大する中小企業に対して
特段の配慮が求められる。

　Ⅲ．地方のあり方

●今般のコロナ禍は国と地方の役割分担の曖昧
さだけでなく、自治体と診療所を含む医療機
関の間での意思疎通不足を表面化させ、これ

による混乱は現在も尾をひいている。医療制
度の抜本改革の必要性については前述した
が、現行制度下でも病院間の役割分担や広域
的な救急医療など自治体のリーダーシップで
解決できる問題は少なくない。要は行政と医
療機関のやる気なのである。

●地方自身がそれぞれの特色や強みをいかした
活性化戦略を構築し、地域の民間の知恵と工
夫により、新たな地場技術やビジネス手法を
開発していくことが不可欠である。その際に
最も重要なのは、地方が自立・自助の精神を
理念とし、自らの責任で必要な安定財源の確
保や行政改革を企画・立案し実行していくこ
とである。

（１）地方創生では、さらなる税制上の施策に
よる本社機能移転の促進、地元の特性に根差
した技術の活用、地元大学との連携などによ
る技術集積づくりや人材の育成等、実効性の
ある改革を大胆に行う必要がある。また、中
小企業の事業承継の問題は地方創生戦略との
関係からも重要と認識すべきである。

（２）広域行政による効率化や危機対応につい
て早急かつ具体的な検討を行うべきである。
基礎自治体（人口３０万人程度）の拡充を図
るため、さらなる市町村合併を推進し、合併
メリットを追求する必要がある。

（３）国に比べて身近で小規模な事業が多い地
方の行財政改革には、「事業仕分け」のよう
な民間のチェック機能を活かした手法が有効
であり、各自治体においても広く導入すべき
である。

（４）地方公務員給与は近年、国家公務員給与
と比べたラスパイレス指数（全国平均ベース）
が改善せずに高止まりしており、適正な水準
に是正する必要がある。そのためには国家公
務員に準拠するのではなく、地域の民間企業
の実態に準拠した給与体系に見直すことが重
要である。

（５）地方議会は大胆にスリム化するとともに、
より納税者の視点に立って行政に対する

チェック機能を果たすべきである。また、高
すぎる議員報酬の一層の削減と政務活動費の
適正化を求める。行政委員会委員の報酬につ
いても日当制を広く導入するなど見直すべき
である。

　Ⅳ．震災復興等

●これまでの効果を十分に検証し、予算の執行
を効率化するとともに、原発事故への対応を
含めて引き続き適切な支援を行う必要があ
る。とりわけ被災地における企業の定着、雇
用確保を図ることが重要であり、実効性のあ
る措置を講じるよう求める。

●また近年、熊本をはじめとした強い地震や台
風などによる大規模な自然災害が相次いで発
生している。東日本大震災の対応などを踏ま
え、被災者の立場に立った適切な支援と実効

性のある措置を講じ、被災地の確実な復旧・
復興等に向けて取り組まなければならない。
その際、被災者支援の観点から、災害による
損失を雑損控除と切り離した、新たな控除制
度の創設について検討すべきである。

　Ⅴ．その他

　１．納税環境の整備　　　　　　　　　

　２．環境問題に対する税制上の対応　　
●欧米などの制度や議論の動向を見極めつつ、
既存のエネルギー関係税制との調整を図り、
幅広い観点から十分な検討が行われるべきで
ある。

　３．租税教育の充実　　　　　　　　　

《税目別の具体的課題》

　１．法人税関係　　　　　　　　　　　
（１）役員給与の損金算入の拡充
 ①役員給与は損金算入とすべき
 ②同族会社も業績連動給与の損金算入
　　　　を認めるべき

　２．所得税関係　　　　　　　　　　　
（１）所得税のあり方
 ①基幹税としての財源調達機能の回復
 ②各種控除制度の見直し
 　各種控除は、社会構造変化に対応し
　　　て合理的なものに見直す必要がある。
　　　とくに、人的控除については累次の改正
　　　の影響を見極めながら、適正化を図るべ
　　　きである。　
 ③個人住民税の均等割
 　地方税である個人住民税の均等割に
　　　ついても、応益負担原則の観点から適正

　　　水準とすべきである。
（２）少子化対策

　３．相続税・贈与税関係　　　　　　　
（１）現在、政府等において、「資産移転の時期
の選択に中立的な税制」の構築に向け、相続
税と贈与税をより一体的に捉えて課税するこ
とが検討されている。制度を見直すに当たっ
ては、格差拡大を防止することに留意する必
要はあるが、税負担が今以上に重くならない
仕組みとすべきである。

　　　また、現行の相続税の課税方式（法定相
続分課税）は、相続人の相続額に応じた課税
がされず、一人の相続人の申告漏れが他の相
続人にも影響する等の問題が指摘されてお
り、課税方式のあり方についても併せて検討
することが必要である。

（２）制度が見直されるまでの間、贈与税は経

済の活性化に資するよう、以下のとおり見直
すべきである。

 ①贈与税の基礎控除を引き上げる。
 ②相続時精算課税制度の特別控除額
　　　　（２,５００万円）を引き上げる。

　４．地方税関係　　　　　　　　　　　
（１）固定資産税の抜本的見直し
　令和４年の全国の公示地価は、２年ぶりに上
昇に転じた。同年度税制改正では、商業地等
の地価が大きく上昇した場合の負担調整措置
が講じられた。令和５年度においてもコロナ
禍の影響はまだ残るとみられており、引き続
き、同様の措置が必要である。さらに、都市
計画税と合せて評価方法および課税方式を抜
本的に見直すべきである。

 ①商業地等の宅地を評価するに当たって
　　　は、より収益性を考慮した評価に見直す。
 ②家屋の評価は、経過年数に応じた評
　　　価方法に見直す。
 ③償却資産については、納税者の事務
　　　負担軽減の観点から、申告対象外となる
　　　「少額資産」の範囲を国税の中小企業の
　　　少額減価償却資産（３０万円）にまで拡
　　　大するとともに、賦課期日を各法人の事
　　　業年度末とする。また、諸外国の適用状
　　　況等を踏まえ、廃止を含め抜本的に見直
　　すべきである。

 ④固定資産税の免税点については、平
　　　成３年以降改定がなく据え置かれている
　　　ため、大幅に引き上げる。
 ⑤国土交通省、総務省、国税庁がそれ

　　　ぞれの目的に応じて土地の評価を行って
　　　いるが、行政の効率化の観点から評価体
　　　制は一元化すべきである。
（２）事業所税の廃止
　市町村合併の進行により課税主体が拡大する
ケースも目立つ。事業所税は固定資産税と二
重課税的な性格を有することから廃止すべき
である。

（３）超過課税
　住民税の超過課税は、個人ではなく主に法人
を課税対象としているうえ、長期間にわたっ
て課税を実施している自治体が多い。課税の
公平を欠く安易な課税は行うべきでない。

（４）法定外目的税
　法定外目的税は、税の公平性・中立性に反す
ることのないよう配慮するとともに、税収確
保のために法人企業に対して安易な課税は行
うべきではない。

　５．その他　　　　　　　　　　　　　
（１）配当に対する二重課税の見直し
（２）森林環境税
　  令和６年度から施行される森林環境税につ
いて、現在、先行して別の財源を使って地方
自治体に配分（令和４年度は５００億円）さ
れているが、その半分が使い残され基金とし
て積み立てられているとの指摘がある。これ
では税が有効に活用されているとは言い難
く、配分方法のあり方など、制度自体を抜本
的に見直すべきである。

（３）電子申告

　１．法人税関係　　　　　　　　　　　
（１）役員給与の損金算入の拡充
 ①役員給与は損金算入とすべき
 ②同族会社も業績連動給与の損金算入
　　　　を認めるべき

　２．所得税関係　　　　　　　　　　　
（１）所得税のあり方
 ①基幹税としての財源調達機能の回復
 ②各種控除制度の見直し
 　各種控除は、社会構造変化に対応し
　　　て合理的なものに見直す必要がある。
　　　とくに、人的控除については累次の改正
　　　の影響を見極めながら、適正化を図るべ
　　　きである。　
 ③個人住民税の均等割
 　地方税である個人住民税の均等割に
　　　ついても、応益負担原則の観点から適正

　　　水準とすべきである。
（２）少子化対策

　３．相続税・贈与税関係　　　　　　　
（１）現在、政府等において、「資産移転の時期
の選択に中立的な税制」の構築に向け、相続
税と贈与税をより一体的に捉えて課税するこ
とが検討されている。制度を見直すに当たっ
ては、格差拡大を防止することに留意する必
要はあるが、税負担が今以上に重くならない
仕組みとすべきである。

　　　また、現行の相続税の課税方式（法定相
続分課税）は、相続人の相続額に応じた課税
がされず、一人の相続人の申告漏れが他の相
続人にも影響する等の問題が指摘されてお
り、課税方式のあり方についても併せて検討
することが必要である。

（２）制度が見直されるまでの間、贈与税は経

済の活性化に資するよう、以下のとおり見直
すべきである。

 ①贈与税の基礎控除を引き上げる。
 ②相続時精算課税制度の特別控除額
　　　　（２,５００万円）を引き上げる。

　４．地方税関係　　　　　　　　　　　
（１）固定資産税の抜本的見直し
　令和４年の全国の公示地価は、２年ぶりに上
昇に転じた。同年度税制改正では、商業地等
の地価が大きく上昇した場合の負担調整措置
が講じられた。令和５年度においてもコロナ
禍の影響はまだ残るとみられており、引き続
き、同様の措置が必要である。さらに、都市
計画税と合せて評価方法および課税方式を抜
本的に見直すべきである。

 ①商業地等の宅地を評価するに当たって
　　　は、より収益性を考慮した評価に見直す。
 ②家屋の評価は、経過年数に応じた評
　　　価方法に見直す。
 ③償却資産については、納税者の事務
　　　負担軽減の観点から、申告対象外となる
　　　「少額資産」の範囲を国税の中小企業の
　　　少額減価償却資産（３０万円）にまで拡
　　　大するとともに、賦課期日を各法人の事
　　　業年度末とする。また、諸外国の適用状
　　　況等を踏まえ、廃止を含め抜本的に見直
　　すべきである。

 ④固定資産税の免税点については、平
　　　成３年以降改定がなく据え置かれている
　　　ため、大幅に引き上げる。
 ⑤国土交通省、総務省、国税庁がそれ

　　　ぞれの目的に応じて土地の評価を行って
　　　いるが、行政の効率化の観点から評価体
　　　制は一元化すべきである。
（２）事業所税の廃止
　市町村合併の進行により課税主体が拡大する
ケースも目立つ。事業所税は固定資産税と二
重課税的な性格を有することから廃止すべき
である。

（３）超過課税
　住民税の超過課税は、個人ではなく主に法人
を課税対象としているうえ、長期間にわたっ
て課税を実施している自治体が多い。課税の
公平を欠く安易な課税は行うべきでない。

（４）法定外目的税
　法定外目的税は、税の公平性・中立性に反す
ることのないよう配慮するとともに、税収確
保のために法人企業に対して安易な課税は行
うべきではない。

　５．その他　　　　　　　　　　　　　
（１）配当に対する二重課税の見直し
（２）森林環境税
　  令和６年度から施行される森林環境税につ
いて、現在、先行して別の財源を使って地方
自治体に配分（令和４年度は５００億円）さ
れているが、その半分が使い残され基金とし
て積み立てられているとの指摘がある。これ
では税が有効に活用されているとは言い難
く、配分方法のあり方など、制度自体を抜本
的に見直すべきである。

（３）電子申告
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　Ⅰ．税・財政改革のあり方

●コロナ禍が最悪期を脱しウイルスとの共生段
階に入ったとされる今、まずはこのコロナ対
策財源の借金返済をどう進めるかが最大の課
題である。

●すでに米国、イギリス、ドイツなどではコロ
ナ禍の真只中にあった時期から、増税などを
含めた大枠の返済計画を示し実行に移し始め
た。我が国においても、少なくとも国債で賄っ
たコロナ対策費の負担について、将来世代に
先送りせず現世代で解決するよう返済計画を
策定することが急務である。

　１．財政健全化に向けて　　　　　　　
●これまでも財政を左右すると指摘されてきた
団塊の世代が、ついに本年度から後期高齢者
に入り始めた。本来なら、それまでに少なく
ともＰＢ黒字化を達成しておかねばならな
かった。財政健全化が国家的課題であること
を政治家も国民も再確認し不退転の決意で臨
む必要がある。

（１）コロナ禍は最悪期を脱し社会経済活動は
平時に戻りつつあるが、その影響がなくなっ
たわけではない。このため、相応の需要喚起
を行うことも必要ではあるが、それがバラマ
キ政策とならないよう十分配慮すべきであ
る。

（２）財政健全化は国家的課題であり、コロナ
禍収束後には本格的な歳出・歳入の一体的改
革に入れるよう準備を進めることが重要であ
る。歳入では安易に税の自然増収を前提とす
ることなく、また歳出については聖域を設け

ずに分野別の具体的な削減・抑制の方策と工
程表を明示し、着実に改革を実行するよう求
める。

（３）国債の信認が揺らいだ場合、長期金利の
急上昇など金融資本市場に多大な影響を与
え、成長を阻害することが考えられる。すで
に日銀は政府による過剰な依存が主因とはい
え、国債保有が異常に高い水準に達している
ほか、株式市場でも市場機能を歪めかねない
存在となっている。いずれ金融政策は正常化
させねばならず、その際には政府と日銀が健
全な関係を構築し、副作用を最小限に抑える
よう細心の政策運営が求められる。

　２．社会保障制度に対する基本的考え方
●社会保障給付費は公費と保険料で構成されて
おり、財政のあり方と密接不可分の関係にあ
る。現状の「中福祉・低負担」という不均衡
を「中福祉・中負担」という正常な姿に改革
するには、適正な負担を確保するとともに、
給付を「重点化・効率化」により可能な限り
抑制するしか方法はない。

●社会保障のあり方では「自助」「公助」「共助」
の役割と範囲を改めて見直すほか、公平性の
視点が重要である。医療保険の窓口負担や介
護保険の利用者負担などの本人負担について
は、高齢者においても負担能力に応じた公平
な負担を原則とする必要がある。

（１）年金については、「マクロ経済スライドの
厳格対応」、「支給開始年齢の引き上げ」、「高
所得高齢者の基礎年金国庫負担相当分の年金
給付削減」等、抜本的な施策を実施すべきで
ある。

（２）医療は産業政策的に成長分野と位置付け、
デジタル化対応など大胆な規制改革を行う必
要がある。給付の急増抑制や都市と地方、診
療科間の公平性を確保するために診療報酬（本
体）の配分等を見直すとともに、政府の新目
標であるジェネリックの普及率「全ての都道
府県で８０％以上」を達成する必要がある。

（３）介護保険については、制度の持続性を高
めるために真に介護が必要な者とそうでない
者とにメリハリをつけ、公平性の視点から給
付及び負担のあり方を見直すべきである。 

（４）生活保護については、給付水準のあり方
などを見直すとともに、不正受給の防止など
さらなる厳格な運用が不可欠である。

（５）少子化対策では、現金給付より保育所や
学童保育等を整備するなどの現物給付に重点
を置くべきである。その際、企業も積極的に
子育て支援に関与できるよう、企業主導型保
育事業のさらなる活用に向けて検討する。

　　また、子ども・子育て支援等の取り組みを
着実に推進するためには安定財源を確保する
必要がある。

（６）中小企業の厳しい経営実態を踏まえ、企
業への過度な保険料負担を抑え、経済成長を
阻害しないような社会保障制度の確立が求め
られる。

　　また、配偶者控除等の税の問題や年金等の
社会保障の問題は就労調整が行われる一つの
要因となっており、人手不足で悩む中小企業
にとって深刻な問題である。女性の就労を支
援するためにも、税と社会保障の問題を一括
して議論すべきである。

　３．行政改革の徹底　　　　　　　　　
●行政改革を徹底するに当たっては、地方を含
めた政府・議会が「まず隗より始めよ」の精
神に基づき自ら身を削ることが重要である。
以下の諸施策について、直ちに明確な期限と
数値目標を定めて改革を断行するよう強く求
める。

（１）国･地方における議員定数の大胆な削減､
歳費の抑制。　　　

（２）厳しい財政状況を踏まえ、国・地方公務
員の人員削減と、能力を重視した賃金体系に
よる人件費の抑制。

（３）特別会計と独立行政法人の無駄の削減。
（４）積極的な民間活力導入を行い成長につなげ
る。的な民間活力導入を行い成長につなげる。

 
　４．マイナンバー制度について　　　　
●マイナンバー制度は、すでに運用を開始して
いるが、未だ国民や事業者が正しく制度を理
解しているとは言い難い。それはマイナン
バーカードの低い普及率などに表れている。
コロナ禍の混乱が同カードを利用したデジタ
ル対応をできなかった結果によるという点を
踏まえ、政府は制度の意義の周知に努め、そ
の定着に向け本腰を入れて取り組んでいく必
要がある。

　５．今後の税制改革のあり方　　　　　

　Ⅱ．経済活性化と中小企業対策

●我が国の社会経済活動はようやくコロナとの共
生段階に入ったが、欧米のように本格化はし
ていない。このため、業種によっては依然と
して苦境から脱出できないでいる企業も多い。
政府にはモラルハザードが生じないよう十分
に注意しつつ実効性ある対応が求められる。

　１．中小企業の活性化に資する税制措置
●中小企業は地域経済の担い手であるだけでは
なく、我が国経済の礎である。コロナ禍の影
響が依然残っているだけでなく、エネルギー
や原材料価格の上昇などが重なり、経営環境
は一段と厳しさを増している。中には廃業に
追い込まれる例も珍しくない。そうした中で
求められるのは、健全な経営に取り組んでい
る企業が、持てる能力を十分に発揮できるよ

うな税制の確立である。
（１）法人税率の軽減措置
　　中小法人に適用される軽減税率の特例
15％を本則化すべきである。また、昭和５６
年以来、８００万円以下に据え置かれている
軽減税率の適用所得金額を、少なくとも
１，６００万円程度に引き上げる。なお、本
制度は令和５年３月末日が適用期限となって
いることから、直ちに本則化することが困難
な場合は適用期限を延長する。

（２）中小企業の技術革新など
　　　　　経済活性化に資する措置
　　租税特別措置については、公平性・簡素化
の観点から、政策目的を達したものは廃止を
含めて整理合理化を行う必要はあるが、中小
企業の技術革新など経済活性化に資する措置
は、以下のとおり制度を拡充したうえで本則
化すべきである。  

 ①中小企業投資促進税制については、
　　　　対象設備を拡充したうえ、「中古設備」
　　　　を含める。なお、それが直ちに困難な
　　　　場合は、令和５年３月末日となってい
　　　　る適用期限を延長する。
 ②少額減価償却資産の取得価額の損金
　　　　算入の特例措置については、損金算入
　　　　額の上限（合計３００万円）を撤廃し
　　　　全額を損金算入とする。
（３）中小企業等の設備投資支援措置
　　中小企業経営強化税制（中小企業等経営強
化法）や、中小企業が取得する償却資産に係
る固定資産税の特例（先端設備等導入制度）
等を適用するに当たっては、手続きを簡素化
するとともに、事業年度末（賦課期日）が迫っ
た申請や認定について弾力的に対処する。

　　 なお、「中小企業経営強化税制」「固定資
産税の特例」「中小企業防災・減災投資促進
税制」「デジタルトランスフォーメーション
投資促進税制」は、令和５年３月末日が適用
期限となっていることから、適用期限を延長
する。

　2．事業承継税制の拡充　　　　　　　
●我が国企業の大半を占める中小企業は、地域
経済の活性化や雇用の確保などに大きく貢献
している。中小企業が相続税の負担等によっ
て事業が承継できなくなれば、経済社会の根
幹が揺らぐことになる。

（１）事業用資産を一般資産と切り離した
　　　　　　　本格的な事業承継税制の創設
　　我が国の納税猶予制度は、欧州主要国と比
較すると限定的な措置にとどまっており、欧
州並みの本格的な事業承継税制が必要である。
とくに、事業継続に資する相続については、
事業従事を条件として他の一般資産と切り離
し、非上場株式を含めて事業用資産への課税
を軽減あるいは免除する制度の創設が求めら
れる。

（２）相続税、贈与税の納税猶予制度の充実
 ①猶予制度ではなく免除制度に改める。
 ②新型コロナの影響などを考慮すると、
　　　　より一層、平成２９年以前の制度適用
　　　　者に対しても要件を緩和するなど配慮
　　　　すべきである。
 ③国は円滑な事業承継が図られるよう、
　　　　経営者に向けた制度周知に努める 必要
　　　　がある。
（３）取引相場のない株式の評価の見直し　　

３．消費税への対応　　　　　　　　　　
●消費税は社会保障の安定財源確保と財政健全
化に欠かせないが、軽減税率制度は事業者の
事務負担が大きいうえ、税制の簡素化、税務
執行コストおよび税収確保などの観点から問
題が多い。このため、かねてから税率１０％
程度までは単一税率が望ましく、低所得者対
策は「簡素な給付措置」の見直しで対応する
のが適当であることを指摘してきた。政府は、
国民や事業者への影響、低所得者対策の効果
等を検証し、問題があれば同制度の是非を含

めて見直しが必要である。
（１）令和５年１０月から導入される「インボ
イス制度」について、すでに「インボイス発
行事業者」の登録申請がはじまっているもの
の、事業者のインボイス制度に対する理解が
十分に深まっているとは言い難い。さらに、
新型コロナは小規模事業者等の事業継続に大
きな困難をもたらした。これら事業者が事務
負担増や取引から排除等の理由により休廃業
に追い込まれることのないよう、当面は現行
の「区分記載請求書等保存方式」の維持、ま
たは免税事業者からの仕入税額相当額の８割
を控除できる経過措置を当分の間維持するな
ど、弾力的に対応すべきである。　　

（２）インボイス制度を実施するのであれば、
国は事業者に混乱が生じないよう制度の周知
を徹底するとともに、事務負担が軽減するよ
うな環境整備が必要である。また、課税事業
者が免税事業者と取引を行うに際し、取引価
格の引下げや取引の停止などの不利益を与え
ないよう、実効性の高い対策をとるべきであ
る。

（３） 消費税の滞納防止は税率の引き上げに
伴ってより重要な課題となっている。消費税
の制度、執行面においてさらなる対策を講じ
る必要がある。

（４）インボイス制度や電子帳簿保存法の改正
による電子データ保存の義務化に対応するな
ど、事業者の事務負担、納税協力コストは年々
増加している。特に電子データ保存の義務化
については、全ての事業者が対象となってお
り影響は大きい。システム改修や従業員教育
など、事務負担が増大する中小企業に対して
特段の配慮が求められる。

　Ⅲ．地方のあり方

●今般のコロナ禍は国と地方の役割分担の曖昧
さだけでなく、自治体と診療所を含む医療機
関の間での意思疎通不足を表面化させ、これ

による混乱は現在も尾をひいている。医療制
度の抜本改革の必要性については前述した
が、現行制度下でも病院間の役割分担や広域
的な救急医療など自治体のリーダーシップで
解決できる問題は少なくない。要は行政と医
療機関のやる気なのである。

●地方自身がそれぞれの特色や強みをいかした
活性化戦略を構築し、地域の民間の知恵と工
夫により、新たな地場技術やビジネス手法を
開発していくことが不可欠である。その際に
最も重要なのは、地方が自立・自助の精神を
理念とし、自らの責任で必要な安定財源の確
保や行政改革を企画・立案し実行していくこ
とである。

（１）地方創生では、さらなる税制上の施策に
よる本社機能移転の促進、地元の特性に根差
した技術の活用、地元大学との連携などによ
る技術集積づくりや人材の育成等、実効性の
ある改革を大胆に行う必要がある。また、中
小企業の事業承継の問題は地方創生戦略との
関係からも重要と認識すべきである。

（２）広域行政による効率化や危機対応につい
て早急かつ具体的な検討を行うべきである。
基礎自治体（人口３０万人程度）の拡充を図
るため、さらなる市町村合併を推進し、合併
メリットを追求する必要がある。

（３）国に比べて身近で小規模な事業が多い地
方の行財政改革には、「事業仕分け」のよう
な民間のチェック機能を活かした手法が有効
であり、各自治体においても広く導入すべき
である。

（４）地方公務員給与は近年、国家公務員給与
と比べたラスパイレス指数（全国平均ベース）
が改善せずに高止まりしており、適正な水準
に是正する必要がある。そのためには国家公
務員に準拠するのではなく、地域の民間企業
の実態に準拠した給与体系に見直すことが重
要である。

（５）地方議会は大胆にスリム化するとともに、
より納税者の視点に立って行政に対する

チェック機能を果たすべきである。また、高
すぎる議員報酬の一層の削減と政務活動費の
適正化を求める。行政委員会委員の報酬につ
いても日当制を広く導入するなど見直すべき
である。

　Ⅳ．震災復興等

●これまでの効果を十分に検証し、予算の執行
を効率化するとともに、原発事故への対応を
含めて引き続き適切な支援を行う必要があ
る。とりわけ被災地における企業の定着、雇
用確保を図ることが重要であり、実効性のあ
る措置を講じるよう求める。

●また近年、熊本をはじめとした強い地震や台
風などによる大規模な自然災害が相次いで発
生している。東日本大震災の対応などを踏ま
え、被災者の立場に立った適切な支援と実効

性のある措置を講じ、被災地の確実な復旧・
復興等に向けて取り組まなければならない。
その際、被災者支援の観点から、災害による
損失を雑損控除と切り離した、新たな控除制
度の創設について検討すべきである。

　Ⅴ．その他

　１．納税環境の整備　　　　　　　　　

　２．環境問題に対する税制上の対応　　
●欧米などの制度や議論の動向を見極めつつ、
既存のエネルギー関係税制との調整を図り、
幅広い観点から十分な検討が行われるべきで
ある。

　３．租税教育の充実　　　　　　　　　

《税目別の具体的課題》

　１．法人税関係　　　　　　　　　　　
（１）役員給与の損金算入の拡充
 ①役員給与は損金算入とすべき
 ②同族会社も業績連動給与の損金算入
　　　　を認めるべき

　２．所得税関係　　　　　　　　　　　
（１）所得税のあり方
 ①基幹税としての財源調達機能の回復
 ②各種控除制度の見直し
 　各種控除は、社会構造変化に対応し
　　　て合理的なものに見直す必要がある。
　　　とくに、人的控除については累次の改正
　　　の影響を見極めながら、適正化を図るべ
　　　きである。　
 ③個人住民税の均等割
 　地方税である個人住民税の均等割に
　　　ついても、応益負担原則の観点から適正

　　　水準とすべきである。
（２）少子化対策

　３．相続税・贈与税関係　　　　　　　
（１）現在、政府等において、「資産移転の時期
の選択に中立的な税制」の構築に向け、相続
税と贈与税をより一体的に捉えて課税するこ
とが検討されている。制度を見直すに当たっ
ては、格差拡大を防止することに留意する必
要はあるが、税負担が今以上に重くならない
仕組みとすべきである。

　　　また、現行の相続税の課税方式（法定相
続分課税）は、相続人の相続額に応じた課税
がされず、一人の相続人の申告漏れが他の相
続人にも影響する等の問題が指摘されてお
り、課税方式のあり方についても併せて検討
することが必要である。

（２）制度が見直されるまでの間、贈与税は経

済の活性化に資するよう、以下のとおり見直
すべきである。

 ①贈与税の基礎控除を引き上げる。
 ②相続時精算課税制度の特別控除額
　　　　（２,５００万円）を引き上げる。

　４．地方税関係　　　　　　　　　　　
（１）固定資産税の抜本的見直し
　令和４年の全国の公示地価は、２年ぶりに上
昇に転じた。同年度税制改正では、商業地等
の地価が大きく上昇した場合の負担調整措置
が講じられた。令和５年度においてもコロナ
禍の影響はまだ残るとみられており、引き続
き、同様の措置が必要である。さらに、都市
計画税と合せて評価方法および課税方式を抜
本的に見直すべきである。

 ①商業地等の宅地を評価するに当たって
　　　は、より収益性を考慮した評価に見直す。
 ②家屋の評価は、経過年数に応じた評
　　　価方法に見直す。
 ③償却資産については、納税者の事務
　　　負担軽減の観点から、申告対象外となる
　　　「少額資産」の範囲を国税の中小企業の
　　　少額減価償却資産（３０万円）にまで拡
　　　大するとともに、賦課期日を各法人の事
　　　業年度末とする。また、諸外国の適用状
　　　況等を踏まえ、廃止を含め抜本的に見直
　　すべきである。

 ④固定資産税の免税点については、平
　　　成３年以降改定がなく据え置かれている
　　　ため、大幅に引き上げる。
 ⑤国土交通省、総務省、国税庁がそれ

　　　ぞれの目的に応じて土地の評価を行って
　　　いるが、行政の効率化の観点から評価体
　　　制は一元化すべきである。
（２）事業所税の廃止
　市町村合併の進行により課税主体が拡大する
ケースも目立つ。事業所税は固定資産税と二
重課税的な性格を有することから廃止すべき
である。

（３）超過課税
　住民税の超過課税は、個人ではなく主に法人
を課税対象としているうえ、長期間にわたっ
て課税を実施している自治体が多い。課税の
公平を欠く安易な課税は行うべきでない。

（４）法定外目的税
　法定外目的税は、税の公平性・中立性に反す
ることのないよう配慮するとともに、税収確
保のために法人企業に対して安易な課税は行
うべきではない。

　５．その他　　　　　　　　　　　　　
（１）配当に対する二重課税の見直し
（２）森林環境税
　  令和６年度から施行される森林環境税につ
いて、現在、先行して別の財源を使って地方
自治体に配分（令和４年度は５００億円）さ
れているが、その半分が使い残され基金とし
て積み立てられているとの指摘がある。これ
では税が有効に活用されているとは言い難
く、配分方法のあり方など、制度自体を抜本
的に見直すべきである。

（３）電子申告

　１．法人税関係　　　　　　　　　　　
（１）役員給与の損金算入の拡充
 ①役員給与は損金算入とすべき
 ②同族会社も業績連動給与の損金算入
　　　　を認めるべき

　２．所得税関係　　　　　　　　　　　
（１）所得税のあり方
 ①基幹税としての財源調達機能の回復
 ②各種控除制度の見直し
 　各種控除は、社会構造変化に対応し
　　　て合理的なものに見直す必要がある。
　　　とくに、人的控除については累次の改正
　　　の影響を見極めながら、適正化を図るべ
　　　きである。　
 ③個人住民税の均等割
 　地方税である個人住民税の均等割に
　　　ついても、応益負担原則の観点から適正

　　　水準とすべきである。
（２）少子化対策

　３．相続税・贈与税関係　　　　　　　
（１）現在、政府等において、「資産移転の時期
の選択に中立的な税制」の構築に向け、相続
税と贈与税をより一体的に捉えて課税するこ
とが検討されている。制度を見直すに当たっ
ては、格差拡大を防止することに留意する必
要はあるが、税負担が今以上に重くならない
仕組みとすべきである。

　　　また、現行の相続税の課税方式（法定相
続分課税）は、相続人の相続額に応じた課税
がされず、一人の相続人の申告漏れが他の相
続人にも影響する等の問題が指摘されてお
り、課税方式のあり方についても併せて検討
することが必要である。

（２）制度が見直されるまでの間、贈与税は経

済の活性化に資するよう、以下のとおり見直
すべきである。

 ①贈与税の基礎控除を引き上げる。
 ②相続時精算課税制度の特別控除額
　　　　（２,５００万円）を引き上げる。

　４．地方税関係　　　　　　　　　　　
（１）固定資産税の抜本的見直し
　令和４年の全国の公示地価は、２年ぶりに上
昇に転じた。同年度税制改正では、商業地等
の地価が大きく上昇した場合の負担調整措置
が講じられた。令和５年度においてもコロナ
禍の影響はまだ残るとみられており、引き続
き、同様の措置が必要である。さらに、都市
計画税と合せて評価方法および課税方式を抜
本的に見直すべきである。

 ①商業地等の宅地を評価するに当たって
　　　は、より収益性を考慮した評価に見直す。
 ②家屋の評価は、経過年数に応じた評
　　　価方法に見直す。
 ③償却資産については、納税者の事務
　　　負担軽減の観点から、申告対象外となる
　　　「少額資産」の範囲を国税の中小企業の
　　　少額減価償却資産（３０万円）にまで拡
　　　大するとともに、賦課期日を各法人の事
　　　業年度末とする。また、諸外国の適用状
　　　況等を踏まえ、廃止を含め抜本的に見直
　　すべきである。

 ④固定資産税の免税点については、平
　　　成３年以降改定がなく据え置かれている
　　　ため、大幅に引き上げる。
 ⑤国土交通省、総務省、国税庁がそれ

　　　ぞれの目的に応じて土地の評価を行って
　　　いるが、行政の効率化の観点から評価体
　　　制は一元化すべきである。
（２）事業所税の廃止
　市町村合併の進行により課税主体が拡大する
ケースも目立つ。事業所税は固定資産税と二
重課税的な性格を有することから廃止すべき
である。

（３）超過課税
　住民税の超過課税は、個人ではなく主に法人
を課税対象としているうえ、長期間にわたっ
て課税を実施している自治体が多い。課税の
公平を欠く安易な課税は行うべきでない。

（４）法定外目的税
　法定外目的税は、税の公平性・中立性に反す
ることのないよう配慮するとともに、税収確
保のために法人企業に対して安易な課税は行
うべきではない。

　５．その他　　　　　　　　　　　　　
（１）配当に対する二重課税の見直し
（２）森林環境税
　  令和６年度から施行される森林環境税につ
いて、現在、先行して別の財源を使って地方
自治体に配分（令和４年度は５００億円）さ
れているが、その半分が使い残され基金とし
て積み立てられているとの指摘がある。これ
では税が有効に活用されているとは言い難
く、配分方法のあり方など、制度自体を抜本
的に見直すべきである。

（３）電子申告

衆議院議員　寺田　稔 氏　（11/26） 呉市議会議長　北川　一清 氏　（12/1）呉市長　新原　芳明 氏　（12/1）
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に因んでデザインした微章を明治36年市議会
で決議し決めたが全く関係がない「九嶺」のデ
ザインであったと云えるであろう。
　彼の墓は宮原・正圓寺境内西側奥に建立され
ていたが平成23年、定聚院釈俊泰師之墓として
正圓寺氏子中が新しく立派な墓碑に建て替え
ている。

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
川原石へ移住した呉町商工業者

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

　呉町には次の網元が活躍しており五大網元
として知られていた。
　呉町五大網元
　　新原（しんはら）
　　毘沙賀（びしゃか）
　　角野（かどの）
　　浜㟢（はまさき）
　　佐藤（さとう）
　これらの人々は主な商工業者で民間港湾施
設建設の為川原石へ移住した。
　現在の呉市長もその一人で船頭兼船主と云
われ、現在海岸１丁目にある鸚鵡山正圓寺の総
代の一人に名を連ねておられる。
　さらに宮原村庄屋青盛家は母屋が海軍鎮守
府になったことから両城へ移住している。
　呉町以外の宮原村住人も少なからず海軍施
設で立ち退いた家々は両城川原石へ移住した。
呉町にはまた、船主・網元と関係が深い船大工
がいたが川原石はまだ開発が行われていな
かったため船大工仕事が出来なかった。よっ
て、倉橋島の桂ヶ浜へ移住した。後、川原石近辺
でも船大工仕事が出来るようになり吉浦村の
池の浦へ船大工の神田氏が帰って来た。
　その後、発展して神田造船として川尻村で大
工場（現・常石造船の修繕工場）を経営している。
　この他、全国的に有名な五洋建設の水野氏、
呉砥石の高橋氏などが呉町の住人であった。

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
正圓寺の由緒

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

　正圓寺の上寺は、東坊（興正寺）光圓寺である。
　正圓寺の住職は毛利一族（関東武士時代の大
江氏（家紋・長門沢瀉、毛利氏の裏紋）であった。
前年（令和４年）亡くなられた大江一亨（いっこ
う）前住職に生前同寺の由緒を取材したがこれ
まで450年の由緒を持つ真宗寺院と云われる。
これは毛利氏が呉浦方面を直接支配するよう
になった直後に派遣されて来たことが判る。こ
れと時期を同じくして音戸瀬戸の法専寺（家
紋・一文字に三ッ星・毛利家の表紋）が毛利家の
一門を住職として派遣している。
　天文24年（1555）厳島合戦で陶晴賢を破り芸
備地域の支配を完成させた毛利元就が一門の
小早川隆景に呉方面の支配を譲った時期と合
致する。
　毛利元就はその後、中国地方八箇国を切取り
百廿萬石の大大名に成長するが近畿の織田信
長が大阪の石山本願寺と対立すると本願寺を
助けるために織田政権と交戦する。
　その後、豊臣秀吉が織田政権を引継ぐと秀吉
とは和睦し豊臣政権下の大名となる。
　小早川隆景は秀吉に協力的であった為、豊臣
政権が誕生すると天正15年（1587）筑前名島36
万余石を与えられ本拠を移す。
　この折、呉浦を知行していた隆景麾下の乃美
宗勝は宿老として名島に三万石を分地され大
名に出世している。
　このように芸州方面で毛利氏が軍勢を配置
して地域の支配を行う必要がなくなったこと
が一門を重要地域のお寺に派遣して支配を行
う新しい方法を取ったと推測出来る。
　呉浦正圓寺に大江氏が住職として派遣され
た真相であろう。

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
鵡閣主九嶺居士

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

　正圓寺第十二世住職、大江俊泰は明治19年
（1886）呉海軍鎮守府開庁当時の呉正圓寺住職
である。呉町の住人のほとんどが急遽川原石地
区に移住する中で正圓寺本堂は宮原村山手の
現在地神原へ移設した。明治22年3月、彼は「法
の蘺」という演述を著し国会図書館へ寄贈して
いる事でも知られる。その翁は正圓寺本堂を鸚
鵡閣（おおむかく）と唱え自身、九嶺居士（くれ
こし）を称した。
　呉（くれ）の一字を二字に分けて称する言葉

遊びを行う。呉を、九嶺（くれ）と唱え呉湾海上
から望む旧呉市の市街を囲む山系の嶺九箇の
山名を選び、その九峰の嶺を指して九嶺（くれ）
と唱えた。
　この言葉遊びの「九嶺（くれ）」を地域古老が
呉鎮守府開設に訪れた海軍係官に伝えたよう
で、明治18年8月、海軍御用係、堤 従正が海軍中
将眞木長義に作成した「呉浦形況申報」に「呉の
語源」に付いて「呉湾周繞山岳中嶺九アリ因テ
其ノ名ノ起ル所ナリト但他ニ里俗ノ伝ル所ア
ルモ信スルニ足ラス」と報告されている。
　この事で判る事はこれまで呉市がこの言葉

広郷土史研究会  上河内 良平

海軍鎮守府開設に伴う正圓寺・宮原村庄屋
青盛家の関係と宮原・海龍山正圓寺と海岸・
鸚鵡山正圓寺に伝わる伝承の紹介 ⑳

   「呉の語源」に関わる興味深い係わりを宮原正圓寺・川原石正圓寺両住職と正圓寺総代、
佐藤康則先生からの取材を基に中世を飛び越えて明治期の呉市の状況を解説する。

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
呉浦支配者の編年

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

　① 近世・毛利氏支配
　戦国時代（大永年間～天文年間）の呉浦には安
芸国三ヶ島船衆と呼ばれる呉衆が呉浦～広浦に
かけて割拠しており、呉浦には山本氏、広浦（阿
賀を含む）には檜垣氏、警固屋には警固屋氏がい
たが、これらは南北朝期に伊予国から北上して
来た伊予衆で戦国時代は大内方として戦い毛利
氏に呉地域から排除される。
これらの諸衆は南朝方討伐を名目に芸州南部に
武力で進入して来た諸氏で知行の正当性は大内
氏の安堵状だけ、幕府の御教書は持ち合わせて
居ない。
　② 中世・大内氏支配（呉衆）
　これらの伊予衆が鎌倉時代初期まで安摩庄呉
浦に庄官として君臨していた宇佐八幡宮神人を
追落す。
この神人とは栃原村経由で呉浦に進み、入船山
皇城宮（亀山神社）を創建して呉町の基礎を造っ
た庄官・呉左近左衛門尉實賢である。この人物は
能美庄公文の娘を娶り能美庄公文にも補任され
た。この折は公文藤原實賢と名乗っている。

この宇佐八幡宮神人を追落し呉浦を実力で支配
したのが先に述べた大内氏の力を背景にした呉
衆であった。
　この呉衆を管理していたのは周防大島最北端
の嶋末庄々官、嶋末氏で警固衆に発展し大内氏
の意図を受けて呉浦千束要害に拠った。
　③ 古代・秦氏支配（宇佐八幡宮神人）
　この宇佐八幡宮神人が朝鮮半島から渡来して
来た秦氏（はたし）で古代朝鮮半島の民俗芸能
「綱引」などを持ち込んでいる。
古代倭国王権では半島を久礼（くれ）と唱えてい
た事から、呉町は久礼（くれ）の人が住む港町と
して周囲から呉と唱えられた。これが「呉の語
源」の真相である。

　この「呉の語源」を語る時、古代の秦氏の事だ
け解説する予定であったが、正圓寺が「呉の語
源」に関係する人物がいる事が判ったことから、
明治期まで解説を行った。
　次回以降は中世の呉衆などについても詳しく
解説を試みたい。
　それは明治期の正圓寺が亀山神社の神宮寺の
系譜を受継いでいると判断されるからである。
この事に付いて次に述べる。

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
奉納された石造物から考察

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

　呉町最後の庄屋、悦喜屋金蔵（えきやこんぞう）
この人物が天保６年（1835）、亀山神社に大きな狛
犬を奉納している。この折、同時に呉町正圓寺本
堂前にも１対の石灯籠を奉納した。
　明治元年（1868）、徳川幕府が大政奉還を行うと

新政府朝廷は神仏分離令を出し全国の神社に廃
仏毀釈の号令を発している。これ以後、全国の神
社は神宮寺を分離した。
　現在のような状況になったが、悦喜屋金蔵（山
中金蔵）が神社と寺院に同時に石造物を奉納して
いることは天保６年当時、正圓寺が亀山神社の神
宮寺であった証拠と云えるであろう。

正圓寺境内にある歴代住職の合墓と大江俊泰の墓
正圓寺総代、佐藤康則先生に案内を賜る

宮原・正圓寺の北側の裏門
この門は明治19年、正圓寺移設の折、呉町の正圓寺山門を移築した
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に因んでデザインした微章を明治36年市議会
で決議し決めたが全く関係がない「九嶺」のデ
ザインであったと云えるであろう。
　彼の墓は宮原・正圓寺境内西側奥に建立され
ていたが平成23年、定聚院釈俊泰師之墓として
正圓寺氏子中が新しく立派な墓碑に建て替え
ている。

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
川原石へ移住した呉町商工業者

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

　呉町には次の網元が活躍しており五大網元
として知られていた。
　呉町五大網元
　　新原（しんはら）
　　毘沙賀（びしゃか）
　　角野（かどの）
　　浜㟢（はまさき）
　　佐藤（さとう）
　これらの人々は主な商工業者で民間港湾施
設建設の為川原石へ移住した。
　現在の呉市長もその一人で船頭兼船主と云
われ、現在海岸１丁目にある鸚鵡山正圓寺の総
代の一人に名を連ねておられる。
　さらに宮原村庄屋青盛家は母屋が海軍鎮守
府になったことから両城へ移住している。
　呉町以外の宮原村住人も少なからず海軍施
設で立ち退いた家々は両城川原石へ移住した。
呉町にはまた、船主・網元と関係が深い船大工
がいたが川原石はまだ開発が行われていな
かったため船大工仕事が出来なかった。よっ
て、倉橋島の桂ヶ浜へ移住した。後、川原石近辺
でも船大工仕事が出来るようになり吉浦村の
池の浦へ船大工の神田氏が帰って来た。
　その後、発展して神田造船として川尻村で大
工場（現・常石造船の修繕工場）を経営している。
　この他、全国的に有名な五洋建設の水野氏、
呉砥石の高橋氏などが呉町の住人であった。

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
正圓寺の由緒

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

　正圓寺の上寺は、東坊（興正寺）光圓寺である。
　正圓寺の住職は毛利一族（関東武士時代の大
江氏（家紋・長門沢瀉、毛利氏の裏紋）であった。
前年（令和４年）亡くなられた大江一亨（いっこ
う）前住職に生前同寺の由緒を取材したがこれ
まで450年の由緒を持つ真宗寺院と云われる。
これは毛利氏が呉浦方面を直接支配するよう
になった直後に派遣されて来たことが判る。こ
れと時期を同じくして音戸瀬戸の法専寺（家
紋・一文字に三ッ星・毛利家の表紋）が毛利家の
一門を住職として派遣している。
　天文24年（1555）厳島合戦で陶晴賢を破り芸
備地域の支配を完成させた毛利元就が一門の
小早川隆景に呉方面の支配を譲った時期と合
致する。
　毛利元就はその後、中国地方八箇国を切取り
百廿萬石の大大名に成長するが近畿の織田信
長が大阪の石山本願寺と対立すると本願寺を
助けるために織田政権と交戦する。
　その後、豊臣秀吉が織田政権を引継ぐと秀吉
とは和睦し豊臣政権下の大名となる。
　小早川隆景は秀吉に協力的であった為、豊臣
政権が誕生すると天正15年（1587）筑前名島36
万余石を与えられ本拠を移す。
　この折、呉浦を知行していた隆景麾下の乃美
宗勝は宿老として名島に三万石を分地され大
名に出世している。
　このように芸州方面で毛利氏が軍勢を配置
して地域の支配を行う必要がなくなったこと
が一門を重要地域のお寺に派遣して支配を行
う新しい方法を取ったと推測出来る。
　呉浦正圓寺に大江氏が住職として派遣され
た真相であろう。

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
鵡閣主九嶺居士

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

　正圓寺第十二世住職、大江俊泰は明治19年
（1886）呉海軍鎮守府開庁当時の呉正圓寺住職
である。呉町の住人のほとんどが急遽川原石地
区に移住する中で正圓寺本堂は宮原村山手の
現在地神原へ移設した。明治22年3月、彼は「法
の蘺」という演述を著し国会図書館へ寄贈して
いる事でも知られる。その翁は正圓寺本堂を鸚
鵡閣（おおむかく）と唱え自身、九嶺居士（くれ
こし）を称した。
　呉（くれ）の一字を二字に分けて称する言葉

遊びを行う。呉を、九嶺（くれ）と唱え呉湾海上
から望む旧呉市の市街を囲む山系の嶺九箇の
山名を選び、その九峰の嶺を指して九嶺（くれ）
と唱えた。
　この言葉遊びの「九嶺（くれ）」を地域古老が
呉鎮守府開設に訪れた海軍係官に伝えたよう
で、明治18年8月、海軍御用係、堤 従正が海軍中
将眞木長義に作成した「呉浦形況申報」に「呉の
語源」に付いて「呉湾周繞山岳中嶺九アリ因テ
其ノ名ノ起ル所ナリト但他ニ里俗ノ伝ル所ア
ルモ信スルニ足ラス」と報告されている。
　この事で判る事はこれまで呉市がこの言葉

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
呉浦支配者の編年

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

　① 近世・毛利氏支配
　戦国時代（大永年間～天文年間）の呉浦には安
芸国三ヶ島船衆と呼ばれる呉衆が呉浦～広浦に
かけて割拠しており、呉浦には山本氏、広浦（阿
賀を含む）には檜垣氏、警固屋には警固屋氏がい
たが、これらは南北朝期に伊予国から北上して
来た伊予衆で戦国時代は大内方として戦い毛利
氏に呉地域から排除される。
これらの諸衆は南朝方討伐を名目に芸州南部に
武力で進入して来た諸氏で知行の正当性は大内
氏の安堵状だけ、幕府の御教書は持ち合わせて
居ない。
　② 中世・大内氏支配（呉衆）
　これらの伊予衆が鎌倉時代初期まで安摩庄呉
浦に庄官として君臨していた宇佐八幡宮神人を
追落す。
この神人とは栃原村経由で呉浦に進み、入船山
皇城宮（亀山神社）を創建して呉町の基礎を造っ
た庄官・呉左近左衛門尉實賢である。この人物は
能美庄公文の娘を娶り能美庄公文にも補任され
た。この折は公文藤原實賢と名乗っている。

この宇佐八幡宮神人を追落し呉浦を実力で支配
したのが先に述べた大内氏の力を背景にした呉
衆であった。
　この呉衆を管理していたのは周防大島最北端
の嶋末庄々官、嶋末氏で警固衆に発展し大内氏
の意図を受けて呉浦千束要害に拠った。
　③ 古代・秦氏支配（宇佐八幡宮神人）
　この宇佐八幡宮神人が朝鮮半島から渡来して
来た秦氏（はたし）で古代朝鮮半島の民俗芸能
「綱引」などを持ち込んでいる。
古代倭国王権では半島を久礼（くれ）と唱えてい
た事から、呉町は久礼（くれ）の人が住む港町と
して周囲から呉と唱えられた。これが「呉の語
源」の真相である。

　この「呉の語源」を語る時、古代の秦氏の事だ
け解説する予定であったが、正圓寺が「呉の語
源」に関係する人物がいる事が判ったことから、
明治期まで解説を行った。
　次回以降は中世の呉衆などについても詳しく
解説を試みたい。
　それは明治期の正圓寺が亀山神社の神宮寺の
系譜を受継いでいると判断されるからである。
この事に付いて次に述べる。

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
奉納された石造物から考察

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

　呉町最後の庄屋、悦喜屋金蔵（えきやこんぞう）
この人物が天保６年（1835）、亀山神社に大きな狛
犬を奉納している。この折、同時に呉町正圓寺本
堂前にも１対の石灯籠を奉納した。
　明治元年（1868）、徳川幕府が大政奉還を行うと

新政府朝廷は神仏分離令を出し全国の神社に廃
仏毀釈の号令を発している。これ以後、全国の神
社は神宮寺を分離した。
　現在のような状況になったが、悦喜屋金蔵（山
中金蔵）が神社と寺院に同時に石造物を奉納して
いることは天保６年当時、正圓寺が亀山神社の神
宮寺であった証拠と云えるであろう。



に因んでデザインした微章を明治36年市議会
で決議し決めたが全く関係がない「九嶺」のデ
ザインであったと云えるであろう。
　彼の墓は宮原・正圓寺境内西側奥に建立され
ていたが平成23年、定聚院釈俊泰師之墓として
正圓寺氏子中が新しく立派な墓碑に建て替え
ている。

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
川原石へ移住した呉町商工業者

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

　呉町には次の網元が活躍しており五大網元
として知られていた。
　呉町五大網元
　　新原（しんはら）
　　毘沙賀（びしゃか）
　　角野（かどの）
　　浜㟢（はまさき）
　　佐藤（さとう）
　これらの人々は主な商工業者で民間港湾施
設建設の為川原石へ移住した。
　現在の呉市長もその一人で船頭兼船主と云
われ、現在海岸１丁目にある鸚鵡山正圓寺の総
代の一人に名を連ねておられる。
　さらに宮原村庄屋青盛家は母屋が海軍鎮守
府になったことから両城へ移住している。
　呉町以外の宮原村住人も少なからず海軍施
設で立ち退いた家々は両城川原石へ移住した。
呉町にはまた、船主・網元と関係が深い船大工
がいたが川原石はまだ開発が行われていな
かったため船大工仕事が出来なかった。よっ
て、倉橋島の桂ヶ浜へ移住した。後、川原石近辺
でも船大工仕事が出来るようになり吉浦村の
池の浦へ船大工の神田氏が帰って来た。
　その後、発展して神田造船として川尻村で大
工場（現・常石造船の修繕工場）を経営している。
　この他、全国的に有名な五洋建設の水野氏、
呉砥石の高橋氏などが呉町の住人であった。

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
正圓寺の由緒

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

　正圓寺の上寺は、東坊（興正寺）光圓寺である。
　正圓寺の住職は毛利一族（関東武士時代の大
江氏（家紋・長門沢瀉、毛利氏の裏紋）であった。
前年（令和４年）亡くなられた大江一亨（いっこ
う）前住職に生前同寺の由緒を取材したがこれ
まで450年の由緒を持つ真宗寺院と云われる。
これは毛利氏が呉浦方面を直接支配するよう
になった直後に派遣されて来たことが判る。こ
れと時期を同じくして音戸瀬戸の法専寺（家
紋・一文字に三ッ星・毛利家の表紋）が毛利家の
一門を住職として派遣している。
　天文24年（1555）厳島合戦で陶晴賢を破り芸
備地域の支配を完成させた毛利元就が一門の
小早川隆景に呉方面の支配を譲った時期と合
致する。
　毛利元就はその後、中国地方八箇国を切取り
百廿萬石の大大名に成長するが近畿の織田信
長が大阪の石山本願寺と対立すると本願寺を
助けるために織田政権と交戦する。
　その後、豊臣秀吉が織田政権を引継ぐと秀吉
とは和睦し豊臣政権下の大名となる。
　小早川隆景は秀吉に協力的であった為、豊臣
政権が誕生すると天正15年（1587）筑前名島36
万余石を与えられ本拠を移す。
　この折、呉浦を知行していた隆景麾下の乃美
宗勝は宿老として名島に三万石を分地され大
名に出世している。
　このように芸州方面で毛利氏が軍勢を配置
して地域の支配を行う必要がなくなったこと
が一門を重要地域のお寺に派遣して支配を行
う新しい方法を取ったと推測出来る。
　呉浦正圓寺に大江氏が住職として派遣され
た真相であろう。

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
鵡閣主九嶺居士

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

　正圓寺第十二世住職、大江俊泰は明治19年
（1886）呉海軍鎮守府開庁当時の呉正圓寺住職
である。呉町の住人のほとんどが急遽川原石地
区に移住する中で正圓寺本堂は宮原村山手の
現在地神原へ移設した。明治22年3月、彼は「法
の蘺」という演述を著し国会図書館へ寄贈して
いる事でも知られる。その翁は正圓寺本堂を鸚
鵡閣（おおむかく）と唱え自身、九嶺居士（くれ
こし）を称した。
　呉（くれ）の一字を二字に分けて称する言葉

遊びを行う。呉を、九嶺（くれ）と唱え呉湾海上
から望む旧呉市の市街を囲む山系の嶺九箇の
山名を選び、その九峰の嶺を指して九嶺（くれ）
と唱えた。
　この言葉遊びの「九嶺（くれ）」を地域古老が
呉鎮守府開設に訪れた海軍係官に伝えたよう
で、明治18年8月、海軍御用係、堤 従正が海軍中
将眞木長義に作成した「呉浦形況申報」に「呉の
語源」に付いて「呉湾周繞山岳中嶺九アリ因テ
其ノ名ノ起ル所ナリト但他ニ里俗ノ伝ル所ア
ルモ信スルニ足ラス」と報告されている。
　この事で判る事はこれまで呉市がこの言葉
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海軍鎮守府開設に伴う正圓寺・宮原村庄屋
青盛家の関係と宮原・海龍山正圓寺と海岸・
鸚鵡山正圓寺に伝わる伝承の紹介 ⑳

   「呉の語源」に関わる興味深い係わりを宮原正圓寺・川原石正圓寺両住職と正圓寺総代、
佐藤康則先生からの取材を基に中世を飛び越えて明治期の呉市の状況を解説する。

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
呉浦支配者の編年

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

　① 近世・毛利氏支配
　戦国時代（大永年間～天文年間）の呉浦には安
芸国三ヶ島船衆と呼ばれる呉衆が呉浦～広浦に
かけて割拠しており、呉浦には山本氏、広浦（阿
賀を含む）には檜垣氏、警固屋には警固屋氏がい
たが、これらは南北朝期に伊予国から北上して
来た伊予衆で戦国時代は大内方として戦い毛利
氏に呉地域から排除される。
これらの諸衆は南朝方討伐を名目に芸州南部に
武力で進入して来た諸氏で知行の正当性は大内
氏の安堵状だけ、幕府の御教書は持ち合わせて
居ない。
　② 中世・大内氏支配（呉衆）
　これらの伊予衆が鎌倉時代初期まで安摩庄呉
浦に庄官として君臨していた宇佐八幡宮神人を
追落す。
この神人とは栃原村経由で呉浦に進み、入船山
皇城宮（亀山神社）を創建して呉町の基礎を造っ
た庄官・呉左近左衛門尉實賢である。この人物は
能美庄公文の娘を娶り能美庄公文にも補任され
た。この折は公文藤原實賢と名乗っている。

この宇佐八幡宮神人を追落し呉浦を実力で支配
したのが先に述べた大内氏の力を背景にした呉
衆であった。
　この呉衆を管理していたのは周防大島最北端
の嶋末庄々官、嶋末氏で警固衆に発展し大内氏
の意図を受けて呉浦千束要害に拠った。
　③ 古代・秦氏支配（宇佐八幡宮神人）
　この宇佐八幡宮神人が朝鮮半島から渡来して
来た秦氏（はたし）で古代朝鮮半島の民俗芸能
「綱引」などを持ち込んでいる。
古代倭国王権では半島を久礼（くれ）と唱えてい
た事から、呉町は久礼（くれ）の人が住む港町と
して周囲から呉と唱えられた。これが「呉の語
源」の真相である。

　この「呉の語源」を語る時、古代の秦氏の事だ
け解説する予定であったが、正圓寺が「呉の語
源」に関係する人物がいる事が判ったことから、
明治期まで解説を行った。
　次回以降は中世の呉衆などについても詳しく
解説を試みたい。
　それは明治期の正圓寺が亀山神社の神宮寺の
系譜を受継いでいると判断されるからである。
この事に付いて次に述べる。

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
奉納された石造物から考察

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

　呉町最後の庄屋、悦喜屋金蔵（えきやこんぞう）
この人物が天保６年（1835）、亀山神社に大きな狛
犬を奉納している。この折、同時に呉町正圓寺本
堂前にも１対の石灯籠を奉納した。
　明治元年（1868）、徳川幕府が大政奉還を行うと

新政府朝廷は神仏分離令を出し全国の神社に廃
仏毀釈の号令を発している。これ以後、全国の神
社は神宮寺を分離した。
　現在のような状況になったが、悦喜屋金蔵（山
中金蔵）が神社と寺院に同時に石造物を奉納して
いることは天保６年当時、正圓寺が亀山神社の神
宮寺であった証拠と云えるであろう。

正圓寺境内にある歴代住職の合墓と大江俊泰の墓
正圓寺総代、佐藤康則先生に案内を賜る

宮原・正圓寺の北側の裏門
この門は明治19年、正圓寺移設の折、呉町の正圓寺山門を移築した
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に因んでデザインした微章を明治36年市議会
で決議し決めたが全く関係がない「九嶺」のデ
ザインであったと云えるであろう。
　彼の墓は宮原・正圓寺境内西側奥に建立され
ていたが平成23年、定聚院釈俊泰師之墓として
正圓寺氏子中が新しく立派な墓碑に建て替え
ている。
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川原石へ移住した呉町商工業者

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

　呉町には次の網元が活躍しており五大網元
として知られていた。
　呉町五大網元
　　新原（しんはら）
　　毘沙賀（びしゃか）
　　角野（かどの）
　　浜㟢（はまさき）
　　佐藤（さとう）
　これらの人々は主な商工業者で民間港湾施
設建設の為川原石へ移住した。
　現在の呉市長もその一人で船頭兼船主と云
われ、現在海岸１丁目にある鸚鵡山正圓寺の総
代の一人に名を連ねておられる。
　さらに宮原村庄屋青盛家は母屋が海軍鎮守
府になったことから両城へ移住している。
　呉町以外の宮原村住人も少なからず海軍施
設で立ち退いた家々は両城川原石へ移住した。
呉町にはまた、船主・網元と関係が深い船大工
がいたが川原石はまだ開発が行われていな
かったため船大工仕事が出来なかった。よっ
て、倉橋島の桂ヶ浜へ移住した。後、川原石近辺
でも船大工仕事が出来るようになり吉浦村の
池の浦へ船大工の神田氏が帰って来た。
　その後、発展して神田造船として川尻村で大
工場（現・常石造船の修繕工場）を経営している。
　この他、全国的に有名な五洋建設の水野氏、
呉砥石の高橋氏などが呉町の住人であった。

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
正圓寺の由緒

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

　正圓寺の上寺は、東坊（興正寺）光圓寺である。
　正圓寺の住職は毛利一族（関東武士時代の大
江氏（家紋・長門沢瀉、毛利氏の裏紋）であった。
前年（令和４年）亡くなられた大江一亨（いっこ
う）前住職に生前同寺の由緒を取材したがこれ
まで450年の由緒を持つ真宗寺院と云われる。
これは毛利氏が呉浦方面を直接支配するよう
になった直後に派遣されて来たことが判る。こ
れと時期を同じくして音戸瀬戸の法専寺（家
紋・一文字に三ッ星・毛利家の表紋）が毛利家の
一門を住職として派遣している。
　天文24年（1555）厳島合戦で陶晴賢を破り芸
備地域の支配を完成させた毛利元就が一門の
小早川隆景に呉方面の支配を譲った時期と合
致する。
　毛利元就はその後、中国地方八箇国を切取り
百廿萬石の大大名に成長するが近畿の織田信
長が大阪の石山本願寺と対立すると本願寺を
助けるために織田政権と交戦する。
　その後、豊臣秀吉が織田政権を引継ぐと秀吉
とは和睦し豊臣政権下の大名となる。
　小早川隆景は秀吉に協力的であった為、豊臣
政権が誕生すると天正15年（1587）筑前名島36
万余石を与えられ本拠を移す。
　この折、呉浦を知行していた隆景麾下の乃美
宗勝は宿老として名島に三万石を分地され大
名に出世している。
　このように芸州方面で毛利氏が軍勢を配置
して地域の支配を行う必要がなくなったこと
が一門を重要地域のお寺に派遣して支配を行
う新しい方法を取ったと推測出来る。
　呉浦正圓寺に大江氏が住職として派遣され
た真相であろう。

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
鵡閣主九嶺居士

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

　正圓寺第十二世住職、大江俊泰は明治19年
（1886）呉海軍鎮守府開庁当時の呉正圓寺住職
である。呉町の住人のほとんどが急遽川原石地
区に移住する中で正圓寺本堂は宮原村山手の
現在地神原へ移設した。明治22年3月、彼は「法
の蘺」という演述を著し国会図書館へ寄贈して
いる事でも知られる。その翁は正圓寺本堂を鸚
鵡閣（おおむかく）と唱え自身、九嶺居士（くれ
こし）を称した。
　呉（くれ）の一字を二字に分けて称する言葉

遊びを行う。呉を、九嶺（くれ）と唱え呉湾海上
から望む旧呉市の市街を囲む山系の嶺九箇の
山名を選び、その九峰の嶺を指して九嶺（くれ）
と唱えた。
　この言葉遊びの「九嶺（くれ）」を地域古老が
呉鎮守府開設に訪れた海軍係官に伝えたよう
で、明治18年8月、海軍御用係、堤 従正が海軍中
将眞木長義に作成した「呉浦形況申報」に「呉の
語源」に付いて「呉湾周繞山岳中嶺九アリ因テ
其ノ名ノ起ル所ナリト但他ニ里俗ノ伝ル所ア
ルモ信スルニ足ラス」と報告されている。
　この事で判る事はこれまで呉市がこの言葉

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
呉浦支配者の編年

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

　① 近世・毛利氏支配
　戦国時代（大永年間～天文年間）の呉浦には安
芸国三ヶ島船衆と呼ばれる呉衆が呉浦～広浦に
かけて割拠しており、呉浦には山本氏、広浦（阿
賀を含む）には檜垣氏、警固屋には警固屋氏がい
たが、これらは南北朝期に伊予国から北上して
来た伊予衆で戦国時代は大内方として戦い毛利
氏に呉地域から排除される。
これらの諸衆は南朝方討伐を名目に芸州南部に
武力で進入して来た諸氏で知行の正当性は大内
氏の安堵状だけ、幕府の御教書は持ち合わせて
居ない。
　② 中世・大内氏支配（呉衆）
　これらの伊予衆が鎌倉時代初期まで安摩庄呉
浦に庄官として君臨していた宇佐八幡宮神人を
追落す。
この神人とは栃原村経由で呉浦に進み、入船山
皇城宮（亀山神社）を創建して呉町の基礎を造っ
た庄官・呉左近左衛門尉實賢である。この人物は
能美庄公文の娘を娶り能美庄公文にも補任され
た。この折は公文藤原實賢と名乗っている。

この宇佐八幡宮神人を追落し呉浦を実力で支配
したのが先に述べた大内氏の力を背景にした呉
衆であった。
　この呉衆を管理していたのは周防大島最北端
の嶋末庄々官、嶋末氏で警固衆に発展し大内氏
の意図を受けて呉浦千束要害に拠った。
　③ 古代・秦氏支配（宇佐八幡宮神人）
　この宇佐八幡宮神人が朝鮮半島から渡来して
来た秦氏（はたし）で古代朝鮮半島の民俗芸能
「綱引」などを持ち込んでいる。
古代倭国王権では半島を久礼（くれ）と唱えてい
た事から、呉町は久礼（くれ）の人が住む港町と
して周囲から呉と唱えられた。これが「呉の語
源」の真相である。

　この「呉の語源」を語る時、古代の秦氏の事だ
け解説する予定であったが、正圓寺が「呉の語
源」に関係する人物がいる事が判ったことから、
明治期まで解説を行った。
　次回以降は中世の呉衆などについても詳しく
解説を試みたい。
　それは明治期の正圓寺が亀山神社の神宮寺の
系譜を受継いでいると判断されるからである。
この事に付いて次に述べる。

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
奉納された石造物から考察

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

　呉町最後の庄屋、悦喜屋金蔵（えきやこんぞう）
この人物が天保６年（1835）、亀山神社に大きな狛
犬を奉納している。この折、同時に呉町正圓寺本
堂前にも１対の石灯籠を奉納した。
　明治元年（1868）、徳川幕府が大政奉還を行うと

新政府朝廷は神仏分離令を出し全国の神社に廃
仏毀釈の号令を発している。これ以後、全国の神
社は神宮寺を分離した。
　現在のような状況になったが、悦喜屋金蔵（山
中金蔵）が神社と寺院に同時に石造物を奉納して
いることは天保６年当時、正圓寺が亀山神社の神
宮寺であった証拠と云えるであろう。



に因んでデザインした微章を明治36年市議会
で決議し決めたが全く関係がない「九嶺」のデ
ザインであったと云えるであろう。
　彼の墓は宮原・正圓寺境内西側奥に建立され
ていたが平成23年、定聚院釈俊泰師之墓として
正圓寺氏子中が新しく立派な墓碑に建て替え
ている。

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
川原石へ移住した呉町商工業者

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

　呉町には次の網元が活躍しており五大網元
として知られていた。
　呉町五大網元
　　新原（しんはら）
　　毘沙賀（びしゃか）
　　角野（かどの）
　　浜㟢（はまさき）
　　佐藤（さとう）
　これらの人々は主な商工業者で民間港湾施
設建設の為川原石へ移住した。
　現在の呉市長もその一人で船頭兼船主と云
われ、現在海岸１丁目にある鸚鵡山正圓寺の総
代の一人に名を連ねておられる。
　さらに宮原村庄屋青盛家は母屋が海軍鎮守
府になったことから両城へ移住している。
　呉町以外の宮原村住人も少なからず海軍施
設で立ち退いた家々は両城川原石へ移住した。
呉町にはまた、船主・網元と関係が深い船大工
がいたが川原石はまだ開発が行われていな
かったため船大工仕事が出来なかった。よっ
て、倉橋島の桂ヶ浜へ移住した。後、川原石近辺
でも船大工仕事が出来るようになり吉浦村の
池の浦へ船大工の神田氏が帰って来た。
　その後、発展して神田造船として川尻村で大
工場（現・常石造船の修繕工場）を経営している。
　この他、全国的に有名な五洋建設の水野氏、
呉砥石の高橋氏などが呉町の住人であった。

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
正圓寺の由緒

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

　正圓寺の上寺は、東坊（興正寺）光圓寺である。
　正圓寺の住職は毛利一族（関東武士時代の大
江氏（家紋・長門沢瀉、毛利氏の裏紋）であった。
前年（令和４年）亡くなられた大江一亨（いっこ
う）前住職に生前同寺の由緒を取材したがこれ
まで450年の由緒を持つ真宗寺院と云われる。
これは毛利氏が呉浦方面を直接支配するよう
になった直後に派遣されて来たことが判る。こ
れと時期を同じくして音戸瀬戸の法専寺（家
紋・一文字に三ッ星・毛利家の表紋）が毛利家の
一門を住職として派遣している。
　天文24年（1555）厳島合戦で陶晴賢を破り芸
備地域の支配を完成させた毛利元就が一門の
小早川隆景に呉方面の支配を譲った時期と合
致する。
　毛利元就はその後、中国地方八箇国を切取り
百廿萬石の大大名に成長するが近畿の織田信
長が大阪の石山本願寺と対立すると本願寺を
助けるために織田政権と交戦する。
　その後、豊臣秀吉が織田政権を引継ぐと秀吉
とは和睦し豊臣政権下の大名となる。
　小早川隆景は秀吉に協力的であった為、豊臣
政権が誕生すると天正15年（1587）筑前名島36
万余石を与えられ本拠を移す。
　この折、呉浦を知行していた隆景麾下の乃美
宗勝は宿老として名島に三万石を分地され大
名に出世している。
　このように芸州方面で毛利氏が軍勢を配置
して地域の支配を行う必要がなくなったこと
が一門を重要地域のお寺に派遣して支配を行
う新しい方法を取ったと推測出来る。
　呉浦正圓寺に大江氏が住職として派遣され
た真相であろう。

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
鵡閣主九嶺居士

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

　正圓寺第十二世住職、大江俊泰は明治19年
（1886）呉海軍鎮守府開庁当時の呉正圓寺住職
である。呉町の住人のほとんどが急遽川原石地
区に移住する中で正圓寺本堂は宮原村山手の
現在地神原へ移設した。明治22年3月、彼は「法
の蘺」という演述を著し国会図書館へ寄贈して
いる事でも知られる。その翁は正圓寺本堂を鸚
鵡閣（おおむかく）と唱え自身、九嶺居士（くれ
こし）を称した。
　呉（くれ）の一字を二字に分けて称する言葉

遊びを行う。呉を、九嶺（くれ）と唱え呉湾海上
から望む旧呉市の市街を囲む山系の嶺九箇の
山名を選び、その九峰の嶺を指して九嶺（くれ）
と唱えた。
　この言葉遊びの「九嶺（くれ）」を地域古老が
呉鎮守府開設に訪れた海軍係官に伝えたよう
で、明治18年8月、海軍御用係、堤 従正が海軍中
将眞木長義に作成した「呉浦形況申報」に「呉の
語源」に付いて「呉湾周繞山岳中嶺九アリ因テ
其ノ名ノ起ル所ナリト但他ニ里俗ノ伝ル所ア
ルモ信スルニ足ラス」と報告されている。
　この事で判る事はこれまで呉市がこの言葉

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
呉浦支配者の編年

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

　① 近世・毛利氏支配
　戦国時代（大永年間～天文年間）の呉浦には安
芸国三ヶ島船衆と呼ばれる呉衆が呉浦～広浦に
かけて割拠しており、呉浦には山本氏、広浦（阿
賀を含む）には檜垣氏、警固屋には警固屋氏がい
たが、これらは南北朝期に伊予国から北上して
来た伊予衆で戦国時代は大内方として戦い毛利
氏に呉地域から排除される。
これらの諸衆は南朝方討伐を名目に芸州南部に
武力で進入して来た諸氏で知行の正当性は大内
氏の安堵状だけ、幕府の御教書は持ち合わせて
居ない。
　② 中世・大内氏支配（呉衆）
　これらの伊予衆が鎌倉時代初期まで安摩庄呉
浦に庄官として君臨していた宇佐八幡宮神人を
追落す。
この神人とは栃原村経由で呉浦に進み、入船山
皇城宮（亀山神社）を創建して呉町の基礎を造っ
た庄官・呉左近左衛門尉實賢である。この人物は
能美庄公文の娘を娶り能美庄公文にも補任され
た。この折は公文藤原實賢と名乗っている。

この宇佐八幡宮神人を追落し呉浦を実力で支配
したのが先に述べた大内氏の力を背景にした呉
衆であった。
　この呉衆を管理していたのは周防大島最北端
の嶋末庄々官、嶋末氏で警固衆に発展し大内氏
の意図を受けて呉浦千束要害に拠った。
　③ 古代・秦氏支配（宇佐八幡宮神人）
　この宇佐八幡宮神人が朝鮮半島から渡来して
来た秦氏（はたし）で古代朝鮮半島の民俗芸能
「綱引」などを持ち込んでいる。
古代倭国王権では半島を久礼（くれ）と唱えてい
た事から、呉町は久礼（くれ）の人が住む港町と
して周囲から呉と唱えられた。これが「呉の語
源」の真相である。

　この「呉の語源」を語る時、古代の秦氏の事だ
け解説する予定であったが、正圓寺が「呉の語
源」に関係する人物がいる事が判ったことから、
明治期まで解説を行った。
　次回以降は中世の呉衆などについても詳しく
解説を試みたい。
　それは明治期の正圓寺が亀山神社の神宮寺の
系譜を受継いでいると判断されるからである。
この事に付いて次に述べる。

明治期以降の呉浦（呉市）が分る鳥瞰図（昭和８年製版）
呉鎮守府（中央部分）と広海軍工廠（右）に吉浦村（左）

海軍関係資料は軍事史家・相原謙次氏提供

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
奉納された石造物から考察

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

　呉町最後の庄屋、悦喜屋金蔵（えきやこんぞう）
この人物が天保６年（1835）、亀山神社に大きな狛
犬を奉納している。この折、同時に呉町正圓寺本
堂前にも１対の石灯籠を奉納した。
　明治元年（1868）、徳川幕府が大政奉還を行うと

新政府朝廷は神仏分離令を出し全国の神社に廃
仏毀釈の号令を発している。これ以後、全国の神
社は神宮寺を分離した。
　現在のような状況になったが、悦喜屋金蔵（山
中金蔵）が神社と寺院に同時に石造物を奉納して
いることは天保６年当時、正圓寺が亀山神社の神
宮寺であった証拠と云えるであろう。
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に因んでデザインした微章を明治36年市議会
で決議し決めたが全く関係がない「九嶺」のデ
ザインであったと云えるであろう。
　彼の墓は宮原・正圓寺境内西側奥に建立され
ていたが平成23年、定聚院釈俊泰師之墓として
正圓寺氏子中が新しく立派な墓碑に建て替え
ている。

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
川原石へ移住した呉町商工業者

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

　呉町には次の網元が活躍しており五大網元
として知られていた。
　呉町五大網元
　　新原（しんはら）
　　毘沙賀（びしゃか）
　　角野（かどの）
　　浜㟢（はまさき）
　　佐藤（さとう）
　これらの人々は主な商工業者で民間港湾施
設建設の為川原石へ移住した。
　現在の呉市長もその一人で船頭兼船主と云
われ、現在海岸１丁目にある鸚鵡山正圓寺の総
代の一人に名を連ねておられる。
　さらに宮原村庄屋青盛家は母屋が海軍鎮守
府になったことから両城へ移住している。
　呉町以外の宮原村住人も少なからず海軍施
設で立ち退いた家々は両城川原石へ移住した。
呉町にはまた、船主・網元と関係が深い船大工
がいたが川原石はまだ開発が行われていな
かったため船大工仕事が出来なかった。よっ
て、倉橋島の桂ヶ浜へ移住した。後、川原石近辺
でも船大工仕事が出来るようになり吉浦村の
池の浦へ船大工の神田氏が帰って来た。
　その後、発展して神田造船として川尻村で大
工場（現・常石造船の修繕工場）を経営している。
　この他、全国的に有名な五洋建設の水野氏、
呉砥石の高橋氏などが呉町の住人であった。

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
正圓寺の由緒

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

　正圓寺の上寺は、東坊（興正寺）光圓寺である。
　正圓寺の住職は毛利一族（関東武士時代の大
江氏（家紋・長門沢瀉、毛利氏の裏紋）であった。
前年（令和４年）亡くなられた大江一亨（いっこ
う）前住職に生前同寺の由緒を取材したがこれ
まで450年の由緒を持つ真宗寺院と云われる。
これは毛利氏が呉浦方面を直接支配するよう
になった直後に派遣されて来たことが判る。こ
れと時期を同じくして音戸瀬戸の法専寺（家
紋・一文字に三ッ星・毛利家の表紋）が毛利家の
一門を住職として派遣している。
　天文24年（1555）厳島合戦で陶晴賢を破り芸
備地域の支配を完成させた毛利元就が一門の
小早川隆景に呉方面の支配を譲った時期と合
致する。
　毛利元就はその後、中国地方八箇国を切取り
百廿萬石の大大名に成長するが近畿の織田信
長が大阪の石山本願寺と対立すると本願寺を
助けるために織田政権と交戦する。
　その後、豊臣秀吉が織田政権を引継ぐと秀吉
とは和睦し豊臣政権下の大名となる。
　小早川隆景は秀吉に協力的であった為、豊臣
政権が誕生すると天正15年（1587）筑前名島36
万余石を与えられ本拠を移す。
　この折、呉浦を知行していた隆景麾下の乃美
宗勝は宿老として名島に三万石を分地され大
名に出世している。
　このように芸州方面で毛利氏が軍勢を配置
して地域の支配を行う必要がなくなったこと
が一門を重要地域のお寺に派遣して支配を行
う新しい方法を取ったと推測出来る。
　呉浦正圓寺に大江氏が住職として派遣され
た真相であろう。

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
鵡閣主九嶺居士

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

　正圓寺第十二世住職、大江俊泰は明治19年
（1886）呉海軍鎮守府開庁当時の呉正圓寺住職
である。呉町の住人のほとんどが急遽川原石地
区に移住する中で正圓寺本堂は宮原村山手の
現在地神原へ移設した。明治22年3月、彼は「法
の蘺」という演述を著し国会図書館へ寄贈して
いる事でも知られる。その翁は正圓寺本堂を鸚
鵡閣（おおむかく）と唱え自身、九嶺居士（くれ
こし）を称した。
　呉（くれ）の一字を二字に分けて称する言葉

遊びを行う。呉を、九嶺（くれ）と唱え呉湾海上
から望む旧呉市の市街を囲む山系の嶺九箇の
山名を選び、その九峰の嶺を指して九嶺（くれ）
と唱えた。
　この言葉遊びの「九嶺（くれ）」を地域古老が
呉鎮守府開設に訪れた海軍係官に伝えたよう
で、明治18年8月、海軍御用係、堤 従正が海軍中
将眞木長義に作成した「呉浦形況申報」に「呉の
語源」に付いて「呉湾周繞山岳中嶺九アリ因テ
其ノ名ノ起ル所ナリト但他ニ里俗ノ伝ル所ア
ルモ信スルニ足ラス」と報告されている。
　この事で判る事はこれまで呉市がこの言葉

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
呉浦支配者の編年

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

　① 近世・毛利氏支配
　戦国時代（大永年間～天文年間）の呉浦には安
芸国三ヶ島船衆と呼ばれる呉衆が呉浦～広浦に
かけて割拠しており、呉浦には山本氏、広浦（阿
賀を含む）には檜垣氏、警固屋には警固屋氏がい
たが、これらは南北朝期に伊予国から北上して
来た伊予衆で戦国時代は大内方として戦い毛利
氏に呉地域から排除される。
これらの諸衆は南朝方討伐を名目に芸州南部に
武力で進入して来た諸氏で知行の正当性は大内
氏の安堵状だけ、幕府の御教書は持ち合わせて
居ない。
　② 中世・大内氏支配（呉衆）
　これらの伊予衆が鎌倉時代初期まで安摩庄呉
浦に庄官として君臨していた宇佐八幡宮神人を
追落す。
この神人とは栃原村経由で呉浦に進み、入船山
皇城宮（亀山神社）を創建して呉町の基礎を造っ
た庄官・呉左近左衛門尉實賢である。この人物は
能美庄公文の娘を娶り能美庄公文にも補任され
た。この折は公文藤原實賢と名乗っている。

この宇佐八幡宮神人を追落し呉浦を実力で支配
したのが先に述べた大内氏の力を背景にした呉
衆であった。
　この呉衆を管理していたのは周防大島最北端
の嶋末庄々官、嶋末氏で警固衆に発展し大内氏
の意図を受けて呉浦千束要害に拠った。
　③ 古代・秦氏支配（宇佐八幡宮神人）
　この宇佐八幡宮神人が朝鮮半島から渡来して
来た秦氏（はたし）で古代朝鮮半島の民俗芸能
「綱引」などを持ち込んでいる。
古代倭国王権では半島を久礼（くれ）と唱えてい
た事から、呉町は久礼（くれ）の人が住む港町と
して周囲から呉と唱えられた。これが「呉の語
源」の真相である。

　この「呉の語源」を語る時、古代の秦氏の事だ
け解説する予定であったが、正圓寺が「呉の語
源」に関係する人物がいる事が判ったことから、
明治期まで解説を行った。
　次回以降は中世の呉衆などについても詳しく
解説を試みたい。
　それは明治期の正圓寺が亀山神社の神宮寺の
系譜を受継いでいると判断されるからである。
この事に付いて次に述べる。

明治期以降の呉浦（呉市）が分る鳥瞰図（昭和８年製版）
呉鎮守府（中央部分）と広海軍工廠（右）に吉浦村（左）

海軍関係資料は軍事史家・相原謙次氏提供

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
奉納された石造物から考察

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

　呉町最後の庄屋、悦喜屋金蔵（えきやこんぞう）
この人物が天保６年（1835）、亀山神社に大きな狛
犬を奉納している。この折、同時に呉町正圓寺本
堂前にも１対の石灯籠を奉納した。
　明治元年（1868）、徳川幕府が大政奉還を行うと

新政府朝廷は神仏分離令を出し全国の神社に廃
仏毀釈の号令を発している。これ以後、全国の神
社は神宮寺を分離した。
　現在のような状況になったが、悦喜屋金蔵（山
中金蔵）が神社と寺院に同時に石造物を奉納して
いることは天保６年当時、正圓寺が亀山神社の神
宮寺であった証拠と云えるであろう。

に因んでデザインした微章を明治36年市議会
で決議し決めたが全く関係がない「九嶺」のデ
ザインであったと云えるであろう。
　彼の墓は宮原・正圓寺境内西側奥に建立され
ていたが平成23年、定聚院釈俊泰師之墓として
正圓寺氏子中が新しく立派な墓碑に建て替え
ている。

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
川原石へ移住した呉町商工業者

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

　呉町には次の網元が活躍しており五大網元
として知られていた。
　呉町五大網元
　　新原（しんはら）
　　毘沙賀（びしゃか）
　　角野（かどの）
　　浜㟢（はまさき）
　　佐藤（さとう）
　これらの人々は主な商工業者で民間港湾施
設建設の為川原石へ移住した。
　現在の呉市長もその一人で船頭兼船主と云
われ、現在海岸１丁目にある鸚鵡山正圓寺の総
代の一人に名を連ねておられる。
　さらに宮原村庄屋青盛家は母屋が海軍鎮守
府になったことから両城へ移住している。
　呉町以外の宮原村住人も少なからず海軍施
設で立ち退いた家々は両城川原石へ移住した。
呉町にはまた、船主・網元と関係が深い船大工
がいたが川原石はまだ開発が行われていな
かったため船大工仕事が出来なかった。よっ
て、倉橋島の桂ヶ浜へ移住した。後、川原石近辺
でも船大工仕事が出来るようになり吉浦村の
池の浦へ船大工の神田氏が帰って来た。
　その後、発展して神田造船として川尻村で大
工場（現・常石造船の修繕工場）を経営している。
　この他、全国的に有名な五洋建設の水野氏、
呉砥石の高橋氏などが呉町の住人であった。

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
正圓寺の由緒

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

　正圓寺の上寺は、東坊（興正寺）光圓寺である。
　正圓寺の住職は毛利一族（関東武士時代の大
江氏（家紋・長門沢瀉、毛利氏の裏紋）であった。
前年（令和４年）亡くなられた大江一亨（いっこ
う）前住職に生前同寺の由緒を取材したがこれ
まで450年の由緒を持つ真宗寺院と云われる。
これは毛利氏が呉浦方面を直接支配するよう
になった直後に派遣されて来たことが判る。こ
れと時期を同じくして音戸瀬戸の法専寺（家
紋・一文字に三ッ星・毛利家の表紋）が毛利家の
一門を住職として派遣している。
　天文24年（1555）厳島合戦で陶晴賢を破り芸
備地域の支配を完成させた毛利元就が一門の
小早川隆景に呉方面の支配を譲った時期と合
致する。
　毛利元就はその後、中国地方八箇国を切取り
百廿萬石の大大名に成長するが近畿の織田信
長が大阪の石山本願寺と対立すると本願寺を
助けるために織田政権と交戦する。
　その後、豊臣秀吉が織田政権を引継ぐと秀吉
とは和睦し豊臣政権下の大名となる。
　小早川隆景は秀吉に協力的であった為、豊臣
政権が誕生すると天正15年（1587）筑前名島36
万余石を与えられ本拠を移す。
　この折、呉浦を知行していた隆景麾下の乃美
宗勝は宿老として名島に三万石を分地され大
名に出世している。
　このように芸州方面で毛利氏が軍勢を配置
して地域の支配を行う必要がなくなったこと
が一門を重要地域のお寺に派遣して支配を行
う新しい方法を取ったと推測出来る。
　呉浦正圓寺に大江氏が住職として派遣され
た真相であろう。

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
鵡閣主九嶺居士

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

　正圓寺第十二世住職、大江俊泰は明治19年
（1886）呉海軍鎮守府開庁当時の呉正圓寺住職
である。呉町の住人のほとんどが急遽川原石地
区に移住する中で正圓寺本堂は宮原村山手の
現在地神原へ移設した。明治22年3月、彼は「法
の蘺」という演述を著し国会図書館へ寄贈して
いる事でも知られる。その翁は正圓寺本堂を鸚
鵡閣（おおむかく）と唱え自身、九嶺居士（くれ
こし）を称した。
　呉（くれ）の一字を二字に分けて称する言葉

遊びを行う。呉を、九嶺（くれ）と唱え呉湾海上
から望む旧呉市の市街を囲む山系の嶺九箇の
山名を選び、その九峰の嶺を指して九嶺（くれ）
と唱えた。
　この言葉遊びの「九嶺（くれ）」を地域古老が
呉鎮守府開設に訪れた海軍係官に伝えたよう
で、明治18年8月、海軍御用係、堤 従正が海軍中
将眞木長義に作成した「呉浦形況申報」に「呉の
語源」に付いて「呉湾周繞山岳中嶺九アリ因テ
其ノ名ノ起ル所ナリト但他ニ里俗ノ伝ル所ア
ルモ信スルニ足ラス」と報告されている。
　この事で判る事はこれまで呉市がこの言葉

おわりに
　今回、古代から鎌倉時代初期にかけて宇佐神宮神人秦氏が建設した呉町の誕生から一気に
中世戦国時代を飛び越して明治19年の呉町解体を述べたが当然この期間、南北朝時代初期か
ら戦国時代の200年間、大内氏の安芸国支配があった。
　この時期、呉町千束要害には大内氏の警固衆・嶋末氏が周防大島から進出して呉浦を知行
しており、この勢力に一味した警固衆呉衆が存在する。呉衆の一人、廣村・阿賀村を本拠とし
た檜垣氏が割拠していた。和庄村の檜垣谷と背後の檜垣山は中世領主檜垣氏の遺跡で、檜垣
谷の細道は休み山を越えて阿賀村の海岸までつづく間道として存在する。
次回は嶋末氏と檜垣谷と檜垣氏の関係から中世呉浦について解説したい。

広郷土史研究会入会案内請求は0823-71-6981

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
呉浦支配者の編年

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

　① 近世・毛利氏支配
　戦国時代（大永年間～天文年間）の呉浦には安
芸国三ヶ島船衆と呼ばれる呉衆が呉浦～広浦に
かけて割拠しており、呉浦には山本氏、広浦（阿
賀を含む）には檜垣氏、警固屋には警固屋氏がい
たが、これらは南北朝期に伊予国から北上して
来た伊予衆で戦国時代は大内方として戦い毛利
氏に呉地域から排除される。
これらの諸衆は南朝方討伐を名目に芸州南部に
武力で進入して来た諸氏で知行の正当性は大内
氏の安堵状だけ、幕府の御教書は持ち合わせて
居ない。
　② 中世・大内氏支配（呉衆）
　これらの伊予衆が鎌倉時代初期まで安摩庄呉
浦に庄官として君臨していた宇佐八幡宮神人を
追落す。
この神人とは栃原村経由で呉浦に進み、入船山
皇城宮（亀山神社）を創建して呉町の基礎を造っ
た庄官・呉左近左衛門尉實賢である。この人物は
能美庄公文の娘を娶り能美庄公文にも補任され
た。この折は公文藤原實賢と名乗っている。

この宇佐八幡宮神人を追落し呉浦を実力で支配
したのが先に述べた大内氏の力を背景にした呉
衆であった。
　この呉衆を管理していたのは周防大島最北端
の嶋末庄々官、嶋末氏で警固衆に発展し大内氏
の意図を受けて呉浦千束要害に拠った。
　③ 古代・秦氏支配（宇佐八幡宮神人）
　この宇佐八幡宮神人が朝鮮半島から渡来して
来た秦氏（はたし）で古代朝鮮半島の民俗芸能
「綱引」などを持ち込んでいる。
古代倭国王権では半島を久礼（くれ）と唱えてい
た事から、呉町は久礼（くれ）の人が住む港町と
して周囲から呉と唱えられた。これが「呉の語
源」の真相である。

　この「呉の語源」を語る時、古代の秦氏の事だ
け解説する予定であったが、正圓寺が「呉の語
源」に関係する人物がいる事が判ったことから、
明治期まで解説を行った。
　次回以降は中世の呉衆などについても詳しく
解説を試みたい。
　それは明治期の正圓寺が亀山神社の神宮寺の
系譜を受継いでいると判断されるからである。
この事に付いて次に述べる。

宮原　正圓寺本堂正面の左右に悦喜屋金蔵奉納の石灯籠１対がある

石灯籠１対に悦喜屋と天保六年の年号が印刻されて
いる

宮原　正圓寺本堂外陣で故大江一亨住職（中央）と
同寺総代佐藤康則先生（右）に総代長小泉曙臣元市
議会議員・市議会議長の三人に詳しい由緒を伺った。

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
奉納された石造物から考察

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

　呉町最後の庄屋、悦喜屋金蔵（えきやこんぞう）
この人物が天保６年（1835）、亀山神社に大きな狛
犬を奉納している。この折、同時に呉町正圓寺本
堂前にも１対の石灯籠を奉納した。
　明治元年（1868）、徳川幕府が大政奉還を行うと

新政府朝廷は神仏分離令を出し全国の神社に廃
仏毀釈の号令を発している。これ以後、全国の神
社は神宮寺を分離した。
　現在のような状況になったが、悦喜屋金蔵（山
中金蔵）が神社と寺院に同時に石造物を奉納して
いることは天保６年当時、正圓寺が亀山神社の神
宮寺であった証拠と云えるであろう。
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県立呉高等技術専門校からのお知らせ

お問合せ先： 県立呉高等技術専門校訓練課（〒737-0003　呉市阿賀中央5-11-17）
TEL：0823-71-8816 ，FAX：0823-71-8848 ，e-mail：kgskunren@pref.hiroshima.lg.jp

※　訓練生により取得資格は異なります。

訓練生採用，在職者対象職業訓練の詳細については，当校へお問合せください。

科　　名

介護福祉士実務者研修修了者
日本語ワープロ検定（3級）
表計算検定（3級）

介護の知識と技能・医療知識一般・社会福祉
等の学科・実技の習得

３級機械・プラント製図技能士
３次元ＣＡＤ利用技術者試験2級

機械設計製図の知識やコンピューターによる
設計支援機器を使用して，機械装置の設計製
図ができる知識及び技能の習得

介護サービス科

ＣＡＤワーク科

目標取得資格 ※訓　練　内　容

主 な 訓 練 内 容

◆ガス溶接技能講習　　　　◆玉掛け技能講習
◆アーク溶接特別教育　　　◆クレーン運転特別教育
◆JIS 溶接技能者評価試験（手溶接・半自動溶接・TIG溶接）

◆３級機械加工技能検定（普通旋盤作業）

（溶接加工科）

（機械システム科）

溶接（ガス，アーク），
板金加工（曲げ，打出し）

金属加工（旋盤，フライス盤，
マシニングセンタ，ＮＣ旋盤）

主 な 取 得 可 能 資 格

● 訓練期間 令和5年４月6日(木)～令和6年３月19日(火)（１年間）
　　　　　　【訓練時間　8時35分～15時35分（又は16時25分）】
● 募集期間 令和5年２月1６日（木）～令和5年３月31日(日 )（予定）

　３月で，当校の６か月課程の職業訓練が修了します。人材の採用を予定
している企業・団体等の方は，ぜひ求人票の提出を御検討ください。訓練の
状況は次のとおりです。

訓練生採用のお願い

　地域の企業から「在職者の技能向上を図りたい」などの要望を受け，当校では，１年課程の
「溶接加工科」と「機械システム科」に在職者も受入れて職業訓練を実施しています。
従業員の方の資格取得や技能の習得などの人材育成に，御活用ください。

在職者対象職業訓練について

☆当校の紹介動画を作成していますので，是非ご覧ください！
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頭の中は、“道具”で釣り上げ　　　
“機能”で翻訳

㈱アルティスタ人材開発研究所

　 代表　玄間千映子

経営のHINT

　頭の中のことなんて、外から見える
わけがない、と思いがちだ。ところが、
知識で考える理性的なことであれば、
その様子は頭の中のことであっても、
第三者がかなり正確に推測することは
可能だ。
　たとえば、「スプーンと鉛筆」の２つが与え
られていて、「コーヒーをかき混ぜるのに使う
のは、どちらか」というお題があった場合、回
答者は「スプーン」を選び、出題者も「スプーン」
を正解とするだろう。そして、これを読んでい
る皆さんも同じように、「スプーン」が正解と
思うのではないか。
　出題者が回答者にお題を出す場面に同席して
いないにも関わらず、読者の方々も回答者と同
じ「スプーン」を正解に選ぶのは、「かき混ぜる」
にコーヒーという「食品」が加わったため、食
事に使う機能があるのは「スプーン」だと考え
たからだ。
　このように、お題が出されたその場にいない
第三者であっても、機能に求める内容が同じに
なると、答えも同じになるのだ。ところが機能
というのは、姿を持たない情報だ。姿を持たな
いものを、客観的に共有するのは難しい。にも
関わらず、出題者と回答者、そしてこの読者と
の間で“機能”という情報の共有が可能になっ
たのは、スプーンを“道具”と認識したためだ。
　道端の石でも、漬物樽の上にのせれば「漬物
石」という道具として認識するのと同様に、棒
の先に攪拌（かくはん）部分が付いた形のモノ
はさまざまあるが、ここではそれを「スプーン」
という道具と認識した。そのため、その機能に
「食品を扱う」が現れてきたのだ。
　ところで、機能のない道具はないし、道具の
ない機能はない。機能が付くと、モノは“道具”

【筆者紹介】玄間千映子（げんま・ちえこ）
㈱アルティスタ人材開発研究所代表。國學院大學卒。米インマ
ヌエル大学大学院卒後、米スタンフォード大学ビジネススクー
ル修了。現在、信州大学のコーディネーター兼技術アドバイザー
他、団体役員などを併任。著書に『朗働の時代』『ジョブ・ディ
スクリプション一問一答』『リストラ無用の会社革命』など。

になるので、道具と機能は一体と
言える。そのため、道具の機能を
通して作業者が何を考えているか、
その頭の中が分かるのだ。　
　そうそう、機能を支えているの
は“知識”だということも、忘れ

てはならない。もし、鉛筆に黒鉛（炭）が使わ
れていることを知らなかったら、「え？炭を身
体に入れるの」という躊躇（ちゅうちょ）は生
まれず、回答者も読者もお題の「かき混ぜる」
に焦点がいき、何の疑問も持たずに「スプーン」
と「鉛筆」の両方を正解にしたかも知れない。
　何を道具に選ぶかは、回答者の持っている知
識の内容に左右され、その知識の内容は機能の
見方を制限する。活動効率を上げるのが道具の
役目なので、道具の選択を誤るとコーヒーを鉛
筆でかき混ぜるがごとく、結果の質そのものを
直撃し、ひいては効率をも直撃するのが、“知識”
の存在だ。
　この「道具と機能と知識」の関係は、姿が目
視できない情報であっても、モノの場合と同じ
関係が成立する。会社の売り上げを請求すると
いう機能がついた情報の塊に「請求書」という
名がついて“請求活動の道具”という見立てが
成り立つからだ。
　このように、“道具”で釣り上げた“機能”
を支える“知識”の使われ具合に踏み込めば、
リモートワークで顔の見えない不安感も拭えて
くるというものだ。
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呉法人会WEBサイトからご視聴いただけます
【http://hojinkai.zenkokuhojinkai.or.jp/kure/】

セミナー・オンデマンドは【呉法人会員ID : hj2509／パスワード : 5798】を入力してください

検 索呉法人会



消費税期限内納付I N D E X

題 字　 大之木 伸一郎 （元）会長

　　　  　 わたなべ きくこ
表 紙　 渡邉 紀久子 氏 　　「相原酒造」

広 報 委 員 会

　コロナ禍が落ち着きつつある現在、私たちの暮らしは「コロナ禍前」というより
「コロナを前提とした」に変化しているように思います。以前の生活や経済活動が形
を変えながらも、あらゆる分野で始動しはじめているようです。時、奇しくも春。
【啓蟄（けいちつ）=土中で冬ごもりをしていた生き物たちが目覚める頃のこと】
その啓蟄のごとく、新たな暮らしの息吹がそこかしこで聞こえてくるようです。

しかしながら地域経済の動きや歪（いびつ）な物価高、世界に目を転じれば国どうしのいさ
かいなど、いいことばかりとは言えません。地球の反対側で起こった出来事が直接私たちの
暮らしに影響してくることをこれほど如実に体験するとは想像していませんでした。それ
は、世界の「距離」がさまざまな意味で短くなってきたからなのかもしれません。この変化
に対応することが、私たち企業人の使命であり、従業員やその家族、地域経済を支えること
になるのでしょう。
　寒さに震えた冬を抜け出した今、小さくてもいいから新しいことを始めてみようと思います。
　呉法人会報「灰ヶ峰」に皆さまのご意見をお寄せください。

会　　　報 灰ヶ峰 173号
発　　　行 令和５年  ２月２８日
発　行　所 公益社団法人  呉 法 人会

発行責任者  担 当副会長 得 能  宏 一
編　　　集 広 報 委 員 会
編集責任者 中 原  康 治

委員長 中原 　康治　大幸産業㈱
副委員長 松本 　好生　松本ギフト㈲
　〃 海生 　知亮　海生建設㈱

委  員   神垣　和典　㈱神垣石油
  〃 三島　義弘　㈲ビジネスホテル三島
  〃 大之木隆一郎　呉貿倉庫運輸㈱

委  員 松岡　啓子　㈱松岡設計
  〃 石川　晃代　㈲プリンティング共和
  〃 和田　伸行　㈱ベテリナリーサイエンス

 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■親 会 ・ 支 部 ・ 部 会

2023年３月────────────────────

 1日（水） 正副会長会議（12：00～事務局）
 1日（水） 研修委員会（19：00～NISHIMAKI）
 6日（月） 調査課部会経営者研修会
  （17：00～呉阪急ホテル）
 17日（金） 第４回常任理事・理事合同会議
  （12：00～　呉阪急ホテル）

2023年４月────────────────────

 10日（月） 正副会長会議（12：00～事務局）
 19日（水） 第１回常任理事・理事合同会議
  （12：00～　クレイトンベイホテル）

（予定）　総務委員会

2023年５月────────────────────

 24日（水） 第12回通常総会・特別講演会・懇親会
  （呉阪急ホテル）

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■税務署 ・ 全法連 ・ 県法連

2023年３月────────────────────

 2日（木） 県法連 法人会広島県青年の集い
 3日（金） 県法連 第２回総務委員会（TKP広島駅前大橋）
 6日（月） 県法連 第２回組織委員会
 （TKP PREMIUM 広島駅前）
 10日（金） 県法連 第２回広報委員会（TKP広島駅前大橋）
 15日（水） 広島局連青年部会長サミット（リーガ）
 23日（木） 女性フォーラム実行委員会（グランヴィア）

2023年４月────────────────────
 13日（木） 第17回全国女性フォーラム（愛媛大会）
  （アイテム愛媛）

2023年６月─────────────────────
 　 1日（木） 県法連　第1回税制委員会
 27日（火） 県法連　第11回通常総会
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新年のご挨拶／呉法人会 小柴繁美会長 ‥‥‥‥ 1
トピッ
クス  新春特別講演会／新年互礼会 ‥‥‥‥‥‥‥ 2
トピッ
クス  令和4年度 会員増強表彰 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3
トピッ
クス  女性部会創立30周年記念 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 4
トピッ
クス  令和4年度 納税表彰式 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4
トピッ
クス  令和4年度 税に関する絵はがきコンクール表彰式 ‥‥ 5

親会だより‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6

支部だより‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10

部会だより（青年部会／女性部会／調査課部会） ‥ 12

ようこそ呉法人会へ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15

令和5年度税制改正に関する提言（要約）‥‥‥‥ 18

行動する法人会‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24
随
筆／軍鎮守府開設に伴う正圓寺・宮原村庄屋青盛家の関係と宮原
　　・海龍山正圓寺と海岸・鸚鵡山正圓寺に伝わる伝承の紹介⑳
　　　　　　　　　　　　　　／上河内 良平氏 ‥‥ 26
税務
の窓／インボイス制度・スマホ納付・国税専門官募集‥ 30

呉市からのお知らせ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 36

広島県立呉高等技術専門校からのお知らせ ‥‥‥ 41

経営のヒント ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 42
一枚の
写  真 ／中原弘二氏 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 44

事業予定／編集後記 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 45

渡邉 紀久子 氏 プロフィール
画歴／48年　　個展／25回
グループ展／96回　　その他展示／33回
新構造会広島支部所属（2021年～）

広島市を中心に作品を発表活動中

by KIKUKO Watanabe
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　趣味のカメラは主に子供たちの成長していく姿を綺麗な
写真でアルバムに残していくことが目的で購入しました。
　私が持っているフルサイズミラーレスカメラはカメラ
本体とレンズが別売りの高額なものにはなりますが、ス
マホ撮影では表現できないボケ味と高画質な撮影が楽し
めるほか、工場夜景や星空といった夜間暗い場所での長
時間露光撮影も可能なところがフルサイズカメラならで
はの魅力です。交換レンズは豊富なラインナップがあ
り、撮影シーンにおいて、自分がイメージした画角、ボ
ケ味を考えた上でレンズを選択できます。レンズ価格は
とても幅がありますので、私のような初心者には、あら
ゆる画角に対応できる標準ズームレンズを一つ持ってお
くのがおすすめです。
　カメラ好きの方って結構いらっしゃって、時には撮影
をご一緒させてもらったり、写真展に私が撮影した写真
を展示してくだ
さったり、撮影

やSNSなどを通じて多くの方々と男女を問わず交流をさせて
いただいておりますし、たくさんのカメラ仲間もできまし
た。仲間とワイワイやりながらの撮影や家族旅行に出かけた
際の思い出の写真撮影と、日々楽しいカメラライフを送って
います。
　掲載の写真は、昨年6月“アレイからすこじま”で撮影さ
せてもらったもので、綺麗な夕焼け空の中、潜水艦で敬礼す
る水兵さんの姿がとても感動的で私のお気に入りの写真のひ
とつです。最近は望遠レンズを使用し、新幹線や鉄道そして
広島市内を走る路面電車と、乗り物系の撮影にハマっており
まして（いわゆる撮り鉄）皆さんにお見せしたい写真がたく
さんありすぎて、ここでお見せできないのがとても残念です
が、いつかお見せする機会があればなと思っております。ま
た、撮影をご一緒して頂ける方がいらっしゃいましたらお気
軽にお声掛けいただけるととても喜びます。

大幸産業株式会社　   　　　　

常務取締役     中原 弘二

楽しいカメラライフ

このコーナーは、会員の皆さまにお写真を１枚お持ちいただき
さまざまな思い出を語っていただくコーナーです。1枚1枚 の 写 真の 写 真
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クス  新春特別講演会／新年互礼会 ‥‥‥‥‥‥‥ 2
トピッ
クス  令和4年度 会員増強表彰 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3
トピッ
クス  女性部会創立30周年記念 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 4
トピッ
クス  令和4年度 納税表彰式 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4
トピッ
クス  令和4年度 税に関する絵はがきコンクール表彰式 ‥‥ 5

親会だより‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6

支部だより‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10

部会だより（青年部会／女性部会／調査課部会） ‥ 12

ようこそ呉法人会へ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15

令和5年度税制改正に関する提言（要約）‥‥‥‥ 18

行動する法人会‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24
随
筆／軍鎮守府開設に伴う正圓寺・宮原村庄屋青盛家の関係と宮原
　　・海龍山正圓寺と海岸・鸚鵡山正圓寺に伝わる伝承の紹介⑳
　　　　　　　　　　　　　　／上河内 良平氏 ‥‥ 26
税務
の窓／インボイス制度・スマホ納付・国税専門官募集‥ 30

呉市からのお知らせ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 36

広島県立呉高等技術専門校からのお知らせ ‥‥‥ 41

経営のヒント ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 42
一枚の
写  真 ／中原弘二氏 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 44

事業予定／編集後記 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 45

渡邉 紀久子 氏 プロフィール
画歴／48年　　個展／25回
グループ展／96回　　その他展示／33回
新構造会広島支部所属（2021年～）

広島市を中心に作品を発表活動中

by KIKUKO Watanabe

30Ｐ26Ｐ

経営のHINT

41Ｐ36Ｐ

44Ｐ42Ｐ
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くれ法人会報

はいがみね

相原酒造
仁方本町に位置する、白壁と大屋根が美しい酒蔵です。

明治8年に酒造りを始め、明治33年、小説の一節からとったと言われる──
「雨後の月」の銘柄が誕生しました。

〒７３７ー００４５  呉市本通2丁目1番23号　呉大同生命ビル３Ｆ
 Tel（０８２３）22－5798　　Fax（０８２３）23－6912

 URL http://www.kure-city.net/houjinkai/
 E-mail houjinkai@kure-city.net

公　益
社団法人 呉 法 人 会

育てます、企業の夢と社会の笑顔
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